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凡例

1、モンゴル語のローマ字転写方法は、グリュンベック方式を採用した。

2、満洲語のローマ字転写方法はメーレンドルフ方式を採用した。

3、史料訳文中の( )は訳者がつけた補足で、ある。

4、史料①を引用する際には、フフホト市トワメト左旗梢案館の所蔵番号をそのまま表示

した。

5、史料②の引用文の中の[ )は編者アルタンオルギル氏が加えたものである。

6、史料③、④、⑤を引用する際には、編者によって付された文書番号を表示した。

7、本論文での年代表記は、清朝の年号を記し、( )内に西歴を付け加えた。月日は清朝

の旧暦のままである。

8、モンゴ、/レ文、満洲文引用史料のローマ字転写は、巻末にまとめた。[ ]内に筆者によ

る正しい綴りを加えた。

9、史料①、③、④、⑤を引用する際は、改行箇所を/で示し、行番号をアラビア数字で

示す。
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序章清代内モンゴルにおける農地研究の意韓と課題

第一節帰化城トゥメト旗という地域

本研究は、 16世紀後半の北元時代1に、モンゴルのアルタン・ハーン2によって万里の長城

の北隣に創られた都市、帰化城 3の清代における周辺農地を研究対象とする。帰化城は、清

代内モンゴルの経済、文化、交流の中心であったこの帰化城周辺の農地に関して、その所

有形態や農地契約の問題を論じるものである。

モンゴ、ル地域で、は古くから、遊牧生活に適した伝統的で簡略な農業であるナマグ・タリ

ヤ4とし、う形態の農業が存在していた。このナマグ・タリヤは、春に種を播き、秋に収穫す

るという、野生植物の採集とあまり変わらないような二階段の順序のみで行われる。さほ

ど手のかからない農業であるが、生産性が低く、そのうえ遊牧地としての土地環境を守る

ために、農耕していた閉じ所で二、三年種を播けば、別のところへ移る必要があるという

農業である。このように種を播く場所が決まっていないために、モンゴ、ルで、は農地という

概念が存在しなかったと一般に考えられている o

その後北元時代に入札 16世紀の中頃から後半頃にかけて、明の万里の長城のすぐ北隣

であるトワメト部のモンゴル人は、アルタン・ハーンの支配下にあった。アルタン・ハー

1元王朝崩壊{1368年)後、清王朝の支配下に入るまでの時代のモンゴ、ルを一般に北元と呼ぶ。

2 アルタン・ハーン(1507'""-'1582)は、チンギス・ハーンの後商で、あるダヤン・ハーン(1468

'""-'1519)の孫である。アルタン・ハーンはトワメト部に分封され、帰化城(現在のフフホト)を

本拠地として勢力を拡大して、しばしば明に侵攻していた。 1571年に、アルタン・ハーンが明

との和議に応じて明帝から順義王に封じられ、また明もモンゴ、/レ側の要求を受けて馬市(交易所)

を設けて交易の再開を認めたため、明への侵攻が停止した。暁克・子永友・王室元 2008等を参

照。

3帰化城は現在の内蒙古自治区フフホト(呼和浩特)市の旧城地区である。建設当時は豊洲灘と

呼ばれていたが、 1571年にアルタン・ハーンが明と講和して、国境沿いでの貿易が認められる

と、この町は明の皇帝によって「帰化城」の名を与えられた。アルタン・ハーンは晩年にダライ・

ラマに帰依してチベット仏教に改宗したため、フフホトでは数多くのチベット仏教寺院が建立さ

れた。清代に入って、清朝政府が帰化城の北東隣に「綬遠城Jを築き、西部内モンゴ、ル地方の防

衛を担当する八旗の駐留地とした。帰化城と緩遠城はあわせて「帰綬」と呼ばれ、清代以降、中

央政府の直轄地として内モンゴ、ルの政治、経済、文化の中心地となった。

4モンゴル語でナマグ・タリヤ (namuytariy-a) あるいはモンゴ、ル・タリヤ (mongyultariy-a) 

と称される。またウル・ハヤフ(Uf-eqayaqu) と呼ぶこともある。ナマグ・タリヤが持つ基本的

な特徴としては、遊牧民の生業である遊牧に悪い影響を与えないということがあげられる。言い

換えれば、遊牧の邪魔にならないことが求められていた。 Wan副i11998と吉田 2005を参照。

5WangJi11998と吉田 2005を参照。
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ンの時代におけるトゥメト部族の遊牧地は、後の時代の帰化城トゥメト旗のような狭小な

もので、はなかった。 トゥメト部族の遊牧地は、現在のウラーンチャブ地方やウラト三旗の

全地域まで、広がっていたので、夏は涼しい北方に移動し、冬は大青山6の南方にある帰化城

トワメト地方で冬営したので、あった(地図を参照)。そして、明の嘉靖年間(1522-1566)末や

万暦年間(1573-1619)頃になると、明朝治下で弾圧された白蓮教の信者などの漢人農民たち

が、万里の長城を越えて北方に逃げてきて、アルタン・ハーンの下に亡命した。アルタン・

ノ、ーンは彼ら漢人農民たちを受け入れた。そして、彼らに命令して、バイシン(bayising板升)

と呼ばれる固定家屋の集落を建てさせた。このバイシンの発展が、後の豊州灘という都市、

すなわちフフホト市の始まりである。さらに、パイシンの周辺で モンゴ、/レ人の伝統的な

農業と異なる、漢人による農業も開始された70

このような漢民族による農業を、内モンゴル地域のモンゴル人は一般にシャンタイ・タ

リヤBと呼んでいたといわれる。シャンタイ・タリヤとはモンゴノレ語で「うねがある畑」と

いう意味である。このシャンタイ・タリヤは、播種、施肥、抜草、中耕、収穫と、大変手

のかかる五段階の順序で行われる農耕である。毎年同じ場所で農耕するので、モンゴ、ル地

域でも初めて農地という概念が現れてきた。これが、その後の帰化城トウメト旗などにお

ける本格的な農業の始まりだと考えられている9

その後、アルタン・ハーンは明朝と和平関係に入札明朝側から豊州灘に帰化城という

名が与えられた。帰化城は経済、文化の中心として徐々に発展してきて、チベット仏教の

ラマ僧等、都市生活をする人も増えてきた。そして都市人口の増加が食糧の需要を呼び、

農業もより盛んになっていった100

アルタン・ハーンの死後は、内部紛争によって、 トワメト部の支配権が次第に弱まって

いった。この時期にチャハノレ部のリグダン・ハーンが東方から西進してきて、帰化城トゥ

メト部の支配権を奪った。おそらくこの内部紛争やリグダン・ハーンらによる頻繁な戦争

によって、帰化城トゥメト地方の農業は大きな影響を受け、かなり衰退したかと考えられ

6現在のフフホト市の北部に位置している山である。現在でも大青山と呼ばれている。陰山山

脈の一部である。
7安斎 1943を参照。

8シャンタイ・タリヤ (sangtaitariy-a)のシャン (sang) とは漢語の「楠J(日本語でし、う「う

ねJ)のことである。
9吉田 2005を参照。
10近藤 1992を参照。
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る110

1632年(天聡六年)、後金国の大軍が東方からチャハル部へ出征し、チベット仏教のカル

マ派勢力の要請によって青海に遠征していたチャハル部のリグダン・ハーンはその地で、病

死した。リグダン・ハーンを追ってきた後金の軍隊が 1634年に帰化城に至り、 トゥメト部

もチャハル部も後金軍に降服した。こうして、後金国はゴピ砂漠の南のモンゴル地域、す

なわち後の内モンゴ、ルを支配して、後金国の二代目のハーンで、あるホンタイジが改めて大

清国の皇帝に即位し、 1636年に国号を後金国から大清国へと改称した120 その後、 1644年

に李自成の乱によって明王朝が滅ぶと、清王朝は中国本土をも支配下に入れた。

さてこの清王朝の軍事力を支えたのは、八旗の旗人13と草原のモンゴ、ル人で、あった。八旗

の旗人は支配者層の特権身分として存在し、生計を支えるための旗地を与えられて、充分

な俸給も支給されるなど優遇政策を受けていた。その代わりに旗人には兵士として公務に

従事する義務が課されていた。旗人はこの公務があって、旗地を耕作することができない

ため、漢人農民に小作させ、地代を徴収して、生計を立てていた140

一方、草原のモンゴ、ル人は、清朝の八旗制をまねた軍事・行政制度である盟旗制によっ

て統治された。盟旗制はモンゴルの元々の部族、氏族単位の行政制度に基づいて創られた

制度であり、また同時に軍事編成をも意味する組織で、あった。盟旗制度下では、盟と旗と

いう行政機構があり、この内の盟は、内モンゴルに六盟、外モンゴ、ルに四盟という計十個

が設置された。一般に一つの盟の中にいくつかの部が存在し、一つの部がしばしば左右二

つの旗となっていた。旗ごとに牧地(蒙地)として領域が指定され、その領域を超えた遊牧は

基本的に禁止されていた。一般に旗では地元のチンキ、ス・ハーンかその弟の子孫であるモン

ゴル貴族が旗長(jasay，ジャサク)に任命され、全旗を管理していた。旗長は世襲制でその

子孫が代々受け継いでおり、旗内の人事、財政、司法などに関して独自の支配権を持って

いたが、清朝の役所である理藩院による強い監督をも受けていたので、清朝の官僚として

の側面と、在来のモンゴル貴族(領主)としての側面の両方を有していた。このようなジャサ

クが治める普通の旗のことを一般にジャサク旗と呼ぶ。そして、ジャサク旗地域を総称し

11土黙特左旗『土黙特志l編纂委員会 1997を参照。
12岡田 2008: 84を参照。

¥3清代の支配層である満洲人は、そのほとんどが八旗と呼ばれる八つの軍事・行政組織に配属

されていた。この軍事・行政編成制度を八旗制と呼ぶ。後にモンゴ、ル人や漢人によって編成され

た八旗蒙古、八旗漢軍も設置された。八旗に所属する満洲人、モンゴノレ人、漢人は旗人と総称さ

れる。

14例えば、石橋 2000: 82 -86を参照。
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て外藩モンゴル15と呼ぶ。一つのジャサク旗のモンゴル人成年男子はいくつかのソム(sumu，

佐領)に分けられていた。ソムは、百五十人の成年男子すなわち兵士からなる最も基本的な

戸籍上の単位で、あった。このソムに所属する兵士は箭丁(モンゴ、ル語で、 quyayホヤグ)と呼ば

れ、清朝の兵士としてしばしば戦争などに参加していた160

旗人でない草原のモンゴ、ル人の一部で、あった帰化城周辺地域のモンゴ、ル人も、帰化城ト

ワメト旗というこつの旗(左旗と右旗)に編成された。ただ、後にアルタン・ハーンの曾孫オ

ムボが反乱を起こしたために、世襲制の旗長(ジャサク)は置かれず、旗民は理藩院から直接

派遣されてきた旗人官僚である都統(後に副都統)によって管理されていた。このような

旗長のいない旗を総称して、内属モンゴル17と呼ぶ。以上の外藩モンゴ、ルのジャサク旗にお

ける旗長以下の役人と、内属モンゴル各旗の都統以下の役人を図 1で比較して記しておく。

15内モンゴルは 6盟 49旗、外モンゴルは4盟 86旗にそれぞれ分かれていて、これらが外藩モ
ンゴ、ルと呼ばれた。

16岡 2007参照。

17 内属モンゴルには、帰化城トゥメト旗以外に、チャハル八旗、新ノ〈ルガ八旗などが含まれ

ていた。
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図 1、清朝の対モンゴル行政管理図
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結局、帰化城トウメト旗のモンゴ、ル人は内属モンゴルの官兵として各佐領に編成される

ようになったが、八旗編成ではないために、官兵の俸給が受けられず、俸給の代わりに、

生計を支える土地(後の戸口地18) が与えられた。もちろん兵役も義務づけられていた。さ

らに、戦争の時、清朝政府は一般のジャサク旗の箭丁よりも内属モンゴルから優先的に兵

を抽出していたようである 19。このように帰化城トワメト旗では、本来農耕をしないモンゴ

ル人箭丁が農地を支給されていたため、八旗の旗人と同様に、彼らは例外なく漢人農民に

その土地を賃貸して耕作させ、小作料を取り立てることによって、公務に従事しながら生

計を維持していた。

次に、帰化城トゥメト旗地域の自然環境について、満鉄調査報告の現地フィーノレド調査

に基づいて短くまとめておきたい。帰化城トゥメト旗地域は海抜 1000メートル以上の高地

であり、周囲をモンゴル高原、山西高原、甘粛高原、賀蘭山脈などに固まれた河套平原と

つながる位置にある。東アジアの季節風の影響下に置かれ、温帯大陸性モンスーン気候を

主とする多様な気候が形成されている。また、中華民国 4(1915)年から 19(1930)年までの帰

化城(当時は綴遠と称されたいた)周辺における降水量を見ると、平均全年総降水量は 388.2

ミリで、その内の 6割が夏季に集中している。中国の河北省の 400-600ミリ、満洲地方の

600ー700ミリに比べるとかなり少ない。さらに、降水量は季節風の強弱に依存するため年間

降水量が年によって不均等である。気温は寒冷、暑熱共に烈しく、一日の気温変化も甚だ

しい。寒気の強い冬季が長く、霜の降りない期間は 144日間で、中国の河北、山東両省の

230日間前後に比べると極めて短い。農作物の成長できる期間も、中国本土よりはるかに短

い 194日間とされている200

すなわち帰化城周辺は、いわゆる乾燥(乾早)地域である。このような気候条件から見ると、

一般的に農業にあまり適する環境ではないと考えられる。したがって、清代の帰化城トウ

メト旗地域の農業は、年間 400ミリ弱の降水量のみに頼って発展したとは考え難い。一方、

中国農業の地域的特徴を水と関連づけて考えて見ると、年間降水量 800ミリを基準として、

華北の阜地農業と華中、華南の水田農業との対照的な二つの種類に分けることができる。

18戸口地とは清朝政府が帰化城トウメト旗のモンゴ、ノレ人箭丁(ホヤグ')1こ与えた農地で、ある。漢

文の史料の中では戸口地と書かれているが、清代のモンゴ、ル文公文書の中では、戸口地は一般に

aman toyan-u tariy-aと呼ばれている。例えば後述の史料②である Altan-orgi11988: 3の文書など

にこの名が見える。同様に満洲文公文書では、 anggalaiton i usinと呼ばれている。例えば後述の

史料③江賓 1942: 154 -156第 107文書にもこの名が見える。
19 Qasbayan-a， Secenm 2009 : 236 -237を参照。
20新庄 1956: 116 -119による。
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そのうちの華北地域では、水の絶対的な不足に対して水利濯蹴で補給した阜地農業が行わ

れていたと見なされている210 この点で、帰化城トゥメト旗地域を見ると、多数の河川が流

れていることに気づく。例えば、最も大きな河川として黄河が流れていて、その黄河の大

きな支流として大黒河、小黒河、紅河なども流れている。他に内陸河川として召河なども

流れている。さらに、陰山山脈の一部である大青山から流れてくる山水が作る小)11も数多

くある22。これらの河川は、濯概農業を行うための基本的な条件を満たしていたと考えられ

る。もちろん、中華民国期の気象状況が清代初期、中期の気象に比してどのように変わっ

てきたものであるのかはわかりにくいが、中華民国期と現在の気象状況23を比べてみる限り

は、さほど大きな変化は見られない。

前述のように、帰化城トワメト旗地域では、北元時代末期、つまり中国で言えば明代の

末期から中国風の農業が行われていて、既に農地が存在していた。清代に入ると、清朝政

府は内属モンゴ、ル軍を維持するため、帰化城トゥメト旗の箭丁に対して、俸給代わりにこ

の農地を配賦した。この農地が戸口地と呼ばれるものであり、八旗の旗人に配賦された旗

地と全く同様に軍事力維持の目的で、清朝政府が与えた農地であった。帰化城トワメト旗の

モンゴル人箭了は、八旗の旗人と同様に、兵役を果たすために 漢人小作農に戸口地を耕

作させて小作料を受け取っていたのである。そして、このような農地貸借に際しては、中

国本土における地主・佃戸関係と同じく、モンゴル人地主(ほとんどの場合、箭丁である)

と漢人小作農との聞で漢文あるいは蒙漢合壁の賃貸契約文書を作成していた。さらに、モ

ンゴ、ル人地主たちは、他のモンゴル人や寺院から現金を借りて、戸口地を質入れし、その

利子として漢人小作農からの地代受領権を質入れ先の人に引き渡したり、あるいはこの農

地を完全に売却したりしていた。そして、この複雑な土地契約に際して、主にモンゴ、ル文

で質入契約、売買契約等の文書を作成していた。このような農地の賃貸、質入れ、売買等

の契約に応じた契約文書の作成は、中国本土では古くから盛んに行われていたが、モンゴ

ル地域では、清代に入ってから初めて行われるようになったと考えられる。本研究で明ら

かにするように、これらの契約の中でも、最初は漢文の契約文書による農地の賃貸契約が

モンゴ、ル人地主と漢人小作農の聞で、行われるのみで、あったが、後にモンゴ、ル人同士やモン

ゴ、ル人地主と寺院との間でも農地の質入れ、売買などの契約が結ぼれるようになり、契約

21森田 1974: 15 -16を参照。

22注 1985を参照。

23現在のフフホト市の気象状況を見ると、年間降水量は 100-500ミリで、霜の降りない期間

は130日間、そして年間の日照時間は 2，700時間以上である。
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文書もモンゴル文で作成され始めたのである。

なお、念のために一言述べておくと、本稿でいう「農地の質入れ」とは、「モンゴ、ル人地

主が借金の利子の代わりに、特定の農地を指定してその農地の使用権や小作受領権を渡す

契約Jの子とを示す。日本の民法に規定されている担保物権における四種類の形態である

留置権、先取特権、質権、抵当権のうち、「質権Jに該当する形態であるため24、筆者が「質

入れJと呼んでいるものである。後述するように、本稿で扱う「農地の質入れ」では、借

入金が返済できない場合でも農地所有権そのものが移転することは決してない。また、日

本でも、不動産に質権を設定する場合は、本研究で扱うケースと同様、債権者による使用・

収益が認められている。

第二節本研究の意義

本研究の有する意義を、以下の六点に分けて、順次検討していきたい。

まず第一番目に、帰化城周辺地域は、清代に入ると、対ジューンガル戦などの戦争によ

る軍隊の増加と食糧需要によって漢人が追加流入し、さらに農地が広がっていったが、そ

の詳しい実態はあまり知られていない。さらに、全内モンゴ、ルの歴史から見て帰化城周辺

地域は、モンゴル人と漢人が農地を媒介として複雑な関係を持つに至った最初の場所であ

る。その意味でも帰化城周辺の農地を研究することは、その後の内モンゴ、ル全体における

漢人の進出問題やモンゴ、ル人の定住化問題にもつながっていく極めて重要な意義を有して

いる。

ここでいう漢人の進出問題、モンゴル人の定住化問題は、清代の中期頃から中国本土で

爆発的に人口が増加して、農地が極度に不足し始めた結果、特に山東、河北、山西省の余

剰労働力となった漢人農民が万里の長城を越えて、満洲地方やモンゴル高原にやってきた

のがきっかけとなった。広くてほとんど農業が行われていないモンゴルの草原は、彼らが

心から望んでいたような理想的なところであった。最初は清朝の法令に従って、春に来て

秋に戻っていたが、長い期間を経るうちに本土へ帰らなくなったのである。帰化城トゥメ

ト旗だけは例外的にその進出時期が早いが、内モンゴルの東南部であるハラチン、モンゴ

ルジントワメト等の地方では、清代の中期頃から大量の漢人が入ってきて農耕を行い遊牧

24松井 2011:6-7を参照。
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民の広い遊牧地を占拠したため、草原が徐々に狭くなっていった。これらの漢人農民は、

ただ一方的に入ってきたという訳でもなく、旗長や間散25のモンゴル王公が彼らを非合法に

招いた「招墾j の事例もしばしば存在していた。さらに清朝の盟旗制度によって、モンゴ

ル人たちは盟や旗の境界を超えて遊牧することもできなくなっていた26。そして、残された

狭い遊牧地でしか生活することができなくなった結果、逆に土地に対する権利の意識はよ

り強くなっていった。こうして、遊牧ができなくなるとともに、やむを得ずモンゴル人も

定住化し始めたのであると考えられる。

モンゴ、ル人が何百年にもわたって、モンゴ、ル高原の気候、土壌、降水量などを把握した

うえで続けてきた伝統的な遊牧生活であるが、上述した漢人の進出にともなう農業の発展

によって、内モンゴ、ル南部で、の基本的な生業形態も遊牧牧畜業から農業へと移り変わって

いった。その過程でモンゴル人は土地を失っていくわけである。モンゴ、ル高原の気候、土

壌、降水量から考えれば、遊牧生活こそが最もうまく適応するので、あって、定住牧畜業や

農業は、むしろ草原を壊してし、く危険性の高い生業形態である。そのため、近代の内モン

ゴルでは定住牧畜と農業が地域全体の環境バランスを崩して、モンゴル人の利用できる牧

地もさらに減少し、遊牧文化を農業文化が駆逐するという結果をもたらしてしまった。こ

れは、「草原の砂漠化」とし、う形で現在も続く環境問題となっている。この環境問題の主た

る原因は遊牧地が農地に移り換わったことであると考えられる。したがって、このような

遊牧民の定住化や草原の農地化、現在の環境問題等々が始まるさきがけとなった帰化城ト

ワメト旗の農地所有問題を研究することは、現代史や環境史の上から見ても、大変に大き

な意義があると筆者は考える。

第二番目の問題として、本来土地の所有観念や農地契約の概念が存在しなかったモンゴ

ルの遊牧社会で、清代に入る頃から漢人農民流入による強い影響を受けた結果、大きな社

会変容が始まったことがあげられる。全内モンゴ、ノレの中で、もその転換の最初の事例となっ

た帰化城トゥメト旗地域における具体的な農地所有の実態や農地契約概念の出現状況を明

らかにすることによって、その後の内モンゴル社会がたどる変容の最初のケースを考察す

ることができるであろう。

すなわち、清代のモンゴル地域における農地の賃貸、質入れ、売買等の実態そのものを

25閑散王公とは、旗長と同様な高い爵位を持っているが、具体的な行政権限を持たない王公で

ある。

26矢野 1925、ボルジギン・ブレンサイン 2003を参照。
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詳しく解明する必要があると恩われる。これらの諸問題について解明できれば、当時のモ

ンゴル社会に存在していた土地をめぐる諸権利や、それにともなう担保物権のあり方など

についても検証できると考えられる。一般的にモンゴ、ルの遊牧社会とは、互助的信頼関係、

を有するため契約文書を必要としない社会であったと見られがち27であるが、清代の帰化城

周辺において担保物権関係の契約が出現することは、単に遊牧地が農地に変わったという

だけではなく、その社会関係も徐々に契約をともなう社会関係に移りかわっていったとい

うことを意味している。また、清代のモンゴル地域では既に金利という概念が存在し、そ

れが担保物権である農地の質入れを通じて表出していた。つまり、清代のモンゴ、ル地域に

おける金利の概念を検討するためにも、まず最初に農地質入契約を研究する必要があると

考えられる。

第三番目に、本研究は清王朝の軍事力低下をめぐる問題にもつながる。帰化城トゥメト

旗では、モンゴ、ル人箭丁が自分の土地を賃貸、質入れ、売買することを通じて、最終的に

は徐々に喪失していくことになる。そこで、清朝の兵士である帰化城トウメト旗のモンゴ

ル人箭丁が戸口地を喪失してし、く過程を詳しく検証できれば、これらモンゴル人箭丁の生

計のあてがなくなって、八旗の旗人と同様、兵士としての戦闘力が弱まっていったという

ことを実証できるであろう。より一層深く言えば、清朝政府が持っていた軍事力の弱体化

の一面を示すことができる。またもう一方では、清朝政府の軍事力を支える政策として、

兵士個人に土地を与えて生計を維持させるという政策が、八旗の場合でも内属モンゴ、ルの

場合でも結果的に失敗に帰したということが証明できるであろう。

第四番目に、帰化城トゥメト旗のモンゴル人箭丁が戸口地への権利を喪失していったこ

とは、この帰化城トゥメト旗の地域がモンゴ、ル本来の姿をより一層失っていったことにも

つながる。本来、帰化城周辺の地域では、箭丁たるモンゴ、ル人地主が漢人農民を雇って農

地を小作させていた。しかし、モンゴル人箭丁が土地に対する諸権利を失うとともにその

生計基盤は加速度的に弱体化していき、モンゴ、ル人社会自体も圧倒的な経済力を獲得した

漢人農民の強い経済的影響下に入って、農業文化風、また中国文化風になっていったと思

われる。これは、帰化城トワメト旗のモンゴル人が単に土地への権利を喪失しただけでは

なく、それに続いて自らの言語、習慣、文化までをも失っていくことの始まりとなったと

考えられる。こうして、清末から中華民国期に入ると、帰化城トワメト旗のモンゴ、ル人た

27例えば、リャザノフスキー(東亜経済調査局訳) 1935: 150，同(青木富太郎訳) 1975: 

173 -174を参照。
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ちはほぼ全員モンゴ、ル固有の言語を失い、習慣をなくし、伝統的な文化を理解できない結

果になったと思われる。例えば、 1947年に内モンゴル自治区を創設したことで有名な中国

共産党員のウラーンフーは、漢語しか話せなくなってしまった典型的な帰化城トゥメト旗

のモンゴ、ル人で、あった。彼のモンゴノレ名ウラーンフーは、その意味(r紅い子Jすなわち「共

産党の子J)からもわかる通り、成人後に自ら命名した名であり、本来はモンゴ、ル名すら持

っていなかったのである。そのような意味でも、内モンゴ、ル地域が漢化していく一番最初

のケースとして、帰化城トゥメト旗に注目する価値があるだろう。

第五番目に、水利濯概の問題がある。帰化城トゥメト地域での農業は、華北地域の農業

と同じく、ある程度以上水利濯慨に依存していた可能性が高い。内モンゴル地域での農地

研究に関連して水利濯蹴農業のあり方を解明することができれば、北元時代から清朝時代、

さらに中華民国期や、現在まで、に至る長いスパンにおいて、この地域での農業が濯概農業

に依存しつつ継続されてきたという、農業そのものの形態を解明する重要な意義を有する

と考えられる。また、この地域に独特な自然資源である河川水を媒介とする水利濯概農業

の発展が、元々遊牧地であった草原を完全に農地へと生まれ変らせ、それがモンゴル社会

を遊牧牧畜業社会から農業社会へと変化させることにつながったということを明らかにで

きる極めて重大な意義を持っと考えられる。さらに、モンゴル地域における水利濯蹴農業

に関連して、これらの農地に対する水利権の形態を分析すれば、モンゴル人地主と外来者

である漢人小作農の聞に存在していた諸権利の関係を、土地所有以外の側面からも探るこ

とができ、モンゴル人による土地所有意識のあり方をも重層的に実証できるであろう。

続いて第六番目に、契約文書そのものの問題が存在する。モンゴ、ル地域で、は清代に入る

まで、モンゴ、ル文の契約文書が全く作成されてこず、土地は常に共有されてきた28ため、農

地をめぐる賃貸、質入れ、売買等の具体的な契約という概念自体が存在しなかった可能性

が高い。従って、このモンゴ、ル文による農地契約文書、特にその書式のあり方というもの

は、モンゴ、ルの遊牧社会において全く新たに発生した農地をめぐる契約という新しい文化

概念のあり方そのものを表しているといえる。すなわち、モンゴ、ル文農地契約文書の書式

を研究することは、モンゴ、ル地域の遊牧文化とは本来かかわりがなかった概念を、モンゴ

ル人がどこからどのように受け入れていったのかという問題を解明することにもつながる

であろう。モンゴ、ル文契約文書の研究は、まずこの点で、歴史的意義が大きいと考えられ

る。

28 リャザノフスキー1935: 150 -152、同 1975: 173 -175を参照。
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また、モンゴ、ル文農地契約文書の書式を具体的に検討することで、清代のモンゴル人に

も土地所有意識が実際に存在していたという事実を示すことができるであろう。このモン

ゴル人の土地所有意識は、遊牧地域に農業とともに入ってきたのか、あるいはモンゴ、ル人

が元々持っていたものなのかという問題にもかかわるので、本来のモンゴル遊牧民が有し

ていた土地に関する考え方もここから再確認できるであろう。この点でも、研究する価値

があると考えられる。

前述のように、清代以前のモンゴ、ル遊牧民社会で、は、モンゴ、ル文の文書として残された

民間の契約文書が全く存在しない。それはおそらく口頭の約束のみで契約していたからだ

と考えられる。また現在までの筆者自身による史料調査から見ると、清代に入ってからで

も、モンゴ、ル文の契約文書といえば、ほとんどが土地あるいは家屋に関連する契約文書の

みである。これらモンゴ、ノレ文契約文書の存在は、当時のモンゴ、ル人が中国本土の農耕文化

の影響を受けて土地に関する権利意識を強めた結果、口頭の約束だけでは何の証拠にもな

らない、一札入れる必要がある、と考えていたことを示している。すなわち、清代のモン

ゴノレ人が、もともと公有で、あったはずの遊牧地とはまた別に、個人所有である農地を法的

に守ろうとしていたことの表れであると筆者は考えている。この点から、当時の帰化城ト

ワメト旗のモンゴル人は農地に対しでかなり強い所有意識を持っていた上に、その所有権

のあり方について法的な意味でも理解していたと推定できるであろう。すなわち、当時の

モンゴ、ル人が清朝側の定めた法律や中国における伝統的な土地所有形態をどの程度まで理

解・遵守していたかということも浮かび上がってくるだろう。また、清代から中華民国期に

かけての長期的なスパンで見ると、モンゴ、ル地域で、の農地契約文書の出現を利用して、当

時のモンゴ、ノレ人社会が遊牧牧畜業中心の社会から農業中心の社会へと少しずつ移り変わっ

ていく中で、契約文書というものが機能する社会的な役割を検討することもできるであろ

フ。

第三節先行研究

まず、「所有の起源」や「所有の発生」など、土地所有問題に関する法哲学的な研究とし

て、例えば丹羽 1989、加藤 2001等々がある。丹羽 1989は日本における現代的な土地所有

のあり方を明治時代に入ってから明治政府が育ててきたと述べ、加藤 2001はインドでの事
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例に基づいて、水田耕作等の定着農業が行われるようになってから土地に対する私的所有

権が出現したと述べている。特に加藤2001の指摘は、モンゴル人による非定着農業たるナ

マグ・タリヤと漢人による定着農業の違いが土地所有意識の有無に結びついている点を考

えると、まことに説得的であり、大変興味深い。また、現代日本の担保物権法に関する研

究は多数存在するが、利用しやすい研究としてここでは、松井 2011をあげておきたい。

次に中国の土地制度に関する全般的な研究としては、長野 1930、陳 1933、周藤 1945、清

水 1968、堀 1975などが存在している。長野 1930は古代から中華民国期までの中国におけ

る土地制度の変遷と小作制度のあり方を論じ、陳 1933は中国本土における歴代王朝の土地

制度を検討している。周藤 1945は唐宋時代の荘園制について研究し、清水 1968は明代の

土地制度を整理し、堀 1975は古代中国における均田制について研究している。中国の農業

史に関する研究としては、天野 1962、同 1979など、農作物、栽培方法、農具などの諸方面

から詳細に検討した研究がある。

続いてここから、より細かく専門的な先行研究の検討へと進んでいきたい。まず、清代

の内モンゴルや帰化城周辺における農地とその所有などに関連する基礎的研究をまとめる

と、以下の通りである。

まず、モンゴルにおける農業の方法と栽培作物などについての研究として、 WangJi11998、

吉田 2005がある。 WangJi11998は、モンゴル地域で、は新石器時代から農業が存在していて、

それがずっと後の時代まで伝わり、遊牧社会に適したモンゴルの伝統的な農業になったと

述べている。吉田 2005は、モンゴルの伝統的な農業と中国本土で行われてきた農業とに関

して、特に耕作方法等を詳しく比較検討した研究である。ボルジギン・ブレンサイン 2003

は、清代から近現代における東南部内モンゴ、ル地域の農村村落の形成に関する研究である。

また、モンゴ、ル地域における土地制度に関する研究としては、まず矢野 1925が、清朝政府

による対モンゴ、ル政策の内の土地政策を整理し、東部内モンゴ、ルの蒙地開墾の起源と発展

を論じて、それと共に存在していた遊牧地の保護政策についても検討している。ソドピリ

グ2005は、ゴ、ルロス前旗における土地権利関係の変遷を検討した研究である。広)11200旬、

同2005bは、満洲国期の東部内モンゴ、ル各旗の土地すなわち蒙地における土地制度の実態

や土地への権利の変化、そして蒙地をモンゴ、ル人貴族から満洲国政府が取り上げていく政

策である蒙地奉上について詳しく検討している。

次に、帰化城そのものに関する基礎的研究としては、近藤 1992、同 1993、同 1995の三

つの論文が、北元時代末期から清代にかけての帰化城の形成、構造、そこでの交易などに
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ついて、漢文地方誌史料を利用しつつ詳しく研究している。特に本稿と関連する研究とし

て、近藤 1992は、帰化城トワメト旗のモンゴ、ル人やチベット仏教寺院が帰化城市街地の土

地を漢人に貸して地代収入を得るという、モンゴ、ル人漢人間の関係があったとごく短く指

摘している。また、これらチベット仏教寺院に関する研究としては、 Altan-o唱il1982、胡 2008

が存在する。包 2005は、帰化・綬遠城の、役所の配置などを中心とする都市建築史につい

て、詳細に研究している。

続いて、帰化城トワメト旗のモンゴル人箭丁が持つ戸口地そのものに関する、より専門

的な研究としては、まずナL労胡 1985が内モンゴルのトゥメト左旗梢案館所蔵の公私文書史

料を利用して、戸口地をめぐるモンゴ、ル人と漢人の土地争いを中心に論じ、当時のモンゴ

ル人と漢人の間で作成されていた不公正な契約書による取引の例を示している。しかし、

戸口地が清代のどの時期からモンゴル人にあたえられたのか、与えられた戸口地の広さは

どのぐらいた、ったのか、誰に所属していたのかなどの分析はなされていない上に、賃貸、

質入等、契約の詳細な実態は解明できていない。また、 Kogji12003は、清朝政府が帰化城ト

ワメト旗の土地に関して実施した政策を分析し、戸口地というモンゴル人箭丁の持つ土地

があって、生計を立てるために漢人小作農に賃貸して小作料を徴収していたことを簡略に

述べているものの、これまた詳細な実態は示していない。また、札労胡 1985およびKogji12003

ともに、清代の帰化城トゥメト旗における土地所有形態を戸口地、香火地、台枯地、庄頭

地、公主地、八旗馬場地、代買米地、鯨寡孤独地、公用遊牧地などに分けて分類し、それ

らが個人、寺院、公用、官、皇族等に所属していたことを述べている。ただし、個々の土

地の詳細な解説はなされていない。

さらに、本稿と直接関係する最も重要な研究として、安斎 1939が、戸口地と呼ばれる農

地について年代順に詳しく分析しているけれども、なおいくつもの疑問点を残している。

その疑問点とは以下の通りである。

a、安斎 1939は、帰化城トゥメト旗のモンゴル人に、康照年間(1662-1722年)と乾隆年

間(1736-1795年)の二回にわたって土地が与えられたと述べ、その二回の土地は同じ戸口地

であって乾隆年間に配り直されたのだと見ている。ただし、それらが本当に閉じものであ

ったのかどうかについて解明されていない。また、安斎氏の使用した史料から農地である

ことはわかるが、戸口地という言葉がその史料には書かれていない。これらの問題につい

て解明されていない。

b、戸口地は私有地であると主張しているが、そのよりどころは何なのか。根拠が示さ
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れていない。

c、乾隆 13(1748)年以前において、漢人に賃貸、出典(質入れ)した耕地の回購がな

されたと推測しているが、農地の回購という政策が実際に実行されていたかどうかについ

ては明らかにされていない。

d、編纂史料(W蒙墾績供~ w大清会典事例』など)だけを使っているが、その史料の信用

度がどのぐらいであるのか確証されていない。

以上の4点は、安斎 1939の論文では依然として不明のまま残されている。そこでこれ

らの点が、本研究で検証していくべき課題となる。

最後に、清代の中国本土を主対象とする土地所有形態と契約文書に関する諸研究を順々

に検討していこう。いずれの問題も、本研究で扱うモンゴルでの土地所有や契約文書の重

要な比較対象となるからである。まず、最も重要な研究として、寺田 1983がある。寺田氏

による解説を筆者なりにまとめると、以下のような内容となる。

「清代の中国本土では、土地の売買に絶売と活売という二種類の売買形態が存在してい

た。絶売とは完全に売り切って請け戻すことができないものをいう。一方の活売は、『半

永久的な賃貸』や『質入』の形で存在していて、土地を売ったように見えるけれども、お

金を返せば土地を請け戻すことができる。さらに絶売の場合には土地売買後、買い手は官

に申告して、契税を納入する義務があり、土地所有者の名義を書き換えて、それ以後地税

を負担することになる。土地所有者に近い語として、『台湾私法~ (臨時台湾|日慣調査会

1909:11)に見える「業主」という語が挙げられる。ただし、この「業」は、実体としての

土地を指すのではなく、経営収益の対象としての土地を表すものである。従って、同じ土

地に対する収益方法が複分化するとき(小作料受領、耕作など)、複数の『業主』が存在し

得る。また、中国本土では、永佃制(永久の佃戸契約)に当てはまる土地の持ち主のこと

を通常の租田関係と区別して、田面・田底、田皮・田骨、小業・大業、等々と呼び分けてお

り、『一田両主有り』とも言われていた。この永佃制は分割所有制ともしづ。その特徴は

土地の所有権を二つの部分に分けることである。一つは田底といい、一つは回面という。

地主は田底を占有する。彼の権利は佃農より地代を徴収することである。佃農は田面を占

有する。彼の権利は土地の使用権を保有することである。自ら耕種することを望まない時

は、出売(田面権の売り渡し)或いは転租(田面権の賃貸、すなわち二重小作)をすることが
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できるJ290

以上が寺田 1983の要約である。帰化城トゥメト旗の農地を研究対象とする本稿にとって

も、大変参考になる研究である。

次に農地契約文書に関する研究であるが、中国本土における漢文の契約文書を利用して

行った研究は存在するものの、モンゴ、ル地域における漢文やモンゴ、ル文の契約文書につい

て詳しく研究したものは全く存在しない。

まず、清水 1945は、満洲国並びに北中国における慣行規範を明らかにする目的で、土地

の売買、担保権の設定などの際に作成された中国の漢文契約文書を中心として研究してい

る。漢文で書かれた土地売買と質入の契約文書の事例をあげながら、それぞれを詳しく分

析している。清水氏は契約を三つの種類に分けている。それを筆者なりに、以下に短く要

約しておきたい。

「一つ目は、売買契約である。二つ目は典契約である。これは当事者が相手方から一定

額のお金を借りて、相手方に一定の不動産を引き渡し、その使用収益までも渡すというも

のである。後日、同じ額のお金を返却したならば不動産を返還してもらうとしづ契約であ

る。この関係で作成した契約文書を典契ともいう 30。三つ目は押契約である。これは上と同

じく一定額のお金を借りて、不動産を指定するものの、その不動産の収益は渡さない。た

だ、後日、同額のお金とその金額の利子を渡すというだけの契約で、もし期限内に弁済で

きない場合、指定した不動産の使用収益を貸主が初めて取得する。そしていつかまた元利

を給付すれば、不動産を取り戻すことができるという契約である。これを略して押契とも

いう310 また、典契は典契約を結ぶ際に必ず土地の所有者が契約文書を作成して、典主に交

付するものである」。

以上が清水 1945の要約である。これまた、帰化城トゥメト旗の農地を研究対象とする本

稿にとって、大変参考になる研究である。しかし、氏はそンゴ、ル文の契約文書については

全く触れていない。ちなみに、本稿で扱う帰化城トゥメト旗での農地の質入契約は、清水

氏の述べる三つの契約の内の典契の概念に相当する。

次に、岸本 1993は、明清時代の中国における契約文書の所蔵、整理状況の概略及び研究

されている分野などを紹介し、契約文書に記された当事者間における契約の諸関係につい

29寺田 1983:34， 46 -47， 59 -62， 66 -70を参照。

30すなわち前述した現代日本の担保物権の四形態の中では「質権」に最も近い。

31 すなわちこれは、前述した現代日本の担保物権の四形態の中の「抵当権」に最も近い。
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ての問題と、契約関係を支える国家権力等の外部的秩序の問題とを明らかにした。氏は漢

文の土地絶売契約文書の具体的な一例をあげて、内容を分析している。その書式としては、

最初に契約の種類と立契者(契約文書作成者)の名を示す。次に土地を売却する理由を記す。

その後土地について説明する。つまり位置する場所、田土の性質、面積が記され、続いて

売り手、買い手、中人の三者で議定した売価が記され、また紛争の解決を担保する文言が

あり、末尾に日付、および立契者、中人、代筆人の名が記されるということである。岸本

氏は、以上のように漢文絶売契約文書の大まかな書式上の枠組を提示した。名前の下のサ

インは、花押や十文字の記号をもってそれに代えることもあるし、土地の境界などを書く

こともあるとまとめている。また、漢文契約文書全体の書式については、契約の内容によ

って書式もむろん変わるが、全体の文言の構造にはそれほど大きな差はなく、明清時代に

ついて言えば、時期的、地域的相違もあまりないと言ってよいであろうと述べている。本

研究に直接関係する大変に重要な指摘である。しかし、賃貸や質入れの契約文書に関して

は詳しく分析しておらず、またモンゴ、ル文の契約文書については何も述べていない。

王 1995は、清代の熱河蒙旗32における土地契約文書の種類や土地契約にかかわる賃貸関

係を研究している。清代の熱河蒙旗の土地契約文書には紅契33と白契34という土地契約文書

が存在し、紅契は早くも乾隆年聞にハラチン地域で、正式な蒙漢合壁の書式の見本が制定

されたことがあるということをごく短く述べて、満洲国の地籍整理局が康徳4(1937)年に

編集した調査報告史料(後述する史料⑦)をあげているが、その契約文書の書式については全

く触れていない。また、 1937年の調査報告作成の時点で最初から存在しなかったはずのモ

ンゴ、ル文契約文書の見本が、単に調査報告で省略されただけだと勘違いしてしまったため、

モンゴ、ル文契約文書の書式の見本があったものと思い込んでしまっている。筆者が王氏の

利用した史料を確認したところ、この史料は編纂されたものであり、確かに乾隆年間の紅

契の見本のような漢文文書が見えるが、氏の述べたような蒙漢合壁のものではなく、漢文

32熱河蒙旗とは熱河省にあったモンゴ、ル旗のことを言っている。熱河省とは現在の内蒙古自治

区、遼寧省、河北省の交差地域に相当する。清代でいえば、ジョーオダ盟、ジョソト盟及びチャ

ハノレ八旗東部に相当する。 1928年に中華民国政府は熱河特別行政区を熱河省に改編して、 15県

20旗を管轄し、1933年以降は満洲国の行政区画となった。熱河蒙旗とはこの20旗を指している。
33紅契とは民間で契約文書を作成する際に、当地の役所に届け出て、契税を払い、役所の官印

を受けた契約文書である。契約文書の官印を押す時、使っていた印肉が赤色で、普通の契約文書

に比べると赤色が付いていたから「紅Jと言っている。
34白契とは民間で作成された普通の契約文書である。役所に届け出ていないので、契税も払わ

ず、役所の官印も受けていない普通の契約文書である。
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の契約文書だけが掲載されている。ただ、この調査報告の別の部分では、漢文契約文書史

料の後ろに括弧して「蒙文略j と書かれている文書もある。王氏はこの部分を見て勘違い

したものと思われる。したがって、本当にモンゴ、ル文土地契約文書の書式の見本というよ

うな物が存在していたのかどうかは大いに疑問である。

また、王 1995が清朝乾隆年間にハラチン旗印務処の発行した漢文紅契の書式見本だと述

べる文書(後述する史料⑦の中巻:1110)は本当に契約文書の見本で、あったのか、それとも岸

本 1993の論じるような契約文書の左端に貼付される契尾であったのかを決定するのは困難

である。さらに、最後に「発」と漢文で書かれていることから見ると役所の発行したもの

で、契約文書そのものではなく、開墾して耕作する権利を示す証明書のようなものだ、った

可能性も高い。したがって、しいて言えば、漢人農民がハラチン旗の役所と結んだ賃貸契

約文書であると見ることは可能であろう。

中国本土における漢文契約文書に関しては、これ以外に仁井田 1964、楊 1988などの研究

もあるが、いずれもモンゴル地域の漢文・モンゴル文契約文書については全く触れていな

し、。

以上のように契約文書に関する先行研究では、中国本土での漢文文書に基づいて、農地

契約を「売買Jと「典Jと「押J(以上、清水 1945)、「絶売j と「活売J(寺田 1983等)、「紅

契」と「白契J(王 1995等)等の種類に分類しているが、本稿では帰化城トゥメト旗の実際

の事例に基づいて、「賃貸J、「質入れ(活売、典もここに含む)J、「売買(絶売)Jの三種類に分

類して考察していきたい。

さて、以上長々と述べてきた先行する諸研究から、清朝初期に帰化城トゥメト旗のモン

ゴ、ル人が戸口地という農地を持っていたらしいということはわかるが、例えば戸口地の由

来や所属については解明されておらず、戸口地が実際にどの程度の規模で存在していたの

か、モンゴ、ル人がその農地の権利についてどのような見方をしていたのか、など多数の疑

問が存在する。そのため、本研究で筆者は、主として当時の公文書や契約文書などの一次

史料を直接分析して、まず戸口地とは何だったのかという問題を解明し、それを通じて清

代の帰化城トゥメト旗における農地の賃貸、質入れ、売買等がどのような形で行われてい

たのか、その実態を明らかにしたいと思う。また、農地の賃貸、質入れ、売買契約等にか

かわる土地の諸権利について検討して、その諸権利が農地契約によってどのように保証さ

れていたか等も解明したい。さらに清代の帰化城トワメト旗でモンゴル人が作成していた

農地の賃貸、質入れ、売買の契約文書を分析して、それぞれの契約文書に固有の書式をま
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とめ、さらにもう一歩進めて、その書式の由来をも探っていきたい。

第四節本研究で使用する主な史料

本研究では、以下の 11種類の史料を用いることにする。

まず、一つ目の史料はフフホト市トウメト左旗楢案館所蔵の公私文書である(以下、史料

①と略称する)。これは清代の康照初年から中華民国期までの時期の帰化城トゥメト旗に関

する公私文書史料(通常トワメト旗文書と呼ぶ)のうち、幸運にも現在まで残存している部分

である。この史料は帰化城副都統街門の公私文書で、もとは約 10万通あったと言われ、日

本人言語学者江賓(ごうみのる)氏による日本への借り出し35や文革時代の焼却などの歴史を

乗り越えて残された公文書が、現在この柏案館に保管されている(萩原 2006: 187-205)。現

在は完全に公開されていて、自由に閲覧することができる。筆者は既に何度も調査を行っ

ている。この 10万通の公私文書は康照初年から中華民国期までの聞に、帰化城トゥメト旗

の副都統街門が理藩院や綬遠城36将軍街門等各地の役所との間でやり取りした公文書原文

が中心であり、清代モンゴ、ル関係の史料の内で、は極めて重要なものである。

二つ目の史料は、 Altan-orgil(金峰)1988(kdkeqota一戸11teOken mong戸Jis町vuJjibA伶 2)(全 6

冊中の 2 冊目、『フフホトのモンゴル文史料~ )である(以下、史料②と略称する)。史料②は

フフホト市在住のアルタンオルギル氏が個人的に所有している公私文書37と、現在のフフホ

ト市トウメト左旗梢案館に保管されている帰化城トゥメト旗の公文書(史料①)、江賞氏が

1942年に影印出版した史料集(江 1942、後述の史料③である)、 さらにはドイツのモンゴノレ

学者であるハイシッヒ(Heissig)氏が史料集として出版した kokeqota-yinolan s(Jm-e-}也

cese(フフホトの寺院史料)という本(書誌情報が表示されておらず未確認である)に収録さ

れているモンゴ、ル文史料という計四系統の公私文書史料群(その内の三系統は、もともとい

ずれも前記の副都統街門にあった)の中から選び出したものを活字化して出版した史料集で

ある。この本は原文に分かりやすい見出しと文章記号を加えて、若干の理解しにくい外来

35現在のフフホト市トワメト左旗梢案館に、 1941年当時江賓氏の書いた借用書が、公文書と一

緒に保管されている。筆者はその借用書の存在から「借り出し」と呼んでいる。
36現在のフフホト市街の新城区である。

37文革時代に命をかけてアルタンオルギル氏が保管した帰化城トゥメト旗の公文書や寺院文

書類。もとは史料①とともに帰化城副都統街門にあったもの。

23 



語(中国語からの借用語)に説明を添え、文字の誤りを括弧にいれて下に正しい文字を書

くなど微妙な修正を加えて六分冊の形で出版された。この史料は内容的にはほとんど原本

史料からの改変を受けておらず38、ほぽ原本の公文書に近いよくまとまった分量を持つもの

である。ただ、改行の位置やもとの行数が示されていないため、この史料にしか収録され

ていない文書を引用する場合、それらを示すことはできない。

三つ目の史料は江貫(ごうみのる)1942( W蒙古聯合自治政府巴彦塔控盟史資料集成一一一

土黙特特別旗之部第 1 輯~ )である(以下、史料③と略称する)。史料③は日本人言語学者江

賓氏が帰化城トゥメト旗の副都統街門に保存されていた約 10万通の公私文書の中から約 l

万通の公文書を 1941年に日本へ借り出し、その中から 287通を選び出して 1942年に影印

の形で出版した史料集である390

四つ目の史料は蒙古聯合自治政府地政穂署土地制度調査室編 1941(W 白契量集~)である(以

下、史料④と略称する)。この史料は戦時中内モンゴ、ルで、研究をしていた磯野誠一氏が、個

人的に所蔵していた史料を学習院大学に寄贈したものの一つである。その寄贈史料の中に、

蒙古聯合自治政府地政穂署土地制度調査室編の『白契葉集』という 9冊の本がある。これ

は、清朝と中華民国時代に綬遠地方において民間で作成された白契40と呼ばれる契約文書を

集録して謄写版で出版した史料集で、ある410

五つ目の史料は内蒙古大学図書館/暁克編 2011(W清代至民国時期帰化城土黙特土地契約~)

である(以下、史料⑤と略称する)。この史料は内蒙古大学図書館が所蔵している清朝時代か

ら中華民国時代までの聞に帰化城トウメト旗で作成された土地関係の漢文契約文書と、暁

克氏個人が所蔵している漢文契約文書とを合わせて活字化した史料集である。この史料は

原文に文章記号を添え、内容、改行方法等は元通りのままにして、上、下二冊に分けて出

版した史料集である。合計 552通の漢文契約文書が収録されている。

六つ目の史料は東洋文庫明代史研究室 1975 m中国土地契約文書集(金一清)~)である(以

下、史料⑥と略称する)。この史料集は、金、元、明、清代における中国の農地に関する漢

38筆者は2006年9月10日にアルタンオルギル氏の自宅を訪問して、この点について質問した。

アルタンオルギル氏は、誤った文字もそのまま残し、正しい文字を括弧内に入れて補足したとい

う回答をしてくれた。また、例えば、後述の事例 7、8は影印版の史料③から引用したものであ

るため、両者を相互に比較してみたが、アルタンオルギノレ氏の回答通り何ら改変はなされていな

かった。
39萩原 2006: 187 -205を参照。
40注 33と34を参照。

41この史料の存在は小沼孝博氏(東北学院大学)から御教示いただいた。ここに謝意を表したい。
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文契約文書を、多数の書籍に収載されているものの中から集成して活字出版したものであ

る。農地関係の計423通の漢文契約文書が収録されている。

七つ目の史料は(満洲国)地籍整理局 1937(~錦熱蒙地調査報告』、大阪市立大学所蔵)であ

る(以下、史料⑦と略称する)。この史料は満洲国の地籍整理局が康徳4(1937)年に編集した

調査報告史料である。全部で三冊からなり、その中に清代、民国時代の土地関係の漢文契

約文書が収録されている。前述の王 1995が利用した史料である。

八つ目の史料は『土黙特志~ (清・光緒年間編纂)である(以下、史料⑧と略称する)。この

史料は清代に漢文で編纂された地方誌である。著者は不明。中華民国 56(1967)年に台湾の成

文出版社から『中園方志叢書』のシリーズとして影印版で出版された史料である。

九つ目の史料は『綬遠全志附錦綬懸志』である(以下、史料⑨と略称する)。この史料は『綴

遠全志』と『蹄綬勝志』とのこ冊の地方志である。『綬遠全志』は清代の光緒 34(1908)年

に高慶恩が編纂し、『騎綴勝志』は中華民国 23(1934)年に帰綴県によって作成された地方

志である。

十番目の史料は『清実録~ (高宗純皇帝実録)乾隆 8年(1743年)8月の記事である(以下、

史料⑩と略称する)。

十一番目の史料は『欽定理藩院則例~ (光緒版、蒙文版。東洋文庫所蔵本)である(以下、

史料⑪と略称する)。

第五節本研究の構成

本研究は三部十章をもって構成される。以下にその内容を短くまとめておきたい。

第一部、「清代内モンゴ、ルにおける農業と戸口地」では清代内モンゴ、ル、特に帰化城トゥ

メト旗地域における農業の歴史的背景、具体的な姿、そしてモンゴ、ル人箭丁が所有してい

た戸口地について解説、研究する。

その内の第一章、「清朝治下における土地制度」の部分では、中国本土における土地制度

について古代からの流れを整理した上で、清朝治下における土地制度全体を短くまとめる。

特に戸口地と対比させる目的で、清朝の支配者層として存在した八旗の旗人が所有してい

た旗地を取り上げて、旗人と漢人農民の聞の土地関係を概説する。この章までは主として

先行研究に基づいてまとめた部分である。
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第二章、「帰化城トワメト旗における農作物について」の部分から本論に入る。これ以降

が筆者自身による研究である。この章では、清代の帰化城トメゥト旗で実際にどのような

農作物がどのような方法で栽培されていたのかという問題を明らかにする。さらに、その

栽培されていた農作物がどこから来たのかという視点でその由来を探りたい。

第三章、「帰化城トゥメト旗における戸口地」では、清朝の支配者層として存在した旗人

の旗地とよく似た性格を持つ帰化城トワメト旗の戸口地という農地が、モンゴル人箭丁に

与えられたその由来を探り、モンゴ、ル人箭丁が持っていた戸口地の実際の面積などを検討

しつつ、戸口地という名称についても解明していく。

第二部、「帰化城トゥメト旗における農地所有の実態」の部分では、清代の帰化城トゥメ

ト旗でモンゴノレ人箭丁と漢人小作農との聞やモンゴル人同士の聞に存在していた種々の農

地契約の問題を取り上げて、農地所有の実態を解明していく。

第四章、「農地の賃貸・永久賃貸」の部分では、モンゴル人地主による、漢人小作農への

農地賃貸契約の問題を論じる。清代の帰化城トメワト旗では、本来農耕をしないモンゴル

人箭丁が農地を支給されていたため、彼らは例外なく漢人農民にその土地を賃貸して耕作

させ、地代を取り立てていた。その農地の賃貸関係のあり方を検証して、農地賃貸契約の

種類、形式などを明らかにする。また、さらにもう一歩進めて、農地の権利関係にまで論

を進めてし、く。次いで、、一般的な賃貸契約とは明らかに異なる永久賃貸契約を取りあげ、

それらの小作料支払い形態をも明らかにする。そして、永久賃貸によってモンゴル人地主

が土地に関する諸権利を大きく失っていく過程を検証する。

第五章、「農地の質入れ・永久質入れ」では、モンゴ、ル人地主による他のモンゴ、ル人や寺

院に対する農地の質入契約の問題を論じる。清代の帰化城トゥメト旗では、モンゴ‘ル人地

主たちが、他のモンゴル人や寺院から現金を借りて自分の農地を質入れし、借金の利子と

して、漢人小作農からの小作料受領権を引き渡していた。このモンゴ、ル人同士の間で、行わ

れる農地の質入契約や担保物権のあり方を検証し、農地質入れの種類、形式を分類し、質

入契約の慣行を探る。そして、これらから見た農地の権利関係を論じる。特に永久質入契

約によってモンゴル人箭丁が土地に関する諸権利をほぼ完全に失ってしまう過程を検証す

る。

第六章、「農地の売買Jでは、モンゴ、ル人箭丁が他のモンゴル人や寺院への直接売買によ

って土地を失ってし、く具体的な事例を検討する。これによって清代の帰化城トゥメト旗の

モンゴル人同士の間で行われた土地の売買契約を検証し、土地の所有権について論じる。
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ここでもまた、土地の売買によってモンゴ、ル人箭丁が土地に関する諸権利を完全に失って

いく事例を検証する。

第七章、「農地の水利権とその契約」では、まず清代の帰化城トメウト旗で実際に水利濯

概農業が存在していたかどうかを史料から証明したい。次いで、その水利濯概農業で水や

水路を用いる際に、モンゴ、ル人地主と漢人小作農との間で「水Jの賃貸という行為が存在

していたかどうかを検証してし、く。最後に、その「水」の賃貸契約にかかわって水利権の

概念が帰化城トメゥト旗で出現していたという事実を解明する。

第三部、「帰化城トクメト旗における農地契約文書とその書式Jの部分では、清代の帰化

城トゥメト旗でモンゴル人が作成していた漢文やモンゴル文の農地契約文書の書式とその

由来を詳細に検討し、そこから当時のモンゴル人が持っていた契約概念の問題に論を進め

たい。

第八章、「漢文農地賃貸契約文書の書式」では、清代の帰化城トゥメト旗においてモンゴ

ル人地主と漢人小作農の間で作成されていた農地の漢文賃貸契約文書の書式構造を検討し

て、一般的な賃貸契約と永久賃貸契約との相違点や、それらの書式構造の由来を解明する。

第九章、「モンゴ、ノレ文農地質入契約文書の書式Jでは、清代の帰化城トワメト旗でモンゴ

ル人同士の聞やモンゴ、ル人地主と寺院との間で作成されていたモンゴル文の農地質入契約

文書の書式を、中国本土での漢文農地質入契約文書の書式と実証的に比較検討して、モン

ゴル文農地質入契約文書の書式の由来を明らかにする。

第十章、「モンゴ、ル文土地売買契約文書の書式」では、清代の帰化城トゥメト旗でモンゴ

ル人同士の聞やモンゴ、ル人地主と寺院との間で土地の売買に際して作成されていたモンゴ

ル文土地売買契約文書の書式およびその由来を検討し、土地の所有権が移る場合に実際に

踏んでいた手順を解明する。

最後の終章の部分では、まず、清代における帰化城トゥメト旗地域を中心にして存在し

ていた戸口地という農地に関連して発生していた様々な土地契約の実態をまとめる。次い

で、土地に関する諸権利を守るために作成されていた契約文書の書式とその由来について、

本論文を通じて明らかになった内容をもう一度まとめて結論を述べる。そして最後に今後

の課題を提示しておきたい。
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第一部 清代内モンゴルにおける農業と戸口地

第一章清朝治下における土地制度

小序

17世紀初めに北東アジアから勃興した建州女真人のヌルハチは、女真人の各氏族、部族

を統合して後金国を建てた。後金国は最初に東部内モンゴ、ルの諸部族と同盟を結び、徐々

に西方へと拡大して、ゴ、ピ砂漠の南のモンゴ、ル地域(後の内モンゴ、ル)を支配してし、く。続い

て、後金国の第二代目のハンとなったホンタイジは女真人を満洲人と改名し、 1636年に女

真人、モンゴル人などの代表たちの大会議を召集して、後金国のハンであるホンタイジが

その場で改めて皇帝に選出され、新たな国号を大清と定めた。その後、清朝軍は 1644年に

万里の長城を越えて南下し、李自成の乱によって明王朝が崩壊した直後の中国本土を支配

下に入れた。さらに引き続いて外モンゴル、チベット、新彊など異民族地域も統治下に入

れ、巨大な帝国を築いた42。このような広大な領土を統治する大清国では、地域や民族によ

って、その実施する政策、法律などを使い分けていた。そこでまず、本章では、清朝にお

ける中国本土やモンゴ、ル地域の土地制度に関して、どのような政策が実施され、どのよう

な改変がなされてきたのかを大きくまとめておきたい。

第一節 中国本土における土地制度の変遷

古代中国では、黄河流域の農耕地帯に形成された農耕集落を統合して、紀元前 16世紀頃

に最初の王朝である股王朝が成立した。この殿は周王朝(紀元前 1100-紀元前 256年)によっ

てほろぼされた。周王朝時代には井団法43という最古の土地制度が施行されていたという伝

説があるが、それが本当に実施されていたのかどうかは不明である44。春秋・戦国時代(紀

42例えば、岡田 2009: 75 -91 (杉山清彦氏執筆部分)を参照。

43井団法とは田地を「井」形に 9等分し、中央の 1区画分の収入を租税としたといわれる田制

である。
44堀 1975: 3 -6を参照。
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元前 770-紀元前 221年)に入ると、金属を製錬する技術が発達して金属農具が造られ、さ

らに牛を耕作に使用するようになって、農業生産力を大幅に高めた。その結果、氏族社会

が解体して、小規模な家族と土地を持つ農民(小農民とも言う)を産み出したといわれる450

続いて、紀元前2世紀頃の秦・漢時代から後漢時代にかけて農民層の分解が進み、有力者

が土地を集中させて豪族に成長し、豪族社会に入ってし、く。王葬の新朝が周朝の井団法を

復活させたのも豪族による土地独占防止のための施策であったが、短命に終わったへその

後、後漢から貌晋南北朝を通じて進んだ豪族の大土地所有に対して、限田策を発展させて

土地公有制を実現しようという動きが、西晋の占団法・課田法47、北貌の均田制48をへて惰・

唐で実現し、一般的に中国社会は豪族社会から貴族49社会に移行していくと言われる。一方、

8世紀後半以降に貴族の大土地所有が進んだため、土地公有制の原則は崩れ、均田制から荘

園制に移行していく 50。唐末から元朝までの時代には、旧来の貴族階級は没落して消滅し、

新興地主による大土地所有が進展して佃戸制51が広がっていったと言われる。

その後、明の洪武帝は村落制度としての里甲制を定め、全国を調査して賦役黄冊(戸籍台

帳)と魚鱗図冊(土地台帳)を作製し、それに基づいて両税法によって徴税していた。さらに

万暦帝の時(1581年)に丁税(人頭税)と田賦(土地税)を一括して銀納する一条鞭法が実施さ

れ、これが清初まで続く 52。清の康照帝が 1711年に丁税を免除して地税に一本化する制度

を実施し始めて、次の薙正帝の時、全国で実施された53。これが地丁銀と呼ばれる制度であ

る。

45長野 1930: 47 -52、また堀 1975: 3 -6を参照。

46堀 1975: 19 -42を参照。

47占団法とは土地所有の最高限度を定め、田租・径役・兵役を課す制度で、課田法とは農民に

官有地を強制的に割り当て、租税を取る制度である。

48均田制は北貌から情・唐に継承される。成年男子に口分田 80畝と永業田 20畝を支給して、

口分田は 66歳か死後に没収され、永業田は世襲が認められた。老男には 40畝を支給して、妻・
奴坤には 30畝が給田されていた。税に関しては、租庸調制とし、う、均田制を基盤にした税制が

行われていた。租庸調制の特徴としては、口分田を受給し、耕作する者に税を課す原籍地主義で

あること、基本は人頭税であり現物納で定額制であること、現物納の他に労役(労働地代)、兵
役もあり、その比重が大きかったことである。堀 1975を参照。

49貴族は官職に応じて土地(宮人永業田)を支給され、その土地は世襲・売買ができる。さら

に私有地を荘園と称して所有し、奴縛や小作人を使役していた。
50堀 1975: 278 -280、周藤 1945: 3 -5を参照。

51地主である形勢戸が小作人である佃戸を使う大土地経営制度である。

52黒木 1976: 1 -12、同 1980: 341 -358を参照。
53陳 1933: 299守 305を参照。
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第二節清代における土地制度

清朝の領土は、支配の方法によって、一般に直轄地と藩部とのこつに分けられることが

多い。直轄地とは、満洲人の本拠地である東北地域、漢人の暮らす中国本土などの地域で

ある。これらの地域には、清朝政府が官僚を派遣して直接的支配を実施していた。これに

対して藩部とは、モンゴル、青海、チベット、新彊などの地域が含まれており、各民族の

伝統的な秩序を尊重して間接支配が行われた地域である。基本的には現地の有力者たちに

統治させて、北京の理藩院という役所が藩部全体を管理していた540

一般的に、清朝治下の土地は、おおよそ官地、旗地、屯田、民地および蒙地などに分け

られる。以下、森田 1984、石橋 1956a等に基づいて短く解説していくことにする。まず官

地は利用状況から官用地と無主の土地との二つに分かれていて、直轄地と藩部の両方に広

がっていた。官用地には、皇室や各街門などが直接利用する土地、例えば馬廠地など未開

墾の土地も含まれていた。また、漢人小作農に耕作させて小作料を徴収し、皇室や各衛門

などの財政収入にあてる小作地も存在していた。これを官荘という。官荘は順治年聞から

乾隆年間にかけて、北京周辺、東北地域、内モンゴ、ルなどに設けられたお。つまり、これら

の土地は広範に開墾されて農地が広がり、漢人小作農が移住していたということである。

これら官荘は皇室あるいは衛門が所有していて、旗人に耕作させていた。官荘の旗人は荘

丁と呼ばれ、その下に旗人以外の佃戸がいて耕作している。各荘の荘丁から一人の荘頭を

選んで、荘丁や佃戸を管理させ、小作料を徴収して、官荘を主管する義務が課されていた。

荘丁には兵役の義務がなく、耕作して小作料を払う義務があるが、実際には荘丁自身は耕

作しておらず、佃戸に土地を小作させて小作料をもらっていた。荘丁は佃戸が小作料を払

う限り、小作地の運営状況についてあまり関心を持たなかった。さらに、荘丁が佃戸と永

久小作契約を結んでいて、佃戸が永小作権を持っている場合も多かった。そして、長い年

月を経て、官荘に対する旗人の支配は弱まっていった560

次に、旗地とは、清朝政府が八旗の旗人に生計を立てるために支給した土地である。旗

地は租税が免除されていて、その代わりに旗人には兵士として公務(兵役)に従事する義務が

課されていた。清朝政府が旗人に旗地を分配していたのは、旗人の生活を保証するためで

54岡田 2008、村上 2007等を参照。
55森田 1984: 11 -12を参照。

56森田 1984: 11 -12、16を参照。

30 



あり、旗地は八旗の軍事力を維持する経済基盤として位置づけられる。また、旗地は分布

する地域によって、盛京旗地、畿輔旗地、駐屯八旗旗地と大きく三つに分けられ、直轄地

である中国本土や東北部の各地に分布していた。そのうちの畿輔旗地とは、清朝が入関し

た後、旗人に支給した北京周辺の土地である。畿輔旗地の支給は、官職や身分によって支

給面積が不統一で、あったことや来京旗人の増加などに伴って、北京周辺三百里以内の土地

(明朝の滅亡によって生じた土地)だけでは不足をきたし、後に五百里にまで拡大した。ただ

し、旗地の支給とは、基本的に民有地を旗人に分け与えることであって、漢人農民の困苦

を招くことにもつながるので、旗地の支給には限度があった。

最初、畿輔旗地においては、家人たる奴隷が耕作をしていたが、奴隷の逃亡によって労

働力が減少し、後には漢人小作農に小作させるようになった。これも官地と同じく荘頭に

管理させていた。これら漢人小作農からの小作料収入は、旗人生計の中心的存在となって

いた。後に、旗地を管理する荘頭の不正、横領や、荘頭と小作農が共謀した小作料不払い

などの問題が発生し、それに加えて旗人の浪費生活によって生活費が増大したため、旗人

の生活は徐々に貧困化していった370康照末年には旗人の貧困化によって旗地を漢人農民に

典売58する行為が増加していたという。こういう理由で、早くも順治 7(1649)年には旗地の

売買を禁ずる命令が出されており、康照 9(1670)年には同旗内の売買こそ許すものの、異旗

開や漢人との間では旗地を典売することが禁止された。嘉正 7(1728)年になると、旗地の典

売禁止が改めて命ぜられるとともに、典売した旗地を回購する政策が行われたが、この時

には実際に典売旗地の回目責が実施されたという記録はなく、乾隆年間(1735-1795)に入って

ようやく典売旗地を回噴した記録が確認される。清朝政府は、旗地の所有権を旗人または

官の側に保持しようとしたのである。ただ、旗地を漢人農民に典売することは禁止されて

いたが、旗人間においては典売を許していたことと、この禁令が最初から徹底されなかっ

た故に、旗地の典売を完全に止めさせることは困難で、あった。こうして最終的に旗人は典

売によって旗地を徐々に失っていくべ

次に屯田とは、辺境防衛などの任に当たる兵士に食糧を提供するために、兵士自身に経

営させる土地である。また軍田とも呼ばれる。清代初期の軍田は、旗地と同じく漢人小作

農への典売が禁止されていたが、実際にはしばしば軍田の典売が行われていた。清末には

57石橋秀雄 1956a: 27 -28による。

58典は質入れすることを指し、売は売買することを指す。

59石橋秀雄 1956a:23-27、33-34を参照。
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民地に編入される600

一方、民地とは一般の漢人すなわち民人が所有する土地で、地丁銀を納める土地である。

これは明代末期から、既に一般漢人が所有していた農地で、直轄地である中国本土の大部

分の土地を占める。清朝政府は、漢人の間で民地を売却することを許可しており、質入れ

も許可していた。すなわち、絶売、活売、典売というような全ての行為が許されていた61

最後の蒙地とは、モンゴルの王公が支配権を持っている土地である。主に藩部のモンゴ

ル地域に広がっていて、大部分が遊牧地であった。清代に入ってから時代によって大幅に

開墾されたりして農地になったところもある。蒙地も漢人小作農への典売は禁止されてい

た620

以上で述べてきたように、清代における中国本土の土地制度は、基本的に固有の宮地と

私的所有の民地という二種類の形態をとっていた。農地の利用関係においては、官地、民

地の所有形態にかかわらず、一般小作(佃)のような賃貸関係と、永小作(永佃)やー田両主制

というような形態が並存していた。小作は、期限を定めるかどうかによって、一般に有期小

作と無期小作とに分けられる。無期小作がより広く行われていたようであるが、永小作と違

って、無期小作の場合には地主は随時、農地を取り上げることができる。そして地主が土地

を売った場合には、小作人はその使用権を主張できなくなり、し、わゆる「売買は賃貸を破る」

の原則が通用したといわれる630

一方、永小作は、既に北宋時代には出現していたとみられている。永小作の場合、土地

の使用権(小作権)はほとんど所有権に近いぐらいの状態で、永久権的な性格を持っており、小

作人は地主の承諾を得なくても、その土地の使用権を相続、譲渡したり、または別の小作農

に「孫請Jのような形で二重小作に出したりすることができ、さらに家屋を建設する権利さ

えも持っていた。小作料を滞納した場合以外には、その土地を取り上げることが出来なかっ

た64 清代においては、官僚の管理する官地や旗人の旗地を典売することが禁止されていた

ため、官地や旗地は特に永小作となるケースが多かった650

また、序章第三節の先行研究の所でも述べたように、江南地方を中心とする中国本土の

広い地域で、土地の二重所有権とでも言うべき「ー田両主制」という法慣習が行われてい

60森田 1984: 13 -14を参照。

61森田 1984: 15 -23による。

62森田 1984: 15を参照。

63小田 2002: 19を参照。

64!j、田 2002: 18 -20による。

65森田 1984: 12 -15による。

32 



たことも有名である。「ー田両主制」とは、一つの土地に対する権利を上下二層に分けて、

上地(一つの土地の上層の権利)と底地(一つの土地の下層の権利)とがそれぞ、れ異なっ

た者によって所有されるという慣習上の権利関係(二重所有権)であり、上地に関する権

利も、底地に関する権利と並んで、永続する一個独立の物権的権利であると考えられた。

つまり、地主が賃貸する土地の権利は、所有権と使用権の両部に分かれる。所有権は、田底、

田骨、糧田、糧業、大租などと称し、地主の所有に帰す。一方、使用権は、田面、田皮、

質田、質業、小租などと称し、永小作人の所有に帰する。さらに永小作を賃借と考えあわせ

るならば、「売買は賃貸借を破らず」という原則になり、農地の永小作権の譲渡や「孫請」

のような二重賃貸契約に際しても、底地権利者(所有者)の同意を必要としなかった。逆にい

うと、底地権利者(所有者)が土地を売っても、永小作を破らないということである660

第三節 清代における帰化城トゥメト旗の変遷

北元時代の後、 1634年に内モンゴル地域が清朝支配下に入ると、間もなく帰化城を中心

とする行政区画が設置され、帰化城トワメト旗という名称になった。帰化城トゥメト旗は

もともと伝統的に遊牧牧畜業を営んできた内モンゴ、ルを構成する一つの重要な地域であっ

た。しかし、前述の通りこの地域では既に北元時代末期の 16世紀後半から漢人農民が流入

していて、全モンゴル地域の中で最初に、モンゴル遊牧社会の基本生業である牧畜業と異

なる農業が行われ始めていた。さらに、清代に入ると、帰化城トゥメト旗では、多数の漢

人農民が追加流入してきて、農業が特に盛んになり、農地が大幅に広がっていった。これ

は、当時の清朝政府によって帰化城トゥメト旗地域に対して実施された政治、軍事上の政

策の結果として、社会的な変化をも招いたということになる。そこで、本論に入る前にこ

こで、清朝治下の帰化城地域における行政上の変化を短く解説しておきたい。

1、帰化城トゥメト旗の領域の変遷

清代に入るとまもなく、帰化城周辺地域は帰化城トゥメト左右旗という両旗に分けられ

た。しかし、その後順治 5(1648)年になると、清朝政府は大興安嶺西部地域にいたチンギス・

66寺田 1983による。
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ハーンの弟の後商である部族67を移動させてきて、帰化城トゥメト旗の領域の西部から一部

の土地を分割して、オラドの三旗を設置した。また順治 8(1651)年には、同じく大興安嶺の

西部地域にいたチンギス・ハーンの弟の後育で、あるドゥルベン・フーへド部族を移住させ

てきて、帰化城トゥメト旗の北部にドゥルベン・フーへド旗を設置した。jI頃治 10(1653)年に

は、外モンゴルのトシエート・ハン部のボンタル・タイジが自分の氏族を率いて、清朝治

下に入った。清朝政府は、彼らをも帰化城トゥメト旗の北部、 ドウルベン・フーへド旗の

西に移住させて、ダルハン・ベイレ旗を設置した。さらに、康照 3(1664)年には、これまた

大興安嶺の西部地域にいたチンギス・ハーンの弟の後育で、あるツーゲンに属する千戸を帰

化城トワメト旗の西北部に移住させ、モーミンガン旗と称した。康照 14(1675)年には、東北

地域にいたチヤハル部を帰化城トゥメト旗の東部に移住させ、チャハル八旗を設置した。

以上の結果、帰化城トワメト旗の領地は大幅に縮小され、東がチャハル八旗まで、南が万

里の長城まで、西がオラド旗まで、北がダルハン・ベイレ旗までという地域になった680

2、綴遠城の建設

1680年代になると、ジューンガル部のガルダン・ハーンがゴピ砂漠北部のモンゴル地域(外

モンゴル)に介入して、ハルハ諸部を制圧した。 1691年に、ハルハの諸部が康照帝に保護を

求め、康照帝はこれに応じて自ら軍を率いて、ガルダン・ハーンと対決した。その後、 1696

年にジョーン・モドの戦いでガルダン・ハーンは敗北し、 1697年に病死した。これらの戦

争に用いるため、清朝政府は最初、食糧を山西省から運んでいたが、道のりが非常に遠い。

そこで、康照 34(1695)年に帰化城トワメト旗の大黒河の流域を開墾して、 13か所の荘園を

設置し、荘ごとに 18頃の土地を設営して、漢人農民を移住させてきて農耕させ、軍隊の食

糧を生産していた。この農地は荘頭地と呼ばれる。荘頭地は毎荘 18頃から、乾隆年間(1736

-1795年)頃に 60頃まで増加した69。

康照 37(1697)年、康照帝は自分の娘を外モンゴルのトシエート・ハン部の郡王に嫁がせた

が、その時はトシエート・ハン部の領地であるゴピ砂漠北部からジューンガルの軍隊を追

い出した直後のことであったため、モンゴ、ル地域は不安定な状態で、あった。そこで、康照

帝は娘の安全のため、娘をゴピ砂漠の北部に行かせず、帰化城トゥメト旗から 500頃ぐら

67チンギス=ハーンの弟の後育であるオーバン、 トパ、パガー・パハイなどの諸部族である。

68 Ko副il2003を参照。

69 Ko副i12003を参照。
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いの土地を分割して、そこに移住させた。その後、また 250頃ぐらいの土地を分割して、「公

主府Jを建てた。これらの土地は「公主地」と呼ばれる70

清朝とジューンガルとの戦争はジョーン・モド、の戦いで、終戦になったわけではなく、実

際には薙正年間の 1732年頃まで続く。そのために、元々万里の長城の南の山西省右衛鎮に

駐屯していた駐防八旗を北へ移動させて、帰化城トウメト旗周辺に駐屯させ、薙正 12(1734)

年から乾隆 4(1739)年にかけて、帰化城の北東隣りに綴遠城という新たな都城が建設された。

そして、山西省右衛駐防八旗の軍隊が綴遠城に駐屯して、それを統率していた建威将軍は

綴遠城将軍と改称された。駐防八旗の軍隊は騎兵が主力となっていたため、軍馬用の遊牧

地が必要となる。そこで、乾隆司1783)年に清朝政府は軍馬用の遊牧地として 3万4千頃あ

まりの牧地を帰化城トワメト旗から分割した。この土地は八旗馬場地と呼ばれる。後に、

この八旗馬場地も開墾される。さらに、八旗軍の屯地として 4万頃あまりの土地を分割し

て開墾し、食糧を徴発するようにした。この屯地の開墾のために、万里の長城の南隣であ

る山西、険西等の省から多数の漢人農民を連れてきて、帰化城地域で農耕させた。また、

帰化城トゥメト旗に商売や建築などの仕事を求めて、中国本土から大量の漢人が流入して

きた。そこで、薙正元(1723)年に漢人を管理する職を設けて、それを帰化城同知とし、その

機構を帰化城同知庁と称した。綬遠城が建設された後には、綬遠城同知庁も設置された。

さらに、乾隆 4(1739)年までに、帰化城周辺地域に計五つの協理通判を長官とする直隷庁が

設置された。この結果、帰化城トゥメト旗地域では、モンゴ、ル人用の行政機構と漢人用の

行政機構とが、二重に並立することとなる。その理由は、前述したように漢民族とモンゴ

ル民族によって、実施される政策、法律などが違うからであると考えられる。そこで、一

つの地域で二つの制度が実施されることとなった(図 2を参照)。

70暁克・子永友・王室元 2008を参照。
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図2、帰化城トゥメト旗で実施されていた二つの行政制度

綴遠城将軍

衛 門

帰化城副

都統街門

参領

モンゴル人

皇帝

各庁

(同知)

(通判)

漢人

その後、乾隆 6(1741)年に緩遠城将軍の管下に帰緩道が設けられて、以上のような同知や

通判の治める諸庁を管理することとなった。清末になると、緩遠城同知庁以外は全て山西

省に属するようになる71

小結

本章では、まず中国本土における土地制度の歴史をまとめて、中国の土地制度や所有権

概念およびその民間慣習などが長い歴史の中で生み出されたものであることを示した。ま

71暁克・子永友・王杢元 2008を参照。
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た、それらの土地制度や民間慣習が清朝治下に入ってからも、ほとんど改変を受けていな

かったことを述べた。続いて、軍事力維持を目的とする経済基盤として、清朝政府が八旗

の旗人に新たに支給した旗地を取り上げた。清朝政府は旗地を漢人農民に典売することは

禁止していたのだが、最終的に旗人は旗地を典売等の形によって失ってし、く。ここでは、

旗人が経済基盤としての旗地を失うことが、清朝政府にとっては、軍事力が弱体化してい

くことを示す重大な社会現象であることを指摘した。最後に、清代に入った後、清朝政府

の対帰化城トワメト旗政策に応じて変化していった帰化城トゥメト旗の領域、行政機構、

特にモンゴル人と漢人を管理する二重の行政機構などをまとめた。
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第二部 帰化城トゥメト旗における農地所有の実態

第四章農地賃貸契約の諸形態

小序

清代の中国本土における土地制度としては、本研究の第一章で述べたように、基本的に

国有の宮地と私的所有の民地という二種類の形態が存在していた。また農地の利用形態に

おいては、官地、民地の所有形態にかかわらず、一般小作のような普通の賃貸関係と、永小

作や一回両主制と呼ばれるような形態が存在していた。これらの土地所有形態は、もちろ

ん清朝政府の定めたものではなく、民間の伝統的な所有形態で、あったが、清朝政府はこれ

らの伝統をそのまま認めていた。そして、清代に入ってから新たにできた旗人の旗地でも

同様の小作関係が結ぼれていた。また、清代の帰化城トゥメト旗でも、モンゴル人地主が

戸口地などの農地に関して漢人小作農との間で同様の賃貸契約を結んでいたようであるが、

その契約関係が実際にどのような形で行われていたのかとしづ問題については、なお不明

なところが多い。

清代の帰化城トゥメト旗において、モンゴル人と漢人小作農の間で、農地の賃貸契約関

係がいつから存在していたのかは現段階でなお確認できないが、第三章で明らかにしたよ

うに、少なくとも乾隆 8(1743)年より以前から既に存在していたことは確実である。この乾

隆8(1743)年から帰化城トゥメト旗で新たな土地政策が全面的に実行され始め、帰化城トゥ

メト旗のモンゴル人箭丁に土地が再分配された。しかし、この新しい土地政策は単に土地

を失ったモンゴ、ル人たちに生計を立てる土地を与え直すとしづ対応政策のみで、あって、土

地所有関係については、漢人小作農への土地の典売禁止が以前より厳しくなった可能性こ

そあるものの、その他の賃貸関係について影響はなかったように考えられる。例えば、第

三章の乾隆27(1762)年の事例 3で見られるように、乾隆 8(1743)年以降も、モンゴ、ル人と漢

人小作農の間で、土地の賃貸関係が依然として存在していたことからもこのことが断定で

きる。したがって次の段階として、清代の帰化城トゥメト旗で存在していた農地の賃貸契

約関係そのものが、どのような形で存在していたのかに注目する必要がある。そこで本章

では、農地の賃貸関係の形式や種類などについて、主に一次史料であるモンゴル人地主と
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漢人小作農との間で作成された漢文及び蒙漢合壁の農地賃貸契約文書を利用して、帰化城

トワメト旗における農地賃貸関係の実態を検討してみたい。ちなみにモンゴル文のみで書

かれた農地賃貸契約文書はほとんど存在しなし、110。さらに、農地自体に対する諸権利の実

態についても、その農地賃貸契約の形式や種類別に分けて追究してみたい。

第一節一般的な農地賃貸契約

まず、本章では、農地の賃貸契約を、その契約期限が永久であるかどうかという点から

判断して、「一般的な賃貸契約j と「永久賃貸契約」との二種類に分別して検討することと

する。一般に中国本土における、一般的な賃貸(小作)契約は契約期限によって有期(期限設

定型)の賃貸契約と無期(期限無設定型)の賃貸契約という風に二種類に分かれると言われて

いる111。この関係は漢人と漢人あるいは旗人と漢人の間で行われていた。一方、帰化城ト

ウメト旗における戸口地などの農地の賃貸関係は、ほとんどが地主であるモンゴ、ノレ人と小

作人である漢人農民との間で行われていた。清代の帰化城トゥメト旗における農地の賃貸

契約について、史料④と史料⑤に収録されている漢文契約文書あるいは蒙漢合壁契約文書

を分析すると、帰化城トゥメト旗での一般的な農地賃貸契約も中国本土の賃貸契約と同

様に契約期限の有無によって二種類の契約に分類できることがわかる。本研究では、永

久賃貸と明瞭に区別するために、この両者を期限設定型賃貸契約、期限無設定型賃貸契

約と呼ぶことにする。混乱を避けるため、「無期限の賃貸契約Jという語は使用しない。

ここではまず、期限無設定型賃貸契約の方から細かく検討していこう。

1、期限無設定型賃貸契約

清代の帰化城トゥメト旗周辺における農地の賃貸契約文書を分析してみると、大部分

が期限無設定型賃貸契約文書であることがわかる。その中から代表的な事例として以下

に一通の文書をあげておきたい。

110例えば、本論文の第七章にあげる事例 23のようなモンゴ、ル文の簡略な農地賃貸契約文書の

みが見られる。現在の所、この事例 23を含めて、ただ 2通のみ、確認できている。

111小田 2002: 19を参照。
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事例 9。史料④(W 白契葉集~ )第 561番の文書である。この文書は蒙漢合壁文書で、右の

部分に右から左へと改行しつつ漢文が書かれているが、文書の左の部分にはモンゴル文と

漢文が一行ずつ交互に書かれ、モンゴ、ル文の改行方法に従って左から右へと改行しつつ書

かれている。モンゴル文を一行ずつ漢文に訳して、対応するモンゴル文の次行に書いたよ

うに見える。モンゴ、ル文は改行順が逆で、あるため、まず 13行目が来て、それから 11行目と

いう順番になる。また、以下の文書に表示されている記号や数字は、十文字の記号を除い

て、全て筆者が書き入れたものである。この文書で、は誤った文字が見られるため、その

後に[ ]を付して正しい文字を補足提示した。以下の事例でも同様。

11立租地約人買正元今租到毛拍北溝戸口地ー塊東西倶至山頂南至倶至買益恒 21四至分明

言定毎年地租銭一千二百五十文現支過押地紋銀五両倫有蒙民人等 31争端者地租一面承嘗

恐[空]口無意立租約存照用

41計開

51公爺毎年収差事銭五百文有九月初一日交納地主吃租銭七百五十文

61嘉慶十八年三月十五日

101因此寓過折子

11/eguni jesi biとibe，

121由此納差事銭五百文

13/egunce alban-duδgku tabun jayu bui， 

<筆者による訳文>

71蛇曾+

81中見人

91董海+

11土地を賃借する契約を結ぶ人である買正元は、現在モークという溝の北部にあるーカ

所の戸口地を賃借する。東西は山頂まで、南は買益恒(が耕作している土地)までで、 2/

四方の境界が明らかである。(当事者と話し合って)決まったこととして、毎年の小作料

は銅銭一千二百五十枚である。その場合、契約金純銀五両を支払う。もし、モンゴル人

や漢人等で(この戸口地を)31争奪する人がいれば、小作料(を受け取る人である地主)が全

て(面倒を)引き受ける。言うだけでは証拠がないため、契約文書を作成して証拠にする。
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4/次のとおり

5/王公が毎年公務(兵役)のお金として銅銭五百枚を収める。九月一日に支払う。地主の小

作料は銅銭七百五十枚である。

6/嘉慶十八(1813)年三月十五日

<筆者によるモンゴ、ル文の訳>

7/蛇曾+

8/仲介入

9/董海+

13/この中に公務のために払う銅銭五百枚がある。

12/そのための契約文書を書いた。

事例 9はモンゴル人が戸口地を漢人小作農に賃貸した際の契約文書である。賃借者は買

正元という漢人小作農であるが、地主の名は表記されていない。賃貸する土地は戸口地で

あるため、モンゴ、ル人箭丁であると推定できる。さらに、契約文書にモンゴル文も書かれ

ているので、地主がモンゴ、ル人で、あることも断定できる。契約文書では、土地の位置を示

し、契約金と毎年の小作料を決めて、もしも土地争いが起こった場合、地主がその争いを

引き受けるという条件で賃貸契約が成立している。しかし、この賃貸契約文書には、賃貸

期限が示されていない。これが、期限無設定型賃貸契約である。中国本土に関する先行研

究である小田 2002によると、このタイプの契約は無期限という意味ではなく、むしろ逆に

地主は随時農地を取り上げることができる。小作農の方からも随時解約することができる

状態であるという。ただ、もちろん随時と言っても、一年ごとが基本で、あって、耕種期間

中に地主が農地を取り上げることはできないと思われる。

この賃貸契約文書を作成した人は漢人小作農の賀正元であると書かれているので、漢人

小作農の主張で、契約が成立したように思われる。そこで、漢人小作農が主張した契約であ

ると考えれば、わざと賃貸契約期限を明示しないようにした可能性も考えられる。これに

対して地主で、あるモンゴル人が主張して作成した契約文書を次に検討してみよう。

2、期限設定型賃貸契約

清代の帰化城トゥメト旗周辺における農地の賃貸契約文書を分析してみると、そのー
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部分が期限設定型賃貸契約文書であることがわかる。その中から代表的な事例として以

下に一通の文書をあげておきたい。

事例 10。史料④(W 白契葉集~ )第 528番の漢文農地賃貸契約文書(一行だ、けモンゴ、/レ文表

記もある)である。

11立出租蔓[戸]口約人投木沙克今因使用不足今将自己源占到召湾蔓[戸]口情慮出 2/租輿張

元班用主主益遁同人言明毎年出蔓[戸]口銭九千文整按春秋二季交遼[瞭]不許 3/長支短欠

日有蒙古民人差時[事]輿班用無干日后有蒙古民人奪者有桂木沙克一 4/面承嘗恐[空]口無

意立約存照

5/大清道光十六年十一月十九日

8/知見人

10/嘗溝之奮約文

11/<モンゴ、ル文>dang keu-u qa刊とinungsiu 

<筆者による訳文>

6/膏継信

7/朝吃泰

金木登

9/李 発

11戸口地を賃貸する契約を作成する人ラムサルは、現在、(生活に)使う(お金)が不足して

いるために、自分のユンサンドジョワンにある戸口地を自分から進んで張元班に主主(J)

塑盟で 2/賃貸する。当事者と話し合った結果、毎年の(戸口地の)小作料は銅銭九千枚で、

春と秋の二季にわけで支払う。(小作料の)3/延滞、不足は許さない。モンゴル人や漢人の

公務は(張元)班と関係がない。もし、後日 3/モンゴ、ル人や漢人が(この戸口地を)争奪すれ

ばラムサルが全て(面倒を)4/引き受ける。言うだけでは証拠がないため、契約文書を作成

して証拠にする。

5/(一宇撞頭)大清道光十六(1836)年十一月十九日

8/知っている人
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9/李 発

10/ダンクーの旧契約文書である。

111ダンクーの旧契約文書である。<モンゴ、ル文>

事例 10は清代の道光年間に、帰化城トゥメト旗でモンゴ、ル人地主が漢人小作農に戸口地

を賃貸する際に作成した一般的な賃貸契約文書である。ただ、期限無設定型賃貸契約と異

なっているところは、契約の期限として「九年」と書かれている点である。このような、

契約の期限が明示されている契約を期限設定型賃貸契約と呼ぶことができょう。帰化城ト

ゥメト旗における期限設定型賃貸契約文書の期限は地主が小作農に農地を賃貸する期限で

あり、それを「三年」、「五年」、「九年」、「十年」などとされていることから、契約の期限

は不規則で、あったことがわかる。現段階で確認できている契約文書から見る限り、農地の

期限設定型賃貸契約は、地主であるモンゴル人が結んだ契約か、あるいは農地の小作権を

得た人が二重賃貸の形で自分から進んで結んだ契約であるということがわかる。つまり、

農地の小作人決定の主導権を持っている人が契約を結んだ場合に、期限設定型賃貸契約が

結ぼれていた可能性があると考えられる。

続いて、以上のような一般的な賃貸契約とは明らかに異なる性質を持つ永久賃貸契約文

書を検討してみよう。

第二節農地永久賃貸契約

清代の帰化城トゥメト旗では、モンゴル人地主と漢人小作農の間で農地の賃貸関係を結

ぶ際には、必ずといってよいほど賃貸契約文書が作成されていた。その中に、通常の賃貸

契約文書とは明らかに異なる永久賃貸契約文書と見られる賃貸契約文書が存在する。現在

筆者が発見している範囲内だけでも、史料④に 76通112と史料⑤に 13通113の合計 89通が確

112史料④全 76通の文書番号は 1、52、225、226、227、231、232、236、238、273，274、295、

296、298、300、302、303、306、307、309、313、314、320、324、326、327、336、366、367、

371、372、373、374、377、378、382、398、399、403、417、434、437、438、447、448、449、

450、453、478、479、480、482、509、517、518、523、533、538、545、546、549、550、552、

553、556、557、558、559、794、796、797、798、799、800、801、802である。
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認できている。その内訳は、嘉慶年間(1796-1820)のものが 6通、道光年間(182ト1850)のも

のが 4通、威豊年間(185ト1861)のものが 3通、同治年間(1862-1874)のものが 14通、光緒年

間(1875-1908)のものが 54通、宣統年間(1909-1911)のものが 8通である。この内訳から、永

久賃貸関係が遅くとも清朝の中期から末期まで常に存在していたことがわかる。ここでは、

その中から最も典型的な永久賃貸契約文書を例としてあげ、その詳細を検討していきたい。

事例 11。史料④(第4冊:9)の第480番の文書である。この文書も上記の事例と同じく右

の部分に漢文で契約文が書かれ、左の部分にモンゴル文と漢文が一行ずつ交互に書かれた

蒙漢合壁の契約文が書かれている。

11立永遠文約人屋懐禄今租到鳥投土速位棋祖遺戸口地ー塊坐落石報免前火房 2/井溝地施

連一段東至山頂分水為界西至溝口王姓為界南至梁頂分水為界北至 3/王姓為界又連東城上

地一段東至荒畔為界西至王姓為界南至山頂為界北至 4/王姓為界一所在内土樹木石相連各

四至分明情願智到自己名下永遠耕種為業 5/修開載樹出路水路通行一切由自己自便同人言

定現使過摩地慣銭?114銭一千五 6/百文整其銭嘗交不欠随帯地租?銭三百文秋后収使日后

倫有蒙民人争奪者有 7/土速位棋ー力逗嘗両出情願全盤亙:崖恐口無意立約為詮用

8/本見+

9/毛昌汗 + 

10/中見人 王生花十

111石報免地戸屋懐禄納租三百文之約 l郁登高 + 

12/<モンゴノレ文>siba川知-yinzou qui ling 115_un kolusu下rrbanja判 -yiabqu ger-e biとig，雲

高元書+

13/大清光緒十五年十二月十五日

<筆者による訳文>

立+

l/永久の(賃貸)契約文書を作成する人、崖懐禄は、今ウラーントスラクチが祖先から受け

継いできた戸口地を賃借する。ショボート(村)の前、火房 2/井戸の溝地あたりに位置す

113史料⑤全 13通の文書番号は 10、119，211， 222， 245， 340， 344、347、351、359，363， 390、
400である。

114読み取れない文字である。おそらく市銭のことを指していると思われる。

115この人名は満洲語の綴りで Idzou hoi lingJと表記されている。すなわち IhJの右側に小さ

い丸があるが、モンゴル語では Izou qui lingJと転写することになる。以下の事例でも、満洲文

で書かれた人名などを同様にモンゴル文の転写方法で、表記する。
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る。東側は山頂まで、分水の所を境とし、西側は溝の入口まで、王姓(の土地)までを境

とし、南側は尾根の頂まで、分水の所を境とし、北は 3/王姓(の土地)までを境にする。

また、東の坂の上等の土地を含むーヶ所(の農地)は、東側は田畑の境まで、西側は王姓(の

土地)まで、南側は山頂まで、北側は 4/王姓(の土地)までとする。ーカ所(の土地)にある

士、木、石なども含めていて、四方の境界は明らかである。自らの願望によって且会2

名義の下で永久に耕種をなりわいとして利用することとする。 5/建設、開発、植樹など

や道、水路を通すのは本人の自由とする。当事者と話し合って決まったのは、その場で

契約金(摩地慣)銅銭一千五 6/百枚を一括で全額払う。付随する地代三百文は秋が過ぎて

から渡す。もし、後日モンゴル人や漢人が(この戸口地を)争奪すれば、 7/トスラクチが全

て(面倒を)引き受ける。両方の希望によってしたことなので、どちらも取り消してはい

けない。言うだけでは証拠がないため、契約文書を作成して証拠にする。

8/本見 十

9/毛昌汗 + 

10/仲介入 王生花+

111ショボート(村)の土地の地代三百文を崖懐禄が納める契約である。 都登高 + 

12/<モンゴル文>ショボート(村)の土地の地代三百文を昼懐禄が納める契約である。

<漢文>雲高元が書いた。+

13/大清光緒十五年(1889)十二月十五日 作成する

事例 11は光緒 15(1889)年に屋氏としづ漢人に、モンゴル人ウラーントスラクチが祖先か

ら受け継いできた戸口地を永久に賃貸した際の漢文の契約文書(一行だけモンゴル文)であ

る。この賃貸契約文書は、「立永遠文約人(永久の(賃貸)契約文書を作成する人)Jという言葉

で始まっていて、永久の契約であるということを強調している。また 4行目の下線部で「自

己名下永遠耕種為業」という文言を書いて、自分の名義で永久に耕種するということを主

張している。最後に 7行目の下線部で「各無反悔」と書いて、契約を取り消すことができ

ないということを示している。すなわち、屋氏がこの戸口地を永久に耕すことは永久の契

約の結果であり、双方ともにこの契約を取り消すことはできないということである。また、

雀氏がこの戸口地に建物を建築したり、戸口地を開発したりすることなどをモンゴル人地

主が許していたことも注目すべきことである。

上記のような事例から見ると、これが中国本土に古くから存在していた永佃(永小作とも
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また死固とも言う)と同じ土地の所有形式であることがわかる116。当然ながら、小作人で、あ

る漢人農民が中国本土から永佃制をそのままモンゴ、ル地域に伝えてきたと考えられる。そ

う考えると、モンゴル地域でも当時すでに田面、田底という概念が存在していて、一田両

主制になっていたようにも思われるが、農地や農業に関する概念は全て中国本土から伝え

られてきたものだ、ったはずなので、地主であるモンゴ、ル人がその、深い意味での田面、田底

の概念を全て理解していたかどうかはなお疑問である。いずれにしても、モンゴ、ル人箭丁

は小作料をもらっていた。そして、その小作料を永久にもらおうとして永久小作の契約を

結んでいた可能性もある。モンゴル人箭丁は戸口地の小作権、すなわち使用権を永久に譲

り渡していた。それに対して、永久小作人である漢人農民は農地の永久耕作権を得るとと

もに、その土地の開発、建築、植樹などの権利も得ていたわけである。

続いて、漢人農民が自分のこの小作権をどのように扱っていたのかを次の事例から検討

しておきたい。

事例 12、史料④(第2冊:26-27)の第 223番の文書。蒙漢合壁永久賃貸契約兼小作権売買

契約文書である。後述するようにこの文書は二枚の契約文書から構成されている。一通目

は漢文で、右から左へ改行しつつ書かれている。 9行目のみがモンゴ、ル文で、ある。以下の通

りである。

1/立租地約人組海蝕今将租到東公合少爺養克溝門地萱塊東公旗下蒙古加各気2/色登今将

自己原占到黒格的特地一段四至東至天溝染西至車路石甲南至車路 3/北至石甲四字(至)分

明情恵出輿越海齢永遠耕種為業同人説合現使過過約銭三千 4/整嘗日交足不欠日后不準長

迭倫有蒙民人等争奪者有加各克気色登一面承嘗 5/恐口無意立合同約存誰

6/毎年男有地租銭三千文

7/大清同治二年十月十三日

8/嘗日使過過約銭三千文

9/<モンゴル文>mδnedur-e egunce daruly-a-u Jovas刊巾anmingy-a Jaruγsan bulai 

10/中見人 雲 魁 子 +

11/張大成 + 

<筆者による訳文>

116八木 1940:17参照。
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11土地の賃貸契約を結ぶ人である越海蝕は、今、東公合少爺の養克溝門にある土地ー

カ所を賃借する。それは東公旗のモンゴル人(管旗)章京である 21セデンが所有する黒洛

的特としづ土地(の中に含まれる)ーカ所である。四方は、東は天溝染まで、西は石甲の

車道まで、南は車道まで、 31北は石甲までである。四方の境界は明らかである。自らの

願望によって越海蝕が永久に耕種をなりわいとして利用することとする。当事者と話し

合って決まったこととして、その場で契約金(過約銭)銅銭三千枚41を一括で全額支払う。

もし、後日モンゴル人や漢人が(この土地を)争奪すれば、(管旗)章京であるセデンが全て

(面倒を)引き受ける。両方の希望によってしたことなので、どちらも取り消してはいけ

ない。 51言うだけでは証拠がないため、契約文書を作成して証拠にする。

61毎年別に地代銅銭三千枚がある。

7/(一宇撞頭)大清同治二(1863)年十月十三日

81当日に契約金(過約銭)三千文を渡す。

9/<モンゴル文>当日に契約金(過約銭)三千文を渡す。

101仲介入 雲 魁 子 +

111張大成 + 

一方、二通目はモンゴノレ文と漢文が一行ずつ交互に書かれ、モンゴル文の改行方法に従

って左から右へと改行しつつ書かれている。モンゴル文を一行ずつ漢文に訳して、対応す

るモンゴ、ル文の次行に書いたように見える。ここでは左端を 1行目と見なして、行番号を

付す。

l/burintU Jasayci-yin qoyaduyar on-u arban sarayin arban yurban-a，JakiruyCi kalsangsedeng man-u 

21同治二年十月十三日 札克膏頃位桑色登自己

3/geUとintang-un nigen y吋訂~yi irgen Jou Jiyan yUng tariJu bayiyada egUnce-ben nigen 

41古城塔一段地租種民人組金源特此地一段

5/keseg yaJ~yi tegUnU tδrul Jo fai iui-dUr qudalduJu oggUgsen印la，qo判 sunUge 

61責給伊本族組、海蝕 空口

7/batu Ugei tula ge~e bicig bayiyuluysan ucir， Jilburi-yin kδlUsu yurban mingy-a 

81無理立約為誰 毎年納租三千文

9/abqu， basa nigen JUil usun-u siui tabin Jovas abqu， 
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10/又一項水租銭五十文交納

<筆者によるモンゴル文からの訳文>

11同治二 (1863)年十月十三日。管旗(章京)ガルサンセデンが自分の 3/古城塔というと

ころのーカ所の土地を民人越金源に小作させている。その土地の一部(の小作権)を吹越

金源が自分の)親戚の趨海蝕に売った。言うだけでは 7/証拠がないため、契約文書を作成

して証拠にする。毎年地代として銅銭三千枚を 9/納める。また、もう一点、水の賃借料

として銅銭五十枚を納める。

事例 12の第一通自の文書はよく見られる農地の永久賃貸契約文書で、モンゴ、ル人管旗章

京が自分の土地を漢人組海徐に永久に賃貸した際の契約文書である。第二通目の文書は、

そのモンゴ、ノレ人管旗章京が賃貸している農地の一部(おそらく同じその農地)の小作権を漢

人小作農越金源が越海齢に売ったという内容の契約文書である。すなわち、第一通目に出

てくる農地は、もとは越金源が賃借していた農地であったということがわかる。この越金

源による賃借が永久の契約で、あったのかどうかは、この二通を見る限り明らかではないが、

越海蝕による賃借は明らかに永久の契約で、あった。この史料④は編集された史料集である

ため、元の文書が一枚物であったのか、二枚に分かれていたのかもわかりにくいが、日付

も人名も全く同じであることから、この二通の文書は同じーっの事柄に対する契約文書で

あると断定できる。また、帰化城トゥメト旗で、モンゴル人と漢人が契約を結ぶ際に、同

じ一通の契約書の左端からモンゴル文で書き始め、右端から漢文で書いていくのは一般的

な形式である。したがって、もとは同じ一枚の契約書で、あった可能性が高い。

この事例から、帰化城トゥメト旗の漢人小作農が、その小作権を他の漢人に売り渡し、

それを買い取った漢人がモンゴ、ル人地主と改めて永久賃貸契約を結んだ例のあることがわ

かる。一般に中国本土の漢人小作農はその小作権を自由に転売、質入れすることまでもで

きていたと見られる117。帰化城トワメト旗では、小作権を質入れした例は確認できていな

いが、転売している例はここから確認できるわけである。同様の例としてもう一件以下に

あげておきたい。

事例 13。史料④(第3冊:33)の第 383番の文書である。蒙漢合壁小作権売買兼新規賃貸契

117八木 1940:17参照。
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約文書である。

この文書の右側半分に漢文で右から左へと改行しつつ書かれている部分は以下の通りで

ある。

11立推地租約人張同徳今特自己原租到東公土色位気梅力更戸口廠七見村三到 2/梁地ー塊

二到梁地ー塊毎年共出地租銭一千七百文情思出推輿高志元永遠耕 3/種為業日后知有蒙古

民人奪有土色位気一面承嘗恐口無意立推地租約為詮

4/現使過約銭二千文才力更色令118牧

5/光緒二十二年十二月二十七日

<筆者による訳文>

6/李孟成

7/知見張同徳

8/蘇有寛

}L 

11農地小作権を譲る契約を結ぶ人、張同徳は、今、自分がもとの賃借していたトスラ

クチメルゲ、ンのチャチャル村の戸口地である三到 2/梁地(三等糧地)ーカ所と二到梁地(二

等糧地)ーカ所を毎年の地代銅銭一千七百枚として、自らの願望によって高志元に永久に

耕 3/種をなりわいとして利用すること(小作権)を譲り渡す。もし、後日モンゴ、ル人や漢

人が(この戸口地を)争奪すれば、トスラクチが全て(面倒を)引き受ける。言うだけでは証

拠がないため、(小作権の)譲渡契約文書を作成して証拠にする。

4/今、契約金(過約銭)二千枚を渡す。チャイルガンセレンが受け取る

5/光緒二十二年(1896)十一月二十七日 作成する

6/李孟成

7/仲介入 張問徳

8/蘇有寛

この文書の左側半分には、モンゴ、ノレ文と漢文を対照させて書いた文章がある。それはモ

118才力更色令とはモンゴル人の人名であり、 「色令Jという漢語の発音に当てはまる「セレ

ン」というモンゴ、ル人の人名がある。しかし、才力更という漢語の発音にひ。ったりと当てはまる

モンゴ、ル語の人名が見つからない。 rチャイルガン」という人名にやや近いので、ここでは一応

「チャイルガンJとしておく。
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ンゴ、ル文の改行方法に従って左から右へと改行しつつ書かれている。左端を l行目とみな

してそれを引用すると、以下の通りである。

11とacar-yin[un]jang tung diya-yin yajar-aca abuysan keu zi yu刊 n-aca

2/廠 泌 爾張同徳之地推輿高志元

3tjilburi-yin abqu kδlusu mingyan dolunjayu-yin ungSiU
119 

biCig， 

4/毎年納租一千七百文之約

5/ badarayultu tδru-yin qorin qoyaduyar on arban nigen sarayin qorin doluyan-a， 

6/光緒二十二年十一月二十七日

<筆者による訳文>

11チャチャルの張同徳が(賃借していた)土地(の小作権)を高志元に売り渡して、

3/毎年地代として銅銭一千七百枚を(チャイルガンセレンに)納める契約書である。

5/光緒二十二 (1896)年十一月二十七日

この文書の右側半分の漢文部分は張氏が高氏に戸口地の賃貸契約関係(小作権)を売り渡

すという契約文書であって、右から左に改行しつつ書かれたものである。一方、左側半分

は左から右に改行しつつモンゴ、ル語と漢文を対照させる形で書かれた同じ内容の小作権売

買兼新規賃貸契約文書である。漢文面の l行目に出てくるトスラクチメノレゲンと、契約金

受領者として 4行目に出てくるチャイルガ、ンセレンとの関係は不明であるが、両名は親子

あるいは所属役人と箭丁等の関係にあった可能'性が高いと思われる。

この契約文書から張氏がもともとモンゴ、ル人の戸口地を賃借していたことがわかる。す

なわち、張氏とモンゴ、/レ人地主の間で、農地の賃貸契約を結んでおり、賃貸契約文書も存在

していたと考えられる。ただ、文書の最初の部分から見ても、それが永久賃貸関係で、あっ

たかどうかはわかりにくい。一方、張氏が高氏に賃貸契約関係(小作権)を売り渡す時の賃貸

契約期限が永久で、あったことは明らかである。このことから張氏がもともとモンゴル人と

永久の賃貸契約を結んでいた可能性は、極めて高いと思われる。そうでないと、小作料を

119 Altan-orgil氏は、史料②の第一冊目の本の中で、この語と同じ1"ungsiuJ というモンゴ、ルの

単語が、おそらく漢文からの借用語で、漢文の「文書」という単語をそのままモンゴ、ル語にして

表記した語であると見ており、 「契約書」の意味であるとしている。 Altan-orgi11988(第一冊): 3 

を参照。
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買い取ることや、それと同時に永久賃貸契約を新たに結ぶという行為が不自然になるから

である。そうすると、この契約の連鎖はモンゴ、ル人が張氏と永久賃貸契約を結んでいて、

張氏がその戸口地の小作権を高氏に売って、今度は高氏がモンゴル人地主と永久賃貸契約

を結んだという関係になる。これは中国本土に存在した小作権の転売とよく似たケースで

ある。

第三節農地小作料の支払い形態

清代の帰化城トゥメト旗において、モンゴル人と漢人小作農との聞に農地の賃貸契約と

いう社会関係が存在していた。この農地賃貸契約という社会関係には、当時の経済的な状

況もある程度反映されていた可能性がある。特に契約関係に欠かせなし、小作料や契約金の

支払い形態に、貨幣の流通状況などがある程度かかわっているであろう。

清代の帰化城トゥメト旗における農地賃貸契約文書から見ると、契約を結んだ双方の当

事者の聞の小作料支払い形態としては、現物納付と貨幣納付という二種類が存在していた

ことがわかる。現物納付の形態とは、例えば本論文の第二章であげた事例2のように、地

主が小作人から小作料として農作物(アワ、ムギ等)を受領していたことを指す。現時点で筆

者が確認できている農地賃貸契約文書を全て分析してみると、このような現物納付形態は、

モンゴ、ル人地主と漢人小作農との間で結ぼれた契約から確認できる事例は極めて少ない。

モンゴ、ル人地主と漢人小作農との間での賃貸契約では貨幣による小作料納付が一般的であ

る。一方で、回民と思われる地主と漢人小作農の間で、の現物納付形態による賃貸契約は決

して少なくない。この違いを筆者なりに考えてみると、その原因は食文化の違いで、あった

可能性がある。清代の帰化城トゥメト旗では一般のモンゴル人でもなお伝統的な遊牧民の

食生活が続いていて、中国本土で食される農作物を食べる習慣にまだなじんでいなかった

可能性が考えられる。そこで地主であるモンゴル人にとって小作料の支払いは、農作物よ

りも貨幣の方が実用的で、あったという可能性がある。逆に、漢人や回民等の農業文化に属

する人々にとっては、小作料の支払いは貨幣よりも農作物の方が実際に役立つものであっ

たのではないか。

いずれにしても、これらの農地賃貸契約文書だけから、清代の帰化城トゥメト旗での貨

幣経済状況を検討することは容易ではない。ただ、貨幣の使用はかなり一般的に普及して
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おり、少なくとも農地の賃貸契約の方面では現物納付という形式が主流で、はなかったとい

うことは、はっきりと断言することができる。ちなみに農作物をはじめとする食料品や、

その他の生活必要品が、商品経済の浸透にともなって値上がりしていく可能性を想定する

と、永久賃貸契約によって定額の貨幣を受け取り続けるこの種の契約がモンゴソレ人地主に

とって現物納付より不利で、あったことは明らかであろう。モンゴ、ル人地主が貧困化してい

く一つの原因がここにあったのかもしれない。

そして、清代の帰化城トウメト旗における農地賃貸契約では、当然のことながら、貨幣

として銀と銅銭が使用されていた。つまり、小作料は一般に銅銭~枚という形で契約され

ており、しばしば銀~両などの形式も使われている。小作料の額は契約年代、農地の場所

や広さなどによって異なっている。永久賃貸契約文書では、一般的な賃貸契約文書とは異

なって、この小作料以外にも契約金のことが必ずと言って良いほど書かれている。一般的

な賃貸契約文書でも、契約金が記されるものはしばしば存在するが、大部分は契約金のこ

とが出てこない。そして契約金が存在するものは、銀で支払われることが多く、まれに小

作料も銀で支払われている。それに対して、永久賃貸契約では小作料も契約金も銅銭で支

払われることが多い。これらの問題については、第八章で、より詳細に検討したい。

第四節農地賃貸契約の権利関係

帰化城トゥメト旗でモンゴル人地主と漢人小作農の間で交わされていた農地の賃貸契約

には、このように一般的な賃貸契約と永久賃貸契約との二つの形式が存在していた。さら

に一般的な賃貸契約は、契約期限の有無によって、期限無設定型賃貸契約と期限設定型

賃貸契約との二種類に分類される。このような形式や種類は、その賃貸する農地の権利の

諸形態に応じて出現したものであると考えられる。農地に対する諸権利を分類してあげて

いくと、農地の小作権、小作人選定権、小作料受領権、所有権などが存在したと考えられ

る。そこで、以下に上述の農地賃貸契約から見える、農地に対する諸権利について検討し

てみよう。

まず、一般的な農地賃貸契約を土地の権利方面から分析してみると、モンゴ、ル人地主は

漢人小作農に農地を賃貸して小作料を徴収する。そこでは、モンゴ、ル人地主が小作料受領

権を取得する代わりに、漢人小作農に農地の小作権のみを許していたことになる。ただし、
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事例 9のような農地の期限無設定型賃貸契約に際しては、小作権を無期限に許していたわ

けではなく、モンゴル人地主が小作権を随時取り返すことができた可能性が高い。モンゴ

ル人が土地の小作権を取り返せば、その農地の賃貸契約が解約されることになる。そして、

また他の漢人小作農と賃貸契約を結ぶ。このような小作人を変更する権利を小作人選定権

と呼ぶならば、小作人選定権は地主で、あるモンゴ、ル人が有する権利で、あったと考えられる。

すなわち、賃貸した農地に対して、漢人小作農が小作権を有しており、地主であるモンゴ

ル人が小作人選定権、小作料受領権を有していて、地主の側が農地の賃貸契約に対する主

導権を握っているように思われる。

次に、期限無設定型賃貸契約とは異なる期限設定型賃貸契約を土地の権利方面から検討

すると、モンゴ、ル人地主は漢人小作農に一定期間中の農地小作権を許していたことになる。

つまり、モンゴル人地主は、賃貸した農地の小作権を少なくとも一定期間中は取り返すこ

とができない。それとともに、その期間中は小作人選定権が制限されることになる。しか

し、その一定期間を過ぎると、小作権と小作人選定権の両方が戻ってくると考えられる。

したがって、期限設定型賃貸契約の方が、期限無設定型賃貸契約よりも、モンゴル人地主

の権利はやや弱し、と言うことになる。

一方、農地の永久賃貸契約を土地の権利方面から見ると、モンゴ、ル人地主は戸口地の小

作料受領権と所有権の両方を持つてはいるが、永久の賃貸契約をしているため、この契約

自体を取り消すことができない、すなわち小作権を完全に失っている上に、小作人選定権

をも完全に失っているなど、土地に対するかなりの権利を既に失っていることがわかる。

これは漢人農民の立場から見ると、清朝政府が戸口地を漢人に典売することを禁止した法

律を避けるための名案で、あったのかもしれない。

さらに、中国本土では、このような永久の小作権を小作人が代々相続することもできた

ようである120が、おそらく帰化城周辺でも、次の世代に相続されていたと考えられる。八

木 1940は、中国本土での永小作の場合、地主は小作人から毎年一定の小作料を取り立てる

権利を持つのみで、その土地の所有権を有するものではないと述べている。この主張から

見ると永久賃貸関係においては、漢人農民が戸口地の使用権だけではなく、所有権も得た

に等しいということになるが、モンゴル人箭丁がそれをどのように考えていたのかは、な

お断定し難い。いずれにしても、このような永久の賃貸契約を通じてモンゴ、ル人箭了は戸

口地の小作権や小作人選定権などの権利を徐々に喪失していったと考えられる。第三章で

120八木 1940:17参照。または、寺田 1983:45参照。

81 



明らかにしたように、戸口地の賃貸関係が何十年も続いて、地主も小作農も代換わりして

いくと、しばしば漢人小作農の側が農地の所有権を主張し始めて小作料を支払わなくなり、

泥沼の民事訴訟(土地争い)を経て、結果的にモンゴル人箭丁は戸口地への権利を完全に失っ

ていくのである。

小結

本章で検討してきた内容をここであらためでまとめておきたい。まず、帰化城トワメト

旗での農地賃貸契約も、中国本土での賃貸契約と同様に、一般的な賃貸契約と永久賃貸

契約との二つの形式に分けることができ、さらに、一般的な賃貸契約は契約期限の有無に

よって、期限無設定型賃貸契約と期限設定型賃貸契約との二種類に分類される。農地の

賃貸契約の形式や種類から土地の権利を検討すると、帰化城トゥメト旗でモンゴ、ル人地

主が漢人小作農に賃貸した農地では、漢人小作農が小作権を有している。そして、期限無

設定型賃貸契約の場合には、地主であるモンゴ、ル人は小作人選定権と小作料受領権を有し

ていて、農地の賃貸契約に対する主導権を握っていたように思われる。次に、期限設定型

賃貸契約の場合、モンゴル人地主の小作人選定権が一定期間にわたって制限されており、

モンゴ、ル人地主の主導権がやや弱まっているといえる。

清代において帰化城トワメト旗のモンゴ、ル人箭丁の大部分は漢人小作農に戸口地を賃貸

して小作料をもらっていたが、嘉慶年間以降の清朝後半期に入ると、さらに永久の賃貸と

いう形で永小作させていた例が多数出現することは確実で、ある。これは中国本土に古くか

ら存在していた永小作の形態と同じものであって、漢人小作農の入植によって帰化城トゥ

メト旗にも広がっていったと考えられる。また、漢人小作農の間では、この永小作権の転

売も行われていた。

清代の帰化城トゥメト旗では、貨幣による小作料や契約金の納入が普及していたが、地

主が回民であるとみられる事例では、しばしば穀物による小作料納入も清末まで存在して

いたことが明らかである。ただ、貨幣による納入がかなり一般的に普及しており、地主の

側の民族文化的な違いによって、農地小作料の方面でのみ穀物による納入という形式が残

った可能性も考えられる。

一方、農地の小作権、小作農選定権、小作料受領権、所有権という諸権利から見ると、

帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル人箭丁が戸口地に対する権利を喪失してし、く過程としては、

期限無設定型賃貸契約、期限設定型賃貸契約に続いて、最終的に、永久の賃貸契約によっ
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て、小作農を選定する権利を完全に喪失していったと考えられる。
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第五章農地質入契約の筒形態

小序

帰化城トゥメト旗のモンゴル人箭丁は、自分に分配された農地である戸口地を、大抵の

場合漢人農民に賃貸していた。またしばしば、この賃貸済の戸口地を担保として、他のモ

ンゴル人あるいは寺院からお金を借り、その借金の利子として戸口地で、の漢人小作農から

の小作料受領権を渡す「質入れ」を行っていた。第三章の事例 3では、早くも 1762年に帰

化城トゥメト旗のモンゴ、ル人の間で、利子付きでお金を借りて、借金の利子代わりに自分の

賃貸していた土地の地代受領権を渡すという「質入れ」が行われていたことを取り上げた

が、本章ではそれらに引き続いて、帰化城トゥメト旗におけるモンゴ、ル人同士やモンゴル

人と寺院との間で行われていた農地質入契約について、より詳しく検討したい。

第一節一般的な農地質入契約

1、帰化城トワメト旗における農地質入契約の分類

現在までに筆者自身が調査したところでは、清代の帰化城トワメト旗周辺で作成されて

いた農地契約文書は、漢文文書が数多く存在しているが、モンゴ、ル文農地契約文書もある

程度残っている。現在残されているモンゴ、ル文の農地契約文書を確認すると、最も多く見

られるのが農地質入契約文書である。また漢文で書かれた農地質入契約文書は現在までの

所、 2通121しか発見されていない。しかもそれは漢人に質入れした非合法の契約文書である

と考えられる。モンゴル文の質入契約文書が多いのは、契約する双方がともにモンゴ、ル人

だ、ったからであろう。

史料①と史料②を見ると、モンゴ、ル文の契約文書は全て、モンゴル人同士の聞か、ある

いはモンゴル人地主と寺院との間で作成されたものであり、そのほとんどが質入契約文書

であることがわかる。史料①の質入契約文書 16通と史料②の質入契約文書 78通を合わせ

て、合計 90通122が確認できる。その内訳は、乾隆年間(1735-1795)のものが 38通、嘉慶年

121史料④の第 41、42番(第 l冊:40、41)文書である。

122合計文書数が 94通より少ないのは、史料①と史料②に閉じ文書が 4通出てくるためである。
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間(1796・1820)のものが 14通、道光年間(1821-1850)のものが 20通、威豊年間(1851・1861)の

ものが 3通、同治年間(1862・1874)のものが 5通、光緒年間(1875-1908)のものが 2通、宣統

年間(1909・1911)のものが 8通である。この内訳から、農地質入契約が少なくとも清朝の中期

から末期まで存在していたことがわかる。ここでは、以上の質入契約文書を分析し、モン

ゴル人同士の間での農地質入契約の実態をより深く追究してみたい。

1-1. 農地質入期限の有無による分類

清代の帰化城トゥメト旗におけるモンゴ、ノレ文農地質入契約文書を分析すると、契約期限

があるか否かによって以下のように二種類の契約に分類することができる。

1-1-1.期限無設定型の質入契約

清代の帰化城トゥメト旗におけるモンゴ、ノレ文農地質入契約文書を見ると、当時、モンゴ

ル人同士やモンゴル人と寺院との間での農地質入契約は、契約の期限が設定されていない

ものが大部分であった。このような契約を期限無設定型の質入契約と呼ぶことにする。以

下にその例をあげておきたい。

事例 14、史料②(Altan-orgi11988: 170)の文書。乾隆 31(1766)年にモンゴ、ル人同士が土地

の質入れについて作成したモンゴル文質入契約文書である。

契約文書を作成すること。

乾隆三十一 (1766)年九月二十六日、 トルグジャブのソムの箭丁である私ノモンダラ

イは、お金を使う必要があったために、ウリジーグ・エルヒン・ボルガクチ寺院(崇寿寺

123)のシャピ124であるチョルジゲブグイ・ダシから銅銭三千二百枚を借りて使った。この

使ったお金の利子にシャンダイ・ガチャーの西方にあるーヵ所の土地、種を播かせてい

る漢人のトロウチから毎年銅銭千六百枚をもらう賃貸の地代を寺院のシャピであるゲブ

グイ・ダシに渡した。この借りたお金をいつか返せば土地を請け出して受け取る。返さ

123寺院の漢名は、 Altan-orgi11982: 267による。この研究によれば、崇寿寺は順治 8年(1651)

に創設された寺院で、帰化城の西方 1キロメートルぐらいの所にあった。また、 PungsuyJuuと

も呼ばれていた。嘉慶 24年(1819)の時点で 108名のラマが所属しており、最高 150名までの所

属が認められていたという。

124 sabi( <沙輔)。本来は「仏弟子」を意味する語であるが、一般には、僧侶や寺院に隷属す

る遊牧民を指す。そのため、またハル・シヤピ(俗人のシャピ)とも呼ばれる。
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なければまだ寺院が(地代を)もらい続ける。

そのために、言うだけでは契約にならないので、契約書を作成した。このソムの領催

ラチャブ、またシャンダイ・オトグ125の第一モントホル126・アダチ、オユンダライたち

が保証する。

このことを知っている人たち(仲介入)、このソムの領催ラチャブ、

このソムの領催シャンディ、

このソムの領催サインピリグト、

このソムの領催チョイジャブ、領催アユシ

このソムのガブシガイ・ユンドン、

ホヤグのモントホル・アダチ、オユンダライたちである

この契約書では、 1766年に帰化城トゥメト旗のモンゴノレ人箭丁が崇寿寺のシャピからお

金を借りて、この借りたお金の利子の代わりに自分が漢人に小作させている土地の小作料

受領権を渡すことにしている。その際、いつかお金を返したら小作料受領権を戻してもら

うと定めて質入れしたという契約書である。

この文書からみるとモンゴノレ人ホヤグが土地を質入れしたことは普通の事であるけれど

も、当地のソムの役人である領催たちが保証人になったり、または仲介入になったりして

いて、このことと関連する人が 10人も出てくる。したがってこの文書は、当時の帰化城ト

ウメト旗のモンゴ、ル人同士の間の完全に正統な契約書で、あったと考えられる。こうした契

約書を作成していたのは、自分自身の財産である土地の所有権を守ろうとし寸考えの結果

であろう。すなわち、モンゴ、ル人の土地に対する所有意識が弱かったという一般的な言説

とは逆に、当時の帰化城トワメト旗のモンゴ、ル人が土地を大切な財産として扱っていたと

推定できるだろう。

なお、この文書の中に書いてある「この借りたお金をいつか返せば土地を請け出して受

け取る。返さなければまだ寺院が(地代を)もらい続ける」という部分からわかるのは、モン

ゴ、ル人ホヤグが何十年もの問、借りたお金を返さなくても、土地の所有権が彼に属してい

るということであろう。また、ここで書かれている九、っか」という言葉は不定の時期を

125 モンゴ、ル語オトグは、ノトグとも同じ綴りであるが、ここではオトグであると判断した。

以下、その判断にいちいち注は付さないこととする。清代のオトグに関しては、岡 2007:109-

217を参照。
山意味不明。
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表していて、借金の弁済期限は明示されていない。つまり、期限無設定型の契約であると

考えられる。期限無設定型の質入契約文書の特徴を土地に関する権利の方面から言うと、

いつまで、たっても、モンゴル人地主の所有権が典主(質入れ先の人)に移転しないことである。

すなわち、小作料受領権を請け戻す権利を回購権と呼ぶならば、回目責権はいつまでももと

のモンゴ、ル人地主に残っていると考えられる。

1-1-2.期限設定型の質入れ契約

清代の帰化城トゥメト旗周辺におけるモンゴ、ル文質入契約文書は、大部分が上記のよう

な期限無設定型の質入契約文書であるが、それに対して明瞭な期限が書かれている契約文

書も、一部存在する。ここでは、これを期限設定型の質入契約と呼ぶことにする。現時点

では期限設定型の質入契約文書は、史料①の質入契約文書2通と史料②の質入契約文書9

通を合わせて、合計 11通発見できている。ただし、両史料の一通ずつは同じ文書であるの

で、実質上は計 10通である。その 10通の契約文書を年代順に表にすると以下の通りであ

る。

表 3、期限設定型のモンゴル文質入契約文書一覧

契約文書 契約年 期限 質入れ者 質入れ先

1(史料②227) 乾隆 27(1762)年 30年 騒騎校127 寺院

2(史料①80-38-290) 乾隆 31(1766)年 3年 シャピ フ可ア

3(史料②177) 乾隆 31(1766)年 3年 シャピ フ守ア

4(史料①80-38-392、 史 乾隆 46(1781)年 8年 箭丁 寺院

料②180-181)

5 (史料②198-199) 嘉慶 18(1813)年 4年 箭丁 フマ

6(史料②207-208) 道光 3(1832)年 8年 箭丁 寺院

7(史料②218-219) 道光 17(1837)年 3年 箭丁 寺院

8 (史料②219-220) 道光 21(1841)年 3年 シャピ フマ

9(史料②220-221) 道光 21(1841)年 3年 シャピ フマ

10(史料②18ト 182) 光緒 8(1882)年 5年 身分不明 寺院

(史料①の後の数字は文書番号。史料②の後の数字は収録されているページ番号である。

127旗の役所内の職名。旗内の佐領ごとに任命される。
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表 4も同様)

表 3から見ると期限設定型の質入契約文書の作成年代は乾隆年聞から光緒年間までまん

べんなく存在している。質入れ者の身分は、シヤピか箭丁(役人となった箭丁で、ある騨騎校

を含む)であり、一方質入れ先は全て寺院かラマかのどちらかである。期限設定型質入契約

文書の焦点である期限は、一番目の 30年という期限を例外とすれば、 3年から 8年までと

いう期限が設定されている。以下に具体的な事例をあげて検討してみよう。

事例 15。これは史料①80-38-392の文書で、表の第4番目のモンゴル文質入契約文書

である。この文書では誤った綴りが多々見られるため、その後に[ ]を付して正しい綴り宇

を補足提示した。

<筆者による訳文>

1/0契約文書を作成すること。ウディーン・ソムの箭丁であるナワーンは生活費が 2/

不足しているため、自分の所有しているバンジョールのパイシンのオトグの前方にある

3/四十畝、西方の五十畝、東方の十畝合わせて一頃の土地から(受け取る)年に銀三 4/両の

小作料を渡し、

5/(一宇撞E頁)ウリジーグ・エルヒム・ボルガクチ寺院(崇寿寺)の会計係であるセレンが(仲介

して)これをムンフ・ジブ128に銅銭八千枚で質入れさせた。話し合って八 6/年期限で(土

地を)渡した。いつか、もとのお金である銅銭八千枚を数通り 7/に返せれば、土地を請け

戻せるσ 返せなければ、このムンフ・ジブが(小作料を)受け取り 8/続ける。このために

言うだけでは証拠にならないため、契約文書を作成して 9/皆の前で保証して渡した。

10/(一字撞頭)乾隆四十六 (1781)年十二月十四日

111(半文字)129

12/駿騎校チレ 十

13/これを知っているこのオトグpの領催130パヤルト + 

14/領催ポンソグ+

128 ジブは寺院財産を表すチベット語である。

129 この半文字と書いているのは筆者が付けた名である。後で詳しく述べる。

130旗の役所内の職名。佐領ごとに任命される注 127で述べた騨騎校の下にいる最下級の役人

である。
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この事例 15は、乾隆年間にモンゴル人箭丁ナワーンが寺院から利子付きでお金を借りて、

その利子の代わりに、漢人小作農から徴収する小作料を渡すことにしたという「質入契約」

で、期限無設定型質入契約文書とほとんど違いはないが、一見弁済期限とも読み取れる「八

年期限」としづ語が加えられている。ここで、もしもこの「八年期限Jを借金の弁済期限

であると考えれば、 8年を過ぎると、農地を請け戻すことができなくなり、回購権の時効と

なって実質上土地を失うことになる。しかし、質入れの条件として、その続きに九、っか、

もとのお金である銅銭八千枚を数通りに返せれば、土地を請け戻せる。返せなければ、こ

のムンフ・ジブが(小作料を)受け取り続ける。」と書かれている。すなわち、期限無設定型

の質入契約文書と同じく、いつか債務を弁済すれば、いつでもその時に質から請け戻すこ

とができるというように読み取れる。つまり、「八年」という期限を過ぎても、借りた金さ

え弁済できれば、土地を請け戻すことができるわけである。もし、そうだとするとここで

強調されている契約の期限とは、借入金の弁済期限ではなく、別の期限を表していること

になる。このような期限付きの契約文書は、上記の表の第4、8、9番文書でも共通する形

で書かれている。それでは、期限設定型の質入契約文書の期限とは、一体何の期限を表し

ているのか、次の事例から検証して見ょう。

事例 16。これは史料②Altan-orgil1988: 207-208のモンゴ、ノレ文質入契約文書で、表 1の第

6番目の文書である。

<筆者による訳文>

契約文書を作成すること。

章京ピリグトのソムの箭丁であるジャムソは(お金を)使うことが差し迫ったため、自

分が所有する、アランチヨードオトグ(にある土地)のロンタイホウ(漢字不明)から毎年も

らう小作料の銅銭一千六百枚をウリジーグ・エノレヒム・ボノレガクチ寺院(崇寿寺)のシヤ

ピであるモロムタイから銅銭五千枚を借りて使ったお金の利子として渡し、質入れした。

いつか(借りて)使った元のお金を数通りに返せば、主(地主)が小作料を取り戻す。返せな

ければ、小作料をモロムタイが常に受け取り続ける。もし、漢人(小作農)の小作料が足

りなくなったり、第三者が面倒なことを起こしたりする場合、ジャムソが全て引き受け

るほか、八年以内に追加してお金を借りるとか、請け戻そうとしてはいけないのこのた
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めに、言うだけでは証拠にならないため、両方が同様な契約文書を作成し、分けて受け

取った。

これを知っている人、 このソムの箭丁デムチグ、アラクチヨードの箭丁ワングル

道光三(1823)年時月(旧暦の 12月)一日に作成した。

この事例は道光年間に、モンゴル人箭丁が寺院のシャピからお金を借りて、漢人小作農

から受け取る小作料受領権を渡したという期限設定型の質入契約文書である。この契約文

書でも事例 15と同じく「八年Jという契約期限が定められているが、この「八年」という

のは期限内に追加してお金を借りたり、請け戻したりしてはいけないという期限であるこ

とがわかる。つまり、定められたこの期間内には弁済しないという契約期限なのである。

また、この事例以外にも、上記の表の第 2、3、5、7、10文書を確認すると、 f---....年後に」

とか、 f---....年過ぎた後に」などの文言が書かれていて、この事例 16と同様に、一定の決ま

った期間内は請け戻すことができないという内容が確認できる。要するに、清代の帰化城

トワメト旗におけるモンゴノレ文の期限設定型質入契約文書に示されている契約期限とは、

借入金の弁済期限ではなく、この期間内は請け戻しができないという期限であることがわ

かる。

1-2. 農地質入時の賃貸関係の有無による分類

続いて、清代の帰化城トゥメト旗におけるモンゴ、ル文農地質入契約文書は、担保とする

土地が漢人小作農に賃貸された状態にあるかどうかによっても、以下のように二種類に分

類され得ることがわかる。

1-2-1.賃貸済農地の質入れ

前述の第三章の事例 3であげた農地の質入契約からもわかるように、帰化城トゥメト旗

のモンゴル人地主たちは、まず自分の農地を漢人小作農に賃貸して、小作料を徴収してい

た。次に、他のモンゴル人や寺院から現金を借りて、そのお金の利子として漢人小作農か

らの地代受領権を一時的に引き渡すという、農地の質入れを行っていた。本章での事例 14、

15、16を含む最も一般的なこのタイプの質入れは、賃貸済農地の質入れと呼ぶことができ

るであろう。
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1-2-2.無賃貸農地の質入れ

清代の帰化城トワメト旗では、上記のような賃貸済農地の質入れ以外に、誰にも賃貸

されていない状態の農地を担保とした質入れも存在する。このような質入れを、無賃貸農

地の質入れと呼ぶことができるであろう。今のところ、通常の賃貸済農地の質入れとは明

らかに異なる無賃貸農地の質入契約と見られる事例が 4件だけ確認できている。その 4通

の契約文書を年代順に表にすると以下の通りである。

表 4、無賃貸農地のモンゴル文質入契約文書一覧

契約文書 契約年 質入れ者 質入れ先

1(史料①80-38-338) 乾隆 38(1773)年 シャピ フマ

2(史料②172) 乾隆 38(1773)年 シャピ フマ

3(史料②182-183) 乾隆 48(1783)年 箭丁 フマ

4(史料②266-267) 乾隆 53(1788)年 箭丁 フ守ア

この表から見る限りでは、年代としては乾隆年聞に集中していることがわかる。おそら

くこのような無賃貸農地の質入れが乾隆年間までは存在していたということであろうが、

詳しい理由は今の所なお不明である。この内の一件を事例としてあげると、以下の通りで

ある。

事例 17。これは史料②Altan-orgi11988: 182-183のモンゴ、ル文質入契約文書であり、表4

の第3番目の事例である。

<筆者による訳文>

章京シャムブドルジのソムのグンジャブは公務(兵役?)が大切であるため、ウリジー

グ・エルヒム・ボルガクチ寺院(崇寿寺)のジャサクラマ131から銅銭四十千(4万)枚を(借り

て)使ったため、自分の所有するこ十畝の二カ所の水地を渡した。お金に利子がない、土

地に地代がない。いつか元のお金を数の通りに返せば、土地を請け出す。お金を返せな

ければ土地をジャサクラマがいつまでも耕し続ける。

131 筆頭ラマ。寺院全体を管理するラマである。
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このために、言うだけでは証拠にならないため、契約文書を作成しておく。

乾隆四十八(1783)年冬の中の月(11月)の初五日

知っている人 ゲロンチョイドル、ワンジル、へシグト、ニマ、インゲル

この事例は、乾隆年間にモンゴル人箭丁が寺院のラマからお金を借りて、その担保とし

て水地(第七章で詳述する)を渡した質入契約の文書である。ここでは、契約の条件として

rmδnggun-du liCin ugei， yajar--tu kδlusu ugei (お金に利子がない、土地に地代がない)J と書い

である。これはこの農地を質入れする時には誰にも賃貸しておらず、質に入れた後、寺院

のジャサクラマが小作農に賃貸して「利子代わりに自ら地代を受け取ってよい」という意

味だと考えられる。すなわち、このモンゴノレ人箭丁の農地は誰にも賃貸していない状態で

質入れしたということであると判断できる。また、前述の事例 14、15、16のような賃貸済

農地質入契約文書には、漢人小作農からもらう小作料が必ず書かれているが、このような

無賃貸農地の質入契約文書には、小作料を示す金額が書かれていない。さらに、この契約

文書には rjos[Joyus]eseδgbesu yajar--i jasay lam-a kejiye出 bolbatariysayar bayimu (お金を返せ

なければ土地をジャサクラマがいつまでも耕し続ける)J と書いてある。文面から見ると、

当時のモンゴル人ラマが自ら耕作をしていたようにも読めるが、実際に寺院のジャサクラ

マで、ある人物が自ら耕作するということは考えられない。おそらく誰か他の漢人に小作さ

せて、その小作料をもらうということである可能性が高いであろう。

2. 帰化城トゥメト旗における農地質入れに伴う慣行

帰化城トゥメト旗ではモンゴ、ル人同士やモンゴル人地主と寺院との間で農地の質入れが

頻繁に行われていて、契約文書を作成していたが、契約文書を多数見ていくと、実際にこ

の農地質入れに伴って種々の慣行的な行為もなされていたことがわかる。そこで、農地質

入契約文書を分析してその慣行的な行為を検討してみよう。

事例 18。これは史料②Altan-orgil1988: 218-219のモンゴル文質入契約文書で、表 1の第

7番の文書である。

<筆者による訳文>

契約文書を作成すること。
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グン・ガライ・ダーのソムのシャイシャン・オトグの箭丁チシャオは生活費不足のた

め、ナスト・アサラルト寺院(慈寿寺i32のシヤピ・ソグチン133であるウォグザド(?)・ナ

ムジルから銅銭二十六千(2万6千)枚を借りて使い、このお金の利子に自分が所有する、

このオトグ(にある土地)のジョー(漢字不明)姓の漢人からもらう小作料(地代)の銅銭四千

五十枚、またトン(漢字不明)姓の漢人からもらう小作料(地代)の銅銭四千枚、二人の漢人

から毎年もらう(小作料)合計銅銭八千五十枚を(借りて)使った元のお金の利子として(土

地を)質入れして渡す。いつか(借りて)使った元のお金を数通りに返せば、(土地を)請け

戻す。返せなければ、ウォグザド(?)・ナムジルが(小作料を)受け取り続ける。三年後に

請け戻せる。三年以内に請け戻してはいけない。このために、言うだけでは証拠になら

ないため、両方が一枚ずつ同様の契約文書を作成し、分けて受け取ったn 漢文(契約)文

書を九枚一緒に渡したn

道光十七(1837)年の春の最初の月(1月)二十一日

(道光)二十一(1841)年の十一月に、息子に嫁をめとる時追加して元のお金として銅銭四

千枚を(借りて)使った。二十二(1842)年の秋に、最初に渡した九枚の(契約)文書から一枚

をチシャオが自分で使うと言って持っていった。

この事例はモンゴ、ル人箭丁が寺院のラマからお金を借りて、金利の代わりに特定の土地

から徴収する小作料受領権を渡すとしヴ賃貸済農地の質入契約である。この事例の最後の

部分に「両方が一枚ずつ同様の契約文書を作成し、分けて受け取った」と書かれているこ

とから、この質入契約を結ぶ両者は同じ契約文書二枚を作成して、一人一枚ずつ持つよう

にしていたことがわかる。また、「漢文(契約)文書を九枚一緒に渡した」とも書かれている。

ここでの「九枚Jの契約文書とは、金利の代わりに渡す合計 9ヶ所の土地の賃貸契約文書

であると思われる。この「九枚」の契約文書が漢文で書かれていたこともはっきり書かれ

ている。つまり、モンゴル人地主と漢人小作農との間で作成された漢文の賃貸契約文書で

あると断定できる。一番最後にチシャオが 9枚の契約文書のうち 1枚を持ち去ったと書か

れているのは、おそらく何らかの理由でチシャオが、 1ヶ所の農地だけを返してもらったと

132寺院の漢名は、 Altan-orgi11982: 268による。この研究によれば、慈寿寺は順治 12(1655)年

に創設された寺院で、帰化城の西方約 25キロメートルの所の山すそに存在していた。
133 ソグチンとは、寺院に所属するラマの職名である。
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いう意味であろう。

もちろん、この一つの事例からのみでは、帰化城トゥメト旗のモンゴノレ人地主全員がこ

のような形で、農地の質入れを行っていたとは断言し難いが、全94(実際には 90)通の質入契

約文書を見ると、質入契約を結ぶ両者が同じ契約文書二枚を作成して、一人一枚ずつ持つ

ようにしたと明記されている文書が史料①の 16通のうち 5通、史料②の 78通のうち 44通

存在している。

さらに、モンゴ、ル文農地質入契約文書を作成する際に、閉じものが二枚作成されて、こ

の二枚の契約文書を、一枚の上にもう一枚を半分重ねるようにずらして置いて、二枚の契

約文書にまたがるような形でその重ねた部分に文字が書かれている契約文書がよく見られ

る。二枚の契約文書双方に半分の文字が残るようにするわけである。筆者はこれを半文字

と呼んでいる。この方法は、漢語では「騎縫」と呼ばれていたようである。こうやって書

かれた文字は、二枚の契約文書を合わせれば、読むことができる。これは契約文書が偽造

されることを防止するため加えられた割り符であると思われる。モンゴ、ル文が半分に切れ

ているとほとんど判読できないが、例えば史料①の 80-38-324の契約文書には ftemdeg

bicig(証書)J という語を書いたうちの左半分かと思われるモンゴ、ル文が書かれている。史料

①の契約文書全 16通を確認すると、上記の 5通の契約文書全てに半文字が記されているこ

とがわかる。さらに、半文字が書かれているものの、「同じ契約文書二枚を作成して、一人

一枚ずつ持つ」というような文言が書かれていない契約文書も 3通存在していて、結局、

史料①の全 16通のうち半数の 8通で半文字が確認できる。

一方、史料②は編纂史料であるため、編者アルタンオルギル氏が半文字を省略したもの

と思われる。例えば、本章で引用した事例 15は、史料①、②の両方にある文書であって、

史料①80-38-392の文書と全く同じ文書が史料②180-181でも収録されている。そこで両者

を比較してみると、史料②では、アルタンオルギル氏が原文書の改行場所を変えてしまっ

ている上に、半文字の部分を省略していることがはっきりと確認できる。しかも、この契

約文書には「二枚作成したj というような文言が書かれていない。したがって、「二枚作成

したJとか、「両者が一枚ずつ持つ」とし、うような文言が書かれておらず、かっアルタンオ

ルギル氏によって半文字が省略されてしまった文書を想定して考えると、契約文書を二枚

作成していた事例の数は、史料②の 78通のうち、 44通よりもっと多い可能性がある。もち

ろん半文字も「二枚作成した」というような文言も書かれていない質入契約文書は存在す

るが、現段階の 94通(実際には 90通)の質入契約文書から見ると、半数以上がこの質入契約
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文書を二枚作成していたタイプの文書であったと推定できる。

次に、農地を質入れする際に漢文の賃貸契約文書も一緒に渡すと書いてある例は、 94通

中計 15通(実際には 90通中の 14通)確認できる。比較的少ないことは確かであるが、この

ように質入れした農地の賃貸契約文書を質入れ先に渡すという行為自体は、質入れ先の人

が土地の所有者を経由せずに、漢人小作農から直接小作料を徴収していたことを示してい

ると考えられる。さらに、契約の利子の部分での「小作料~を渡す」という文言と契約の

条件の部分での「返せなければ、小作料を受け取り続ける」というような文言は、無賃貸

農地の質入れを除いた全 90通の質入契約文書全てに書かれている。これらの部分から見て

も、質入れ先の人が小作料を漢人小作農から直接受領していた可能性は充分にあると思わ

れる。ただ、この質入契約文書そのものには小作農である漢人の名は書かれていない。し

たがって、質入れ先のモンゴル人がどうやって漢人小作農から小作料を受領していたのか

という問題が発生するが、農地の質入れとともに漢文の賃貸契約文書を渡していたとすれ

ば、質入れ先の人がこの賃貸契約文書を利用して漢人小作農から小作料を直接徴収するこ

とは容易なはずである。そこで、清代の帰化城トゥメト旗では、モンゴル人同士あるいは

モンゴル人と寺院との聞で農地の質入契約を結ぶ際には、その農地に関して漢人小作農と

の間で作成された賃貸契約文書も一緒に渡す場合があったと断定できるであろう。

第二節農地永久賀入契約

帰化城トゥメト旗のモンゴル人箭丁は、最初の段階では戸口地を漢人小作農に一般的な

賃貸(後に永久賃貸)の形で小作させていて、小作料を受領していた。しかし次の段階として、

何らかの理由でお金が必要になると、他人(モンゴル人)から利子付きでお金を借りて、利子

の代わりにその小作料受領権(質権、以下同様)を渡すという形で、戸口地を質入れしていた。

そして、その際に農地質入契約文書を作成していた。ちなみに、永久賃貸と質入れとを比

較した場合、モンゴ、ル人箭丁の権利喪失度はもちろん後者の方がより進んだ段階にあるが、

年代上はこちらの方がより早くから存在していた。

そしてこの質入れ状態に加えてさらに、帰化城トゥメト旗のモンゴル人箭丁は、再び追

加して同じ人物(モンゴル人や寺院)からお金を借りたり、質入れしていた土地の一部を返し

てもらったりすることを通して、もともと質入れしていた戸口地を永久の質入れへと変更
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するような行為をしていた。今のところ、一般的な質入れとは明らかに異なる永久の質入

契約と見られる事例が 2件だけ確認できている。一般的な質入れ 永久の質入れともに賃

貸契約に比して発見される件数がずっと少ないのは、漢人に対する農地の質入れが禁止さ

れていたために、質入れ相手がモンゴ、ル人だけで、あったからであろう。以下で、この 2件

を検討してみよう。

事例 19。史料②(A1tan-orgil1988: 267-268)のモンゴ、ル文農地永久質入契約文書で、ある。

<筆者による訳文>

契約文書を作成すること。

契約文書を作成して与える人はガライ・ダー・ダノレマジャブのソムの箭丁であるメレ

ジャブ、息子のセレプたちである。乾隆五十二(1787)年に私の叔父であるダルジャー・

ラマを通じて、その(彼が所属していた)ウルジーグ・エルヒム・ボルガクチ寺院(崇寿寺134)

のガンジューノレのジブ135から六十千(6万)枚の銅銭を借りて使い、その利子に自分自身の

ウジューイニュー)11というオトグに住んでいるユンセンユワン(漢字不明)から毎年受け

取る八千五百枚の銅銭の地代を渡した。

今、我々は公務(兵役?)が大切であるため、所属の佐領(ソムニジャンギン)136に求めて

報告すると、佐領がその寺院のラマ、ゲブグイ 137たちと相談して、この八千五百枚の銅

銭の地代のうち、四千五百枚の銅銭を箭丁であるメレジャブ、息子のセレブたちが恩を

受けていただく。残った四千枚の銅銭の地代をその寺院のガンジュールのジブが永久に

もらうことにする。今後、二度と話し合うことがないとしよう、と言って、参領の所が

同じ二枚の証明書を作成して分けて受け取った。

このことを知っている人 ゲブグイであるユンドン

親戚であるガプシガイエリンチン

領催であるモウニュイツ

道光十一(1831)年冬の末の月(12月)十七日

134注 123を参照。

135ジブは寺院財産を表すチベット語である。

136職名。一つのソムを管理する職位の名称である。

137ゲブグイとは、寺院に所属するラマの監督者の職名である。
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事例 19の契約文書を見ると、乾隆 52(1787)年に箭丁であるメレジャブが自分の叔父で

あるダルジャー・ラマを通じて、そのラマが所属していた崇寿寺からお金を借り、自分の

戸口地を寺院に質入れした。その後、道光 11(1831)年になって公務に従事するために、所

属の佐領に介入を求めて、佐領がこの寺院のラマ、ゲブグイたちと相談し、寺院が一部分

の土地の地代受領権を箭丁メレジャブに返す一方で、残りの部分の土地の地代受領権を永

遠に寺院のものにすることとなり、参領を通じて作成した契約文書がこの文書である。

この契約文書の作成者としては箭丁メレジャブ、息子のセレブたちの名があるし、寺院

が一部の土地の小作料受領権を返却した人という部分にも箭丁メレジャブ、息子のセレブ

たちと書いてある。ただ、これは箭丁メレジャブが作成した契約文書であって、ここに息

子のセレプが現れるのは、この戸口地の相続者が息子のセレプであるということを明記す

るためだと考えられる。もう一つには、一部分の土地の小作料受領権を永久に寺院のもの

にしたことが息子のセレブにもわかるようにしたためと思われる。

この契約文書の中では、「永久の質入れ」であるとも、「売却」であるとも明記されてい

ないため、この戸口地が誰に所属しているのかは区別しにくい。ただ、 ryajarun kolusu-yi mon 

keyid-Un ganjuur-un jiba-dur egUride quriyan abutuyai (小作料を寺院のガンジュールのジプが

永久にもらうことにする)J と書いて、寺院がこの戸口地の小作料受領権を永久に受け取る

ことを示している。また、 regunce qoyisi dakin kelel白kuuCir ugei bolyay-a(今後、二度と(土地

のことを)話し合うことがないとしよう )Jと条件を加えて、この戸口地を取り戻すことをし

ないか、あるいはできないことにしたと考えられる。したがって、所有権は移っていない

ものの、実際には寺院がこの戸口地の所有権を受け取る「売却」に限りなく近い。売却で

はないため、この契約文書ではもっぱら ryajarun kolUsU(小作料)Jのことのみを主張してい

て、売り値の話は出てこない。そこで、この小作料は借りたお金の利子の代わりで、あって、

一部の小作料受領権を返却してもらうことによって、残りの小作料受領権を永久に譲り渡

すことにした契約であると見れば、明確に理解できる。すなわち、この契約文書は農地の

永久質入契約文書なのである。なお、漢人小作農であるユンセンユワンなる人物との賃貸

契約が永久のもので、あったかどうかは明記されておらず不明であるが、この戸口地が一般

的な質入れから永久質入れに変更されても、小作農は替わっていないため、この戸口地が

永久賃貸されていた可能性もある。

次にもう一件、乾隆年間の永久質入契約の事例を検討してみよう。
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事例 20。史料②(Altan-orgi11988: 266-267)のモンゴ、ル文永久質入契約文書で、ある。

<筆者による訳文>

契約文書を作成すること。

乾隆五十三(1788)年冬の初めの月(10月)の十五日に契約文書を作成すること。

シーガリダーのソムの箭丁であるパガジャイが トロド村にあるこ噴九十五畝の土地

を、ウリジーグ・エルヒム・ボルガクチ寺院(崇寿寺)の老副印(?)・ラマのシャピである

ダーラマから百五十千(15万)枚の銅銭を(借りて)使って、その利子に(土地の使用権を)渡

した。お金に利子がない、土地に地代がない。いつか元の借りて使ったお金を数の通り

に返せば、土地を請け出す。返せなければ土地をダーラマが耕し続ける。

このために、言うだけでは証拠にならないため、証明の文書を書いて作成した。

五十八 (1793)年の冬の中の月(11月)三日に領催サインパヤル、箭丁パヤノレ二人が来て、

生きていくためのものが足りないため土地の上にお金を追加して使いたいといって、十

千(1万)枚の銅銭を(追加して借りて)使って、全部で百六十千(16万)枚にして、全盈丞込

に、(自分の)土地だといって話し合うことはないと言って土地?? 138パヤルに、 139

これを見た人、オトグ、のエルデニチョクト

このソムの領催

親戚の人オルヒホ、この寺院のシャピゲロン・セベグ、ジャブ

事例 20の契約文書は、二つの部分から構成されていると思われる。まず乾隆 53(1788)年

に箭丁パガジャイが自分の農地を寺院のダーラマに質入れした契約文書があり、その後乾隆

58 (1793)年に領催サインバヤル、箭丁パヤルの二人が、質入れしたままで、あったこの農地

を担保にして、再びお金を追加して借りて、土地の使用権(あるいは小作料受領権)を永久に

渡すことに変更したという契約文書を追加して書き加えたものであると考えられる。ここ

で前半に出てくる箭丁バガジャイと後半に出てくる領催サインパヤル、箭丁パヤル二人との

関係が示されていないが、その戸口地を相続した者であるはずだと考えれば、恐らくこの

二人は箭丁パガ、ジャイの息子に当たるか、または財産相続権を有していた直接の親戚である

138この語は意味不明。

139この文書の本文はここまでしか書かれていないが、おそらく文章が抜け落ちたものと考え

られる。
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はずである。寺院の方から見ても、この戸口地の所有者と全く関係のない人を相手にして

契約を結ぶことは不可能である。したがって、当時の地元の人々誰もが箭丁パガジャイと、

領催サインパヤル、箭丁パヤル二人との関係を知っていたはずであるし、箭丁であるため、

帰化城トゥメト旗副都統街門の戸司の帳簿にも記録されていたはずである。こういう理由

で、親戚関係をわざわざ示す必要がなかったと推定できょう。

この契約文書には feseδgbesuyajar-i mon ku da lam-a tariysayar bayimu ((借りたお金を)返

せなければ土地をダーラマが耕し続ける)J と書いてある。これまた、文面から見ると、当

時のモンゴ、ル人ラマが自ら耕作をしていたようにも読めるが、実際に寺院のダーラマで、あ

る人物が自ら耕作するということはありえない話である。おそらく誰か他の漢人に小作さ

せていた可能性が高い。 また「日j町us-一加l恥i詑とini句1抱gei，y司吋jar-一寸-

地に地代がなし、川)J と書いてある。これはこの土地を質入れする時には誰とも賃貸契約を結

んでおらず、質に入れた後、寺院のダーラマが小作農と賃貸契約を結ぶなどの方法で、「利

子代わりに自ら地代を受け取ってよいJとしづ意味だと考えられる。箭丁パガジャイが自

ら耕していた可能性は考えられないため、漢人小作農との賃貸契約期限が切れた後に解約

したのか、あるいは質入れするために、期限無設定型賃貸契約をいったん解約したのかも

知れない。

また、領催サインパヤル、箭丁パヤルの二人が再び追加して銅銭 1万枚のお金をもらい、

借金を合計 16万枚に増やして、その代わりに fegun-ece qoyisi eguride yajar geju kelelceku ucir 

ugei (今後永久に(自分の)土地だといって話し合うことがなしつJといって契約した部分が、

より重要である。この契約文書の中で、「永久に(自分の)土地だといって話し合うことがな

し、」というのは、請け戻すことをしないか、あるいはできないということを表わしている

はずである。すなわち、自らの意思でこの土地の小作料受領権を放棄するということだと

思われる。これは形から見ると永久の質入れであると判断できるであろう。土地の使用権

も、小作料受領権も永久に取り戻すことができないわけであるから、限りなく売却に近い

契約であるが、契約書の中に「売却j の語も「売価」も一切現れず、土地所有者を変更す

る公的手続きも全く行われていないため、絶売ではないことは明らかである。しかし一方

で、使用権や小作料受領権の請け戻しも不可能であるから、「活売Jとも言えず、結局、限

りなく絶売に近い永久の質入契約ということになろう。

上記の事例 19、20の永久の質入契約文書から見ると、いずれの場合も小作料受領権を取

り戻すことは不可能で、あったと考えられる。従って、帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル人箭丁
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は戸口地を他のモンゴル人に永久に質入れすることによって小作料受領権を完全に失って

いったといえよう。もちろん、この二つの事例からのみでは、帰化城トゥメト旗の箭丁全

員がこのような形で喪失していったとは断定できない。ただ、モンゴ、ル人箭丁が戸口地へ

の権利を喪失していったパターンのーっとして「永久の質入れ」としづ形態をあげること

はできるであろう。

ちなみに上記の事例 19、20では、 ryajar (土地)Jという言葉のみが出てくるため、この土

地が戸口地であったかどうかははっきりしないが、箭丁の所有する土地なので、戸口地で

あった可能性が高いと思われる。乾隆年間の公文書には戸口地という特定の名称がまだ存

在せず、土地、畑などの総称で呼んでいたからであろう。第三章で明らかにしたように、

嘉慶年間以降になって初めて戸口地としづ言葉が史料上で確認できる。すなわち嘉慶年間

以降に戸口地と呼ばれるようになった可能性は、ここからも立証される。

第三節農地質入れの権利関係

以上の検討から、帰化城トワメト旗の地域では、遅くとも 1762年かあるいはもっと以前

から、モンゴル人同士やモンゴ、ル人と寺院の間で農地を質入れする場合、借入金の担保に

なる農地が漢人小作農に賃貸済であるか、無賃貸であるかに関係なく契約されていたこと

がわかる。そこで、土地の権利で、ある農地の小作権、小作人選定権、小作料受領権、所有

権などの諸権利から分析してみると、期限設定型の質入れに出てくる期限とは、農地賃貸

期限の有無と同じパターンで、その期限内は小作料受領権を請け戻すことができないとい

う意味で、の期限であった。

一方、質入れの担保となる農地を漢人小作農への賃貸状態の有無によって分類すると、

賃貸済農地の質入契約の時には、小作料受領権を渡す質入れになるが、無賃貸農地の質入

れの時には、その小作料受領権というものが存在しない。しかし、無賃貸農地の質入れを

受ける質入れ先の人は、その担保の農地を他人(おそらく漢人小作農)に新たに賃貸して、小

作料を徴収したはずである。したがって、これも最終的に質入れ先の人が農地の小作料受

領権を持つことになる。農地質入契約の時、契約文書を作成することは、土地の地主が誰

であるのか、質入れ先の人が誰であるのかをはっきりさせるためで、あったと考えられる。

ここで、借金の利子、土地の賃貸、質入れ、契約書の作成などの事実から考えると、帰化
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城トワメト旗のモンゴル人は、農地への権利について、まず誰が小作しているのか、次に

誰が小作料受領権を持っているのか、最後に誰が所有しているのかというふうに、三つの

段階に分けて考えていたように思われる。言い換えれば、当時のモンゴル人の土地所有意

識が強まっていて、土地の小作権、小作料受領権、所有権などをはっきり分けて考えてお

り、土地を自分の財産として扱っていて、その土地という財産を保護するために契約書を

作っていたのだと推定できるであろう 140。

一方、農地の永久質入契約は、地主であるモンゴル人が自分の農地の小作料受領権を永

久に質入れ先の人に渡すことなので、所有権だ、けは残っているようにも思われるが、モン

ゴ、ル人地主の立場から見ると、この農地は実際に何の役割も果しておらず、単に名義上存

在しているにすぎなかった。もしも、永久の質入れをした農地が漢人小作農に永久賃貸さ

れていたならば、この農地には、名義上のみの所有者(モンゴル人)と小作料受領権保有者(モ

ンゴル人)、そして永久小作権保有者(漢人)とし、う計三人の持ち主がいることとなるため「ー

田両主」ではなく、「ー田三主」とでも呼ぶべきような状態になっていたといえるであろう。

小結

清代の帰化城トウメト旗で、モンゴル人同士やモンゴル人と寺院との間で頻繁に結ば

れていた一般的な農地質入契約は、契約期限が設定されているか否かによって、期限無

設定型の農地質入契約と、期限設定型の農地質入契約との二種類に分類することができ

る。その際、期限設定型農地質入契約の契約期限とは借入金の弁済期限ではなく、農地

賃貸の期限と同じく、この期間内は小作料受領権の請け戻しができないという期限であ

った。また、農地質入契約は、質入れ時の漢人小作農との賃貸契約の有無によって、賃

貸済農地質入契約と無賃貸農地質入契約との二種類に分類できる。このうち無賃貸農地

の質入契約は、今の所、乾隆年間の物のみ確認されている。

清代の帰化城トゥメト旗で、モンゴ、ル人同士やモンゴル人と寺院との間で農地の質入

が行われる際の慣行としては、質入契約を結ぶ際に、しばしば両者が同じ契約文書二枚

140ただし、ここでしづ土地の所有とは近代的な意味での厳密な個人所有とは異なっていたは
ずである。広い意味で、は全ての土地が皇帝の所有地で、あったともいえる上に、土地を漢人に売っ

た事例がなお確認できなし、からである。この点に関しては、先行研究でもあまり議論がなされて

いないが、本稿では、個人所有に近いという意味で所有の語を使っている。
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を作成して、一人一枚ずつ持つようにしていたことがあげられる。本稿の第九章で述べ

るモンゴ、ル文農地質入契約文書の書式の第 8番目に来る要素である半文字は、この同じ

二枚の契約文書にまたがって書かれていたものと思われる。実際に、史料①の契約文書

からもそれが確認できる。さらに、清代の帰化城トゥメト旗で、農地の質入契約を結ぶ

際には、しばしばその農地の漢人小作農との賃貸契約文書も一緒に渡していて、質入れ

先の人はこの賃貸契約文書を用いて、土地の所有者を経由せずに、漢人小作農から直接

小作料を徴収することがあったと断定できる。

一方、土地の権利である農地の小作権、小作人選定権、小作料受領権、所有権などの諸

権利から分析してみると、質入れの担保となる農地が漢人小作農に賃貸されている賃貸

済農地の質入契約の時には、小作料受領権を渡す質入れになるが、誰にも賃貸されていな

い無賃貸農地の質入契約の時には、小作料受領権というものが存在しない。しかし、無賃

貸農地の質入れの場合でも、質入れ先の人は、その担保の農地を他人(おそらく漢人小作農)

に新たに賃貸して、小作料を徴収していたはずである。したがって、質入れ先の人は、無

賃貸農地の場合でも、最終的に農地の小作料受領権を持つことになる。また、一般的な質

入契約と異なる農地永久質入契約は、地主であるモンゴル人が自分の農地の小作料受領権

を永久に質入れ先の人に渡すことなので、所有権だ、けは残っているようにも見えるが、モ

ンゴル人地主の立場から見ると、この農地は実際には何の役割も果さず、単に名義上存在

するだけのもので、あった。もしも、永久の質入れをした農地が漢人小作農に永久賃貸され

ていたならば、この農地には、名義上のみの所有者(モンゴル人)と小作料受領権保有者(モ

ンゴル人)、そして永久小作権保有者(漢人)という計三人の持ち主がし、ることとなるため、

「一田両主j ではなく、「一回三主Jとでも呼ぶべきような状態になっていたといえるであ

ろう。
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第六章土地の売買

小序

清朝政府は、旗人の旗地と同様に、モンゴル地域でも農地を漢人に質入れしたり、売買

したりすることを禁止していたが、モンゴル人同士の問での質入れ、売買は認めていたよ

うである。その結果、帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル人箭丁は、漢人小作農で、はなく地元の

モンゴ、ル人ラマ僧あるいは寺院に対して土地の売買を行うに至ったとみられているが、そ

れについて実証的に検証した研究はなされていない。モンゴ、ル人同士あるいはモンゴル人

と寺院に間で土地の売買がどのように形で行われていたのかという実態については不明の

ままである。そこで、本章では、帰化城トゥメト旗地域での土地の売買を実証的に検討し、

その土地売買による所有権の移転問題を探りたい。

第一節土地売買契約の実例

まず、清代の帰化城トゥメト旗で、モンゴ、ル人箭丁が自分の生活の基礎となる土地を本

当に売ってしまった事例があるのかということを確認する必要があると思われる。そこで、

史料②の事例をここであげて検討したい。

事例 21、史料②(Altan-orgil，1988: 265-266)のモンゴル文土地建物売買契約文書。この文

書は、乾隆 50(1785)年に帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル人箭丁が自分の家と土地を全てラマ

(あるいはそのラマが所属する崇寿寺)に売った際の契約書である。

契約書を作成すること。

乾隆五十(1785)年の夏の終わりの月 (6月)の二十五日、ジャムバノレドルジのソムの箭

丁であるサインパヤルが自分に属するーヵ所の土地、(その土地にある)五棟の家屋、二

棟の家畜小屋、仏間一棟、土地の状況は、東はパタイ(恐らく土地所有者の名前)、南は

道、西はパラン(恐らく土地所有者の名前)、北は道。この土地、家屋をウリジーグ・エ

ルヒン・ボノレガクチ寺院(崇寿寺)のジャサグ=ラマに銅銭四万五千枚で、売った。
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そのために、言うだけでは契約にならないので、契約書を作成した。

サインバヤル

このことを知っている人たち(仲介入)、ダルハン・オムザド、ワンジルヨソガル、

親戚のヒシグト、ミジドドルジ、ユムチム、ゲスル・シヤジン、

ゲスル・ゴムボ、ジャブ、ダシ、オトグのゲ、スノレ・ミンジュル、

領催ソヨグヤガト、パルダ、ン

この文書は、乾隆五十(1785)年に帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル人箭丁が自分の土地と家屋

などをラマに売った際の売買契約文書である。土地の売買によってラマ(あるいは崇寿寺)

も土地を入手していたことがわかる。チベット仏教は、北元時代のアルタン・ハーンの時

からモンゴ、ル地域で、広がりはじめ、特に帰化城トワメト旗で多くの仏教寺院が建てられた。

清代に入ると、さらにたくさんの仏教寺院が建設され、ラマの人数も多くなってきた。ま

た清朝政府はそンゴ、ル人の 18歳以上の男子をソムに編入して、兵役の義務を課していたが、

仏教寺院に所属してラマになると、その規定の例外となり、兵役の義務がなかった。した

がって、もともとはラマたち個人には、兵役の義務にともなって与えられた土地もなかっ

たはずである。

帰化城トゥメト旗では、モンゴ、ル人箭丁が戸口地という農地を持っていたが、ラマ等箭

丁以外の身分の人々が農地を持っていたかどうかは、詳しく解明されていない。ただ、札

労胡 1985、KδgJil2003および胡 2008などの研究によると、帰化城トウメト旗の寺院も「香

火地j としづ土地を所有していたようである。この「香化地j と呼ばれる土地の由来は未

だ不明である。上記の事例のような購入された土地が寺院の持っていた「香火地」とどの

ような関係にあったのかもまた不明である。これらの諸問題については、今後の課題とし

たい。

一方、事例 21の土地売買契約文書から見ると、一般のモンゴ、ル人箭丁が土地を売買する

という普通の出来事であるにも関わらず、仲介入になっている人、すなわちこの土地売買

に関連する人が 11人もいる。その中に、領催という役人も入っている。そこで次に、帰化

城トゥメト旗でのモンゴ、ル人同士の土地売買に、清朝政府がどのような態度を示していた

のかを以下の事例から分析してみよう。

事例 22。史料①(文書番号:80-38-349) (史料②の Altan-orgi11988: 260-261にも同じ文書
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が収録されている)の乾隆 29(1764)年に、帰化城トウメト旗のモンゴル人箭丁が自分の土地

を崇寿寺のモンゴル人ラマに売って、役所に記録させた許可証である。また、フフホト市

トゥメト左旗柏案館から写真撮影の許可も得ることができたので、原文の写真もここに掲

載しておく O

<筆者による訳文>

許可証141

11戸司が許可証を与えること。参領である 2/アユシの報告するのは、「私に属する五つの

ソムの(副)参領ナムジャブが 3/証明して報告し送ってきた文書の中で、『私のソムの箭丁、

4/ロブサラシが報告したのは、<私自身の土地であるフフホトの東南方の 5/小さい市街

の道の西側にあるーヵ所の空き地の 6/横六丈(丈は約 3.3メートル)、縦十二丈である土地

を銀九十両の 7/値段でウリジーグ・エルヒン・ボルガクチ寺院(崇寿寺)に属するゲブグ

イ.8/ゲレンダシに売りました。このことを彼の親戚である騨騎校サンジ、領催チワン、

141この「許可証」としサ語は、文書全体の上部に大きな文字で記されている。
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9/オブシたちが本当であると証明したことを什長ロブサン、ボヤント、パガ、 10/ボシュ

グ・チガソ、チダりレ、 ドプラグ、シュウダイ、パヤソホラン、臨騎校チワンジャブたち

も 111証明しました>といって報告書を送ってきましたJl(と言っています)。そのために、

五つの 12/ソムの参領私アユシが証明して報告したのを 13/戸可のガライ・ダー・チワン、

ドルマジャブ、オブシ・ソムの章京ド、ガルジャブ、 14/戸司の章京ゲンドジャブ、ビリグ

トたちが帳簿に記入しました」。 その 15/ために、(戸司が)許可証を発行した。

16/乾隆二十九(1764)年の春の終わりの月(3月)の二十日(印)

この事例は、乾隆 29(1764)年に帰化城トゥメト旗のモンゴル人箭丁が、自分の所有する土

地をモンゴル人ラマに売ったことを五つのソムを管轄する参領に報告し、その参領が、自

分の管理しているソムのモンゴ、ル人が土地を売ったといって、旗街門内の一つの部所であ

る戸司の役人に報告し、戸司の役人たちがモンゴル人同士の閣の土地の売買を認めた許可

証である。ただ、その土地売買の報告の順番として、最初にそンゴ、ル人箭丁が自分の所属

しているソムの役人である領催に伝えて、領催からソムを管理する佐領に報告して、佐領

が副参領に報告し、副参領が五つのソムを管理する参領に報告している。それを参領が帰

化城副都統衛門の戸司に報告したとし、う順番である。これを上述の事例 21と関連させて考

えると、事例 21のモンゴル人箭丁が土地を売った契約文書は、一番最初の段階である領催

に報告したこと、すなわちこの土地売買の覚え書きであると恩われる。

また、この許可証の原文の形式を見ると、写真ではうすくてやや見にくし、かもしれない

が、他の公文書や契約文書などと違って、特定の枠が付いている特殊な形式であることが

わかる。このような特定の枠付きの形式は、中国本土で、士地を絶売する時に役所が発行

する「地券」、「執照」などの形式と酷似していることがわかる。さらに、普通のモンゴ、ル

人箭丁が土地を売買したというだけのことにもかかわらず、この売買が個人からソム、ソ

ムからジャラン(つまり参領)、ジャランから帰化城副都統街門の戸司という風に、下から

上へと報告される正式の手続きを踏む非常に慎重な態度がとられていたことがわかる。ま

た、このようなモンゴ、ル人同士の土地売買に対して、帰化城副都統街門の戸司から最終的

に、この土地売買を許可した許可証が発行されていることも明らかである。つまり、 1764

年の段階で帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル人は少なくともモンゴ、ル人同士のあいだでは土地

を売買できていたし、その売買も地方政府が許していたわけである。また、本研究の第三

章で、「当時の帰化城トゥメト旗のモンゴ‘ル人箭丁が、清朝政府から土地を与えられた時、
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旗の役所が詳しい土地台帳を作っていて、誰の土地がどこにあるかをはっきり記載してい

た」ということを明らかにした。そこで、モンゴル人同士が土地の売買をする場合、元の

帳簿と合わなくなるから、土地を売買した人が役所に報告して、土地の地主が変わったこ

とを示す許可証をもらっていたのであると推定できる。

こうして、帰化城トゥメト旗でモンゴル人箭丁が土地を売買することを地方政府が許し、

許可証まで発行していたため、結果的に土地の所有形態がより複雑化してしまった。事例

21と22では売られた土地が戸口地であったかどうかを確証することはできないが、いずれ

にしても、本来なら清朝政府の軍事力を支える兵士であるモンゴル人箭丁が自分の生活基

盤としての土地を売ることは、地方政府が阻止すべきであったはずなのに、逆に許して、

許可証まで発行していたのである。もしも戸口地もこれらの事例と同様に売却されていた

とすれば、その売却行為は内属モンゴ、ルの軍事力が低下していったことを示す証拠のーっ

となるであろう。見つかっている土地売却の事例は少ないとはいえ、もともと清朝政府か

らモンゴ、ル人箭丁たちに配賦された土地が、これらの売買によってモンゴル人ラマたちに

も、所有されるようになった可能性がある。

第二節 土地売買の権利関係

上記の事例 21のモンゴ、ル人箭丁が自分の家屋と土地を一緒に売った文書から、当時のモ

ンゴ、ル人箭丁が土地を自分の家屋や家畜小屋と同じような財産として扱っていたことがわ

かる。つまり、帰化城トゥメト旗のモンゴル人は当時、土地を自分の財産であるとみてい

た。事例 22でも、清朝政府はモンゴル人が土地を自由に売ることを認めて許可証も発行し

ていた。以上の事情を土地の権利方面から見ると、モンゴル人箭丁が自分の土地を売ると

いうことは、土地そのものの所有権が他のモンゴル人に移るということなので、上記のよ

うな非常に慎重な手続きを踏んでいたものと考えられる。したがって、帰化城トゥメト旗

では土地売買、すなわち土地所有権の移転が土地権利関係中でも最も大事にされていたと

推定できる。また、このように帰化城トワメト旗のモンゴル人箭丁が自分の土地を自分の

他の財産と同様に自由に売買できたことは、それらの土地がほぼ完全にモンゴル人の私有

地に近い状態で、あったことを示すと考えられる。戸口地も同じで、あった可能性があろう。

また、清代の帰化城トワメト旗で、土地売買に際して作成された立派な契約書は、実際
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にはこの土地売買の覚え書きに過ぎ、なかったと考えられるが、この立派な契約書は、自分

自身の財産である土地の所有権を重視するという考えの結果なのであろう。すなわち、当

時のモンゴ、/レ人が土地という自分の財産を一番大切な財産として扱っていたと推定できる

だろう。

なお、ここでは、モンゴ、ル人箭丁がラマや寺院に土地を売った場合、それが「香火地」

に含まれるのかどうか、また実際に戸口地を売却した事例があったかどうかは解明できな

かったが、清朝の軍事力を支えるモンゴ、ル人箭丁土地を売り払ってしまうということは、

兵士として戦闘力を失っていくことにつながった可能性もあろう。

小結

本章で検討した内容をここであらためでまとめておきたい。まず、帰化城トゥメト旗で

モンゴル人箭丁がそンゴ、/レ人ラマたちゃ寺院に土地を売った際には、モンゴル文の契約文

書が作成されていた。また、売買した事を領催に報告し、領催からソムの佐領、ソムの佐

領から参領、参領から帰化城副都統衛門の戸司という風に、下から上へと報告していって

正式な手続きをすませるという非常に慎重な態度をとっていたことがわかった。それに対

して、帰化城副都統街門の戸司が、その土地の売買を認めた許可証を発行するという手順

であった。

また、帰化城副都統街門の戸司が発行していた許可証は、他の公文書や契約文書などと

違って、特定の枠が付いている特殊な形式で、あったことがわかった。このような特定の枠

付きの形式は、中国本土で土地を絶売する時に役所が発行する「地券J、「執照」などの形

式と酷似していることがわかる。

土地の売買を権利方面から見ると、モンゴノレ人箭丁が自分の土地を売ることは土地の所

有権が他のモンゴル人に移るということなので、上記のような非常に慎重な手順を踏んで

いたと考えられる。このように帰化城トワメト旗のモンゴル人箭丁が土地を他の財産と同

様に自由に売買できたことは、その土地がほぼ完全にモンゴ、ル人箭丁の私有地に近い状態

で、あったためだと考えられる。もしも戸口地もこのように売却することがなされていたと

すれば、このようなモンゴル人箭丁が土地を絶売する形態も、帰化城トゥメト旗のモンゴ

ル人箭丁が戸口地を喪失していくパターンのーっとなった可能性があろう。もしそうだと
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すると、清朝の軍事力を支える内属モンゴ、ル兵の経済基盤が弱体化していく証拠のーっと

もなるであろう。
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第九章 モンゴル文・漢文庫地質入契約文書の書式

小序

帰化城トゥメト旗では、筆者の調べた限りでは、乾隆 31(1766)年よりも以前の頃159は、

農地契約の中でも、特に漢文の契約文書による農地の賃貸契約がモンゴル人地主と漢人小

作農との聞で結ぼれるのみであったが、後にはモンゴル人同士の間でも農地の売買、質入

れなどの契約が結ぼれるようになり、契約文書もモンゴル文で作成されはじめた。帰化城

トゥメト旗で農業が始まってから、漢文の契約文書が中国本土、特に山西省方面から漢人

農民の進入とともに入ってきたと考えれば、次には、モンゴル文の契約文書が一体どこか

らきたのか、その書式はどうやって創始されたのかということが問われるであろう。そこ

で、本章では、清代の帰化城トワメト旗でモンゴ、ル人が作成していたモンゴ、ル文農地質入

契約文書とその書式の由来を詳細に検討してみたい。

第一節 中国本土における漢文農地質入契約文書の書式

前述のように、漢文質入契約文書については、中国本土の物に関しても全く書式研究が

存在しないため、モンゴ、ル文農地質入契約文書の書式を検討する前に、本節でまず中国本

土における漢文の農地質入契約文書とその書式を先に検討し、それから次節、次々節にて

モンゴル文の書式と比較していきたい。

清代の中国本土における契約文書は、前述のように紅契と白契の形式に分かれていた。

前述の史料⑥は活字印刷された史料集であるため、もとの契約文書が紅契なのか白契なの

かがわかりにくいが、筆者が現在までにある程度の数量の農地契約文書を見た限りでは、

少なくとも農地質入契約文書に関しては紅契と白契の書式上の相違はあまりないように見

える。また岸本 1993も述べるとおり、契約内容によって契約文書の書式が変わることはあ

るものの、全体の文言の構造にはそれほど大きな変化はない。そこで、ここでは紅契と白

159し、つ頃まで漢文の契約文書のみであったのか今のところはっきりとは確認できていないが、

筆者の確認した限りでは、遅くとも乾隆 31年にはモンゴ、ル文の契約文書が作成されている。
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契を区別せずに(区別できない)、史料⑥に収録されている全 62通の質入契約文書を研究対

象にした。この 62通の質入契約文書は、全て漢人の間で作成された契約文書である。その

うち、乾隆年間の契約文書が 8通、嘉慶年聞が 1通、道光年聞が 7通、威豊年聞が 2通、

同治年聞が 5通、光緒年聞が 36通、宣統年聞が 3通である。契約文書が収集された地域と

しては、台湾および東北の盛京省と吉林省、河北省昌禁県、)1頃義県、懐柔県と滞県である。

このような長い年月にわたる幅広い地域から収集された質入契約文書であるが、書式構造

としてはほぼ全て共通していて、以下のように 8つの部分からなることがわかる。

ここでは最も典型的な例として史料⑥の第 152号文書(pp.62-63)、 乾隆 36(1771)年に東

北の盛京省で質入関係に際して作成された契約文書をあげておきたい。なお契約文書と訳

文における【1]から [8]までの記号と数字は、項目の順番を明示するために筆者が書き

入れたものであり、史料⑥は活字化された史料であるため、改行、撞頭などの細かい形式

は不明である。

事例 30、史料⑥(東洋文庫明代史研究室 1975W中国土地契約文書集(金一清)~ )の第 152号文

書(pp.62-63)で、ある漢文農地質入契約文書。

[1]立典契人【2】漢軍正白旗佐領王連福、 [3]因度目不過斐娘無湊、 [4]将自己

房身団地一慮、情恵典於王有松名下、耕種為主、 [5]同衆人説允典慣市銭参百六十吊正、

首日交足、分文不欠、【6】恐後無意、立典契存照

計開

遺冊地共九段十一日零四畝、以典六十年為期、東至河、西至根、北至溝、南至。160山

頂、蓋房一問、債銀三雨開、荒一日、債ー銀一雨

[8]乾隆三十六年五月初一日

[7]説合人董祥

中見人雀寓義

遇書人部永太

立

160ここの丸はおそらく山の名称であると思われるが、漢字が判読できなかったためか、史料

⑥でもこのまま書かれている。
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<筆者自身による日本語訳。( )内は筆者による補足>

[1】質入契約文書を作成する人である [2】漢軍正白旗佐領たる王連福161は、 [3]暮

らしに困り、お金と食糧の欠乏に苦しんでいるため、 [4]自分の家屋とーカ所の農地を

王有松の名義の下に質に入れることを心から願う。農地は耕種のみに利用することとす

る。【5]皆と話し合って認可を受け、質入れの価格はちょうど三百六十吊162の市銭163と

する。その日(契約した日)にお金を全額引き渡し、一銭も欠いてはいけなし、(一括で全額

を払うということ)。【6]後に証拠がなくなることを恐れ、質入契約文書を作成し、保存

して証拠とする。

次のとおり

遺産としての土地が合計九ヶ所で十一日 164零四畝165。質入れは六十年を期限とする166

東側は川まで、西側は根に至り、北側は溝まで、南側はO山までである。部屋一問、価

格は銀三両を払う、一日土地が荒れれば167、価格は銀一両(の罰金?)。

【7]仲裁人 董祥

仲介入 握高義

書いた人部永太

[8]乾隆三十六(1771)年五月一日 (契約文書を)作成する

この文書の契約は、清水 1945のいう典に当たり、寺田 1983のいう活売にあたる。この

農地質入契約文書の書式をまとめて解説すると以下のようになる。

まず、 l番目に官頭語が来る。【1】の部分である。漢文の質入契約文書は「立」という漢

字で始まり、その後に「典契Jr嘗契J168等の契約する契約文書の種類を書き、次いで「人」

161漢軍正白旗に所属しているので、おそらく八旗漢軍の佐領の地位に居た人物である。

162吊は貨幣単位。もとは銅銭 1000文を 1吊としたが、後には各地の算法がまちまちになり、

例えば北京では銅銭 100文または銅元 10枚を 1吊とした。銅元は清末になって使われていた穴
のない貨幣である。

163市銭とは官の鋳造した銅銭のことである。民間で鋳造した銅銭ではないという意味。

164日は面積の単位と思われる。現在の単位で換算すればどのぐらいになるか今のところ不明

である。
165畝は面積の単位である。本稿では清代の畝を「清畝」と表示する。今の面積単位に換算す

れば rl清畝Jはほぼ現在の 0.9126畝、すなわち 614.4平方メートルで、ある。
166六十年期限という質入れ(活売)だと思われる。

167正確な意味は不明。質入れが終わった後に、回墳が 1日遅れればという意味であろうか。

168 r典契j 、 「嘗契j は、いずれも質入れの契約文書という意味である

134 



と漢字で書いて、契約する人の名前を続ける。こういう順番で書き始める物がほとんどで

ある。質入契約文書の場合は、「立典契人」、「立典地文約人J、「立嘗契人」などと書かれる

ことが多い。ここでいう「立Jとは制定する、打ち立てるという意味であるが、前後の文

言と関連させて見ると、「契約を結ぶ」、「契約文書を作成する」という意味である。その後

の「契」、「約Jとしづ漢字は、「契約」、「契約文書」という意味である。「人Jとは契約を

結ぶ人のことを指している。「立~契(約)人J('"'-'契約文書を作成する人)という冒頭語で始ま

るのが基本であるということがわかる。

書式上、 2番目に人名が来る。 [2]の部分である。ここにお金の借り手の名前を書く。ほ

とんど身分は示されないが、八旗漢軍に所属している人物ならば所属が示されることもあ

る。例えば、この契約文書には「漢軍正白旗佐領王連福」と書いてある。また、史料⑥第

162号(p.68)の契約文書にも「漢軍正黄旗李文中、李文王、李文泰、李文平Jと書いてある。

この契約文書は道光 6年(1826)に東北の盛京省金州で作成された質入れの契約文書である。

この二つの例に出てくる王連福や、李文中ら四人の人物が質入契約文書を作成した人であ

ることは、明らかである。言い換えれば、質入契約文書の「立契人」とは、お金を借りる

借り手、すなわち土地の持ち主である。

3番目に質入契約に至った理由が来る。【3]の部分である。その土地を質入れするに至っ

た理由をごく短い文言で表すことも、質入契約文書で記述しておくべき一つの項目となっ

ている。土地を質に入れる理由としては、以下のような例が見受けられる。

・生活に困っている時。例えば「因度日不過蓮根無湊J(暮らしに困り、お金と食糧の

欠乏に苦しんでいるため)(史料⑥の第 152号文書、 pp.62-63)、「因度目維顛J(生活してい

くのが非常に困難であるため)(史料⑥の第 166号文書、 p.70)、「因乏手J(お金が足りない

ため)(史料⑥の第 167号文書、 p.71)などの文言で表現される。

-緊急の支出ができた時。例えば「因急需難分J(差し迫って必要なお金に困っているた

め)(史料⑥の第 190号文書、p.80)、「因用銭麿急J(お金を使うことが差し迫っているため)(史

料⑥の第 208号文書、 p.90)などの言葉で示される。

-農耕ができない時。例えば「因無力耕種J(耕作する力がないため)(史料⑥の第 171号

文書、 p.72)、「因無力使用J(使用する力がないため)(史料⑥の第 174号文書、 p.73)等があ

る。

4番目に土地についての説明が来る。【4】の部分である。質に入れる土地の由来、位置す

る場所、面積などが記される。質入れする土地の所有権の由来を示すこともある。例えば、
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「有祖業田萱所J(祖先から受け継し、だ農地ーカ所があり)(史料⑥の第 150号文書、 p.61)、「祖

置旗地J(祖先から残されてきた旗地)(史料⑥の第 184号文書、 p.77)、「自己祖遺J(自分の祖

先の遺産)(史料⑥の第 189号文書、 p.79)等である。また位置する場所を示すこともある。質

に入れる土地の具体的な場所が、四方の境界を記す形で書かれている。契約文書の中での

順番としては、土地の場所は、質入れの理由に続いて 4番目部分に書く場合もあるし、例

えば契末語の後に改行して「計開J(次のとおり)と書き、再び改行して四方の境界を東、西、

南、北の側がそれぞれどこと境を接すると書く契約文書もある。また面積を記すこともあ

る。面積の単位として日、畝、頃169等の単位が使われている。

また土地の用途を示す。例えばここであげた文書の「耕種為主J(農地は耕種のみに利用

することとする)のように他の用途で使用してはいけないという意味の言葉が来ることもあ

る。

この第4番目の、土地に関する説明の部分は、契約文書によって少しずつ異なる。一通

の契約文書に必ずしも全部の要素がそろっているわけではない。土地所有の由来が書かれ

ていないとか、面積が示されていないとかいうような契約文書もある。

5番目に典(質入)価が来る。【5】の部分である。典価と同時に「同衆人説允J(皆と話して

認められ)という文言が書かれる。ここからみると、典価は皆と話し合って決まる。換言す

れば皆に認められた典価にする必要があったようである。典価は市銭(銅銭)で~吊、または

銀~大員170(台湾での例)、銀~両171などの単位が使われている。典価は年代、場所によって

異なっている。

6番目に契末語が来る。 (6]の部分である。契約文書の契末に、「恐後無想立典契存照J(後

に証拠が残らないことを恐れ、質入契約文書を作成し、保存して証拠とする)というような

文言が書かれる。また「恐後無想、立典契為詮J (後に証拠が残らないことを恐れ、質入契

約文書を作成して証拠とする)(史料⑥の第 163号文書、 p.69)、「恐口無想立嘗契存照J(口

で言っただけでは証拠にならないので、質入契約文書を作成し保存して証拠とする)(史料⑥

の第 168号文書、 p.71)等の文言が書かれる。契末語に書いてある文言は様々であるが、内

容的には、後日、紛争になった時、解決するためのものであるという文言が書かれている。

169 11清頃Jは61440平方メートルで、 0.06144平方キロメートルである。
170銀貨を指す。

171両は中国の重量及び旧式銀貨の単位である。清朝時代には、お金として銅銭と銀が使われ

ており、銅銭は一枚一枚数えていたが、銀は重さを量っていた。清代の重さの単位には斤、両、

銭、分などがあり、 1斤=10両=100銭=1000分であった。 1銭が 3.73グラムであった。
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この部分からみると農地の質入契約文書それ自体が不動産の帰属を証明する証文でもあっ

たように思われる。

7番目に、仲介する人が来る。 [7]の部分である。「説合人J(仲裁人)という語は借り手と

貸し手の双方を和解させる人の意であろう。また「中見人」というのは質入契約を結ぶ双

方以外の第三者つまり仲介入にして、この契約の証人となる人物のことであろう。「遇書人」

(代筆人)とは、作成者に代わって契約文書を書いた人であろう。

8番目に年月日が来る。 [8]の部分である。清朝の年号を入れた年月日を使っている。

以上をまとめると[1]冒頭語、 [2]人名、 [3]理由、 [4]土地の説明、 [5]典価、 [6]

契末語、 [7]仲介入、【8]年月日とし、う順番になる。結果的に岸本 1993の漢文絶売契約文

書に関する記述とほぼ同じ結論が質入契約文書に関しでも得られたことになる。

第二節 モンゴル文庫地質入契約文書とその書式

帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル人の間で、頻繁に作成されていたモンゴル文の農地契約文書

の中でも、現在残されている史料に最も多く見られるのが、農地質入契約文書である。史

料①と史料②を見ると、モンゴ、ル文の契約文書は、全てモンゴル人同士の聞か、あるいは

モンゴル人と寺院との間で作成されたものであり、そのほとんどが質入契約文書であるこ

とがわかる。史料①の質入契約文書 16通と史料②の質入契約文書 70通を合わせて、合計

86通の質入契約文書を分析してみると、モンゴル文農地質入契約文書の典型的な構造とし

ては、以下のように 9つの部分からなることがわかる。

ここでは最も典型的な例として、史料①の乾隆 41(1776)年に、帰化城トゥメト旗のモン

ゴル人と寺院との間で作成されたモンゴル文農地質入契約文書(文書番号:80-38-349、史料

②pp.174-175にも同じ文書が収録されている)を提示しておこう。また、 トウメト左旗柏案

館で写真撮影の許可も得ることができたため、原文の写真もここに掲載しておく。

この文書で、は誤った綴りが多々見られるため、その後に[ ]を付して正しい綴り宇を補足

提示した。また、前節の中国本土での漢文質入契約文書と同様、項目の順番を明示するた

めに、[1]から [9]までの記号と数字を全て同じ要領で書き入れ、改行部分を/記号で示す。

事例31、史料①の乾隆41(1776)年(史料②pp.174-175にも同じ文書が収録されている)に、
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帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル人と寺院との間で作成された農地質入契約文書(文書番号:

80-38-349)。

110 [1] gere bicig bayiyulqu kumun [2] dongrubjambal-yin[un] sumun-u yabsiyai galzan， 21 

[3] ge凶nkereglel-un tula，3 I(単撞)[4] oりi-yierkim bolyayci sume-yin mongke jiba-aca 

naiman mingyan josUoyus] licin-tei4/]igeleju jarayad ene joyus-un licin-durδber-伽 qubin-u

sara 5/emegen-u jam-un jegun eteged-tur bukui nigen keseg qorin naiman mu6 Iyajar-un [5] 

kolusu jil bur[buri]刊 rbanlang monggu-yi [6] misi tiyan-un yosuyar abqu 7/joyus-yi tusiyaju 

ogbe， kejiy-e eki naiman mingyan jos[joyus ]-yi guicedken 8 logbesu yajar kolusu-ben 
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geduregu[gedur斜]abumu， ese ogbesu monggu mongke jiba-dur9 /kolusu-yi idegseger bayimu， 

eyimu-yin tula qo判 sunuge temdeg ulu bolqu-yin tula 10lba印 ger-ebiとigbayiyulJu ogbe， 

11 Iyajar-un ejen galzan + 

121【7]tngri-yin tedkugsen-u docin nigeduger on qabur-un dumdadu sar-a-yin arban 

mgen-e 

131【8】(半文字)172

141【9]egun-i medeku kumun sereng nemdeg [temdeg?] 

15/dembereト白1sumun-u suyiJab + 

<筆者自身による日本語訳。( )内は筆者による補足>

1 1 [1]契約文書を作成する人である【2]ドンロプジャムバルのソムのガブシガイ 173

ガルサンは、 21【3]家庭の生活費のため、 3/(一宇撞頭)【4]ウリジーグ・エルヒム・ボ

ルガクチ寺院(崇寿寺)174のムンフ・ジブ、175から銅銭八千枚を利子付で 41借りて使い、こ

のお金の利子に、自分自身のサラン 51・エムゲン176道路の東側にあるーカ所の二十八畝

の61土地の [5]地代として、毎年銀三両を [6] ミシテヤン177のとおりに受け取る 71そ

のお金を渡す。いつかもとの銅銭八千枚を全部 81返せば、地代を取り戻す。返せなけれ

ばムンフ・ジブが 91地代を受け取り続ける。このために、言うだけでは証拠にならない

ため、 101契約文書を作成して与えた。

111地主ガルサン(十文字)

121【7]乾隆四十一(1776)年春の中の月(2月)十一日

131【8](半文字)

141【9】これを知っている人 セレン・ネムデグ(テムテグ?)

151デムベレルのソムのチョイジャブ (十文字)

172この半文字と書いているのは筆者が付けた名である。後で詳しく述べる。
173職名のように見えるが、詳細は不明。
174注 123を参照。

175ジプは寺院財産を表すチベット語である。
176地名の可能性が高い

177漢語のようであるが、これに続く「のとおりに」を含めて、現在のところ意味は不明で、あ

る。
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ここに示したようなモンゴル文農地質入契約文書の書式をまとめて解説すると、以下の

ようになる。まず、 1番目に官頭語が来る。 [1】の部分である。モンゴル文質入契約文書で

は、 ge-rebicig bayiyulqu-yin ucir(契約文書を作成するため)としづ文言で始まる例もあるし、

この文書のように ger--ebiとigbayiyulqu kumun(契約文書を作成する人)とし、う文言で始まる

例もある。また、 temdegbiCig bayiyulqu-yin uとir(証明文書を作成するため)とし寸文言で始ま

る場合もある。ここでいう ger--ebicig、temdegbiとigは「契約文書」、「証明文書Jという意

味である。 bayiyulquは漢語の「立」と同じ「立てるJという意味を有している。従って、

モンゴ、ル文質入契約文書の冒頭語として使われている最も一般的な文言は、 ger--ebiとig

bayiγulqu(契約文書を作成する)である。続いて、 ucir(ため)または kumun(人)とし、う言葉がく

るが、凶ir(ため)の場合の方が多い。ただし、この冒頭語の部分が書かれていない事例もあ

る。

2番目に、人物についての説明が来る。 [2]の部分である。すなわち、官頭語の次にその

土地を所有する人物の所属、身分或いは社会的地位、名前が示される。まず、土地を所有

している人、あるいは契約文書を作成しようとしている人(立契人)がどのソム、あるいはど

の寺院に所属しているかということを示す。次にその人の身分を書く。例えば、ソムに所

属している場合なら、ジャンギ(章京)、フンドボショグ(競騎校)、ボショグ(領催)、ホヤグ(箭

丁)、ガブシガイなどである。寺院の場合はゲブグイ 178、パンディ 179、ハラシヤピ180などで

ある。

3番目に理由が来る。【3]の部分である。契約文書作成者である地主が、何らかの理由に

よって他人からお金を借りることになったというその理由を示す。決して多くはないが、【3]

の部分が存在しない文書も見られる。質入れの理由としては、以下のような例が見られる。

・生活に困っていること。例えば amijiyuqu mo同S旬la(暮らしていくものが足りないた

め)(史料②、 p.179)、jarulyamokus加la(使うものが足りないため)(史料②、 p.214)などの文

言が書かれている。

-兵役に行くため。例えば alban-ukereg erkim-un加la(公務が大事であるため)(史料②、

p182 p.225)というような文言が書かれている。

-緊急支出があったこと。例えばjoyusjaruqu kereg erkim-y也 知la(お金を使うことが大事

178ゲブグイとは、寺院に所属するラマの監督者の職名である。
179ノ〈ンデ、イとは、寺院に所属する地位の低いラマである。

180ハラシャピとは、ラマで、はなく、寺院に所属する普通の遊牧民である。
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であるため)(史料②、 p.171)というような文言が書かれている。

4番目に、典価と、質入れする土地についての説明とが来る。 [4]の部分である。この部

分は必ず書かれる。借りたお金の額(典価)と土地の所属、位置する場所、面積等が記される。

また、濯概できるかどうかなど、この農地の特徴も書く場合がある。農地の所属について

はめer-Ullqariya加(自分に属する)、 ober-Ullqubin-u(自分自身の)等の文言が使われる。しか

し、 [3】の部分で質入れの理由が示されている場合にはこの農地の所属について書かれず、

逆に農地の所属が示された場合には質入れの理由が書かれないことが多い。続いて、この

質入れするに至った農地の具体的な位置を、何々ガチャー(村落)、何々オトグ181にあって、

誰々(漢人農民)に小作させている土地と表現する。その後に、農地の面積を書く。面積の単

位としては畝、噴等の単位が使われている。

5番目に利子及び条件が来る。 [5]の部分である。農地を質入れする形態としては、他人

からお金を借りて、その借りたお金の利子として自分が漢人農民に賃貸している農地を指

定してその地代受領権を渡すという例がほとんどである。したがって、モンゴル文質入契

約文書における金銭としては典価と、借りたお金の利子の代わりに払う地代、というこ種

のお金が現れる。このうち、一般に典価は【4]の部分に記され、利子代わりの地代が【5】

の部分に記される。ここから当時の典価と利子の計算ができるが、それは場合によってま

ちまちで、決められた基準がないように見える。

また、「いつかお金を返せば土地を請け出す。お金を返せなければ、地代を利子の代わり

に渡し続ける」等のような条件も書かれている。この条件の部分から、確かにこれが質入

れの契約文書であると確認できるわけである。契約文書の中に、質入れという言葉そのも

のが出てくる例は少ないが、例えば、 dangniju(質入れして)(史料②、 p.210)という言葉が出

てくる例もある。

6番目に契末語が来る。 [6]である。契約文書の末尾に句rimu-yin同la，qo判 sunuge temdeg 

ulu bolqu-yin同la，ger-e biCig bayiyulba (このため、言うだけでは証拠にならないので、契約

文書を作成した)という文言が書かれているのが、前記の史料①と②の合計 86通のうちの

76通にのぼる。決まり文句であることがわかるであろう。

181オトグ(オトグ・パグ)は、一般に清代モンゴルの地方社会の伝統的な社会構造の単位で、ある

といわれている(岡 2007: 109 -223)が、帰化城トゥメト旗におけるオトグなどの社会構造に関

しては研究がなされていないため、詳細は不明である。
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7番目に年月日が来る。清朝の年号を入れた年月日を使っている。ただ、年月日を書く位

置は多くが【7]の部分であるが、最初や最後に書かれる場合もある。

8番目に半文字が来る。 [8]の部分である。前述のように筆者の観察では、基本的に質入

契約文書は、同じものが二枚作成される。そして、この二枚の契約文書を、一枚の上にも

う一枚を半分重ねるようにずらせて置いて、二枚の契約文書にまたがるような形でこの部

分の文字を書く。契約文書双方に半分の文字が残るようにするわけである。こうやって書

かれた文字は、二枚の契約文書を合わせれば、読むことができる。これは契約文書が偽造

されることを防止するための措置だと考えられる。

9番目に仲介入が来る。 [9]の部分である。例えば、ここの文書の例では e副加-imedeku 

U加如(このことを知っている人)という文言が書かれている、また egun-imedeku gereとi

kumun(このことを知っている証人)(史料②、 p.195)等の表現も見られる。仲介入の名前の下

に十文字のような印が記されている。サインの代わりであると思われる。

以上をまとめると【1】冒頭語、【2】人名、【3】理由、【4]典価と土地の説明、 [5]利子

と条件、 [6]契末語、 [7]年月日、【8]半文字、 [9]仲介入という順番になる。

第三節農地質入契約文書の書式比較

ここまでの検討結果をみると、中国本土における漢文質入契約文書の書式と帰化城トゥ

メト旗のモンゴ、ル文質入契約文書の書式とはほぼ同じであり、漢文をそのまま翻訳してモ

ンゴノレ文の契約文書にしたように見える。本節では、その問題を分析してみたい。

【1]の官頭語である「立~契(約)人(契約文書を作成する人)J とger-ebiとigbayiyulqu 

kumun(契約文書を作成する人)は、意味の上で漢文をそのままモンゴ、ル語に翻訳したと考え

られる。具体的には、「立J= bayiyulqu、「契(約)J=ger-e biCig、「人J=kumunのように、

単語の意味が一つ一つ確実に対応している。一方、モンゴル文契約文書に多く現れる ucir

という語であるが、萩原 2006: 154-156によると、 uCirは漢文の表現「為~事」の「為」に

相当する語であり、漢文公文書で文書の作成目的を示す語である。モンゴ、ル文公文書の中

でも、[""'-'するためである」という意味で公文書書式構造の中の前から 3番目の文書作成目

的の所で使われているという。ところが、漢文契約文書の中では「ためである」に相当す

るような文言がない。この点に関して、筆者の考えでは、モンゴ、ル文契約文書で、 ucirとい
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う語が使われているのには二つの可能性が考えられる。一つは、モンゴ、ル文公文書で、 ucir

という言葉が頻繁に使われていたことから、当時のモンゴノレ人が習t慣として uCirの語を使

用した可能性である。もう一つは、 ucirを「事、事情」という意味で使用した可能性である。

当時のモンゴ、ル人が「契約文書を作成する」ということは「事、事情」で、あって、「契約文

書を作成するJr人Jと書くのはおかしいと理解したために、漢文の契約文書の元々の書式

にかまわないで、 kumunをuCirに変えたという可能性である。

[2】の人名としては、借り手、貸し手というこ人の人物が登場する可能性が考えられる

が、モンゴ、ノレ文、漢文の契約文書ともに、お金の借り手である土地の所有者が、明らかに

契約文書を作成する人(立契人)本人となっている。

[3]に書かれる「理由」に関して言うと、質入れするに至った理由があるのは当然であ

るし、その理由が様々であることもまた当然のはずで、ある。ところが、漢文とモンゴ、ル文

の質入契約文書で、何とその理由の書き方自体がほぼ閉じなのである。このことからも、

やはりこの理由の書き方の習慣そのものが、本来漢文からモンゴル文へと翻訳・導入された

ものであると考えられる。

[4]の土地のところについては、漢文では土地の説明だけであるが、モンゴ、ル文で、はこ

こに典価が現れる。これについては、次のわ】の部分で検討したい。使われている面積単

位は漢文、モンゴル文ともに同じである。第三章で述べた史料⑩『清実録~ (高宗純皇帝実

録)乾隆 8(1743)年 8月辛亥の帰化城トワメト旗に関する記事には、「嗣因蒙古耕地不計頃

畝。只計牛具，一時難査。J(モンゴ、ルの耕地は面積を頃、畝などで計算せず、牛具のみで計算

するので、一度に調べるのは難ししっと述べられている。牛具で計算するとは、牛3頭で一

具(整)となり、その牛具一つで耕す面積を単位として計算するという意味である。この記事

によれば当時のモンゴ、ル地域では面積の単位としては頃、畝などを使わないで、牛具を使

っていたことになる。ところが、ここであげた文書の例から見るとモンゴ、ル文農地質入契

約文書でも、乾隆 40年代の時点、で、既に畝などの単位が契約文書に出てくる。

[5]の部分は、漢文では典価のみであるのに対して、モンゴ、ル文で、は利子と条件であり、

典価の方は [4】の部分に先に書かれている。典価が現れること自体は両方向じであるが、

現れる位置が異なるわけである。また、漢文では利子のことが出てこず、モンゴ、ル文で、は

利子のことが必ずと言って良いほど書かれている。この違いの決定的な原因は、典主(お金

の貸し手)が自ら農耕できるかどうかであろう。漢文文書(中国本土)の場合は典主が自分で

もこの土地を耕作する可能性があるので、利子のことは出てこないはずであり、土地の使

143 



用権そのものを渡しているわけである。ところが、モンゴル文の場合は、当時の土地所有

者で、あったモンゴル人は農耕ができないため、常に土地を漢人農民に小作させ地代をもら

っている。すなわち、大抵の場合は賃貸契約済なのである。そこで、農耕のできない他の

モンゴル人か寺院からお金を借りて、このお金の利子の代わりに地代を渡すことになる。

このお金の貸し手はいずれも土地の直接の使用者ではないため、土地の使用権を主張する

必要がない。単なる土地の小作料受領権をめぐるお金の交渉のみをしているわけである。

そういう理由で、利子のことが条件とともに必ず出てくるものと考えられる。

(6]の契末語としては、漢文、モンゴノレ文の契約文書ともに、契約文書を作成して証拠

にするという表現が記されている。契約文書作成の目的からみても同じであるし、使われ

ている文言もほぼ同じであるから、これも漢文からモンゴ、ル文へ訳して使われているよう

に思われる。

以上、【1】から【6】までの書式は、漢文(中国本土)とモンゴ、ル文(帰化城トゥメト旗)の契

約文書でほぼ完全に一致している。

次に仲介入は漢文では (7】、モンゴ、ル文で、は【9] という異なる位置に来ているが、サイ

ンの方法は同じである。十文字を署名の代わり(画押、花押)にする習慣も、中国本土からモ

ンゴ、ノレへ導入された可能性が高いであろう(萩原 2006: 165 -166参照)。

モンゴル文の (8]半文字は、契約文書が偽造されることを防止する意味で加えられたも

のだと思われる。実際に、本研究の第七章であげた事例 24の中でも、契約文書が偽造され

た例が見える。史料⑥の漢文質入契約文書62通には半文字の例が見当たらないが、例えば

史料①の賃貸契約文書(漢文、 80-15-14)や史料⑥の第 423号(p.187-188、漢文による農地

の耕作権分割相続文書)では、半文字で前者は「合同」、後者は「万世永昌」と読める漢字の

左右どちらかの半分が書かれている。このような書式は、モンゴル人社会のものではない

であろう。やはり、もとは中国本土から来たものと思われる。少なくとも清代以前のモン

ゴル文文書において、このような書式は知られていない。

以上のような比較分析からみると、モンゴ、ル文の農地質入契約文書の由来は、蒙漢文を

理解できた一部のモンゴ、ル人が漢文の農地質入契約文書をそのままモンゴル語に翻訳して

作成し始めたものだと考えられる。モンゴ、ノレ地域では、漢人の流入とともに契約文書を作

成するという習J慣も入ってきて、モンゴ、ル人の間でも、契約文書を作成するためにモンゴ

ル文の契約文書が必要となり、漢文の契約文書をそのまま直訳してモンゴル文契約文書の

書式ができ上がったと推定できる。そして、この翻訳されたモンゴ、ル文契約文書の書式が
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帰化城トゥメト旗に広がっていったと思われる。モンゴル文契約文書の実際の書き手とし

ては、極端に識字率が低かったはずの当時の社会を念頭におくと、役所内での各種文書の

作成に習熟していたモンゴル人書記たちが第一番目の候補として考えられるであろう(シ

ーリン 2010参照)。

小結

本章の結論をまとめると、以下のようになるであろう。

l、中国本土における漢文農地質入契約文書は、[1]官頭語、 [2]人名、 [3]理由、【4】

土地の説明、 [5]典価、【6】契末語、【7】仲介入、【8】年月日という順で'8つの要素から

構成されている。

2、帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル文農地質入契約文書は、[1]冒頭語、【2】人名、【3】理

由、 [4]典価と土地の説明、 [5]利子と条件、 [6】契末語、【7】年月日、 [8]半文字、【9]

仲介入という順で 9つの要素から構成されている。

3、モンゴル文農地質入契約文書の書式は、中国本土における漢文農地質入契約文書の書

式をほぼそのまままねてでき上がったものと思われる。

4、漢文農地質入契約文書の書式がモンゴ、ノレ文農地質入契約文書に強い影響を与えたとい

うことは、漢人農民の帰化城トゥメト旗への流入とともに、それまでモンゴルに存在しな

かった農地質入契約という文化的社会的な概念そのものが全く新たに入ってきたことを意

味している。

5、帰化城トゥメト旗では、モンゴル人が農地を質入れする行為が頻繁に行われていた。

農地を担保として質入れしていたということから見ると、農地は借りるお金よりも高い価

値があり、皆が欲しがっていたと考えられる。その意味でも農地の所有権を明確化してお

くために、農地契約文書がさかんに作成されていた。このことから清代の帰化城トゥメト

旗のモンゴル人には、強い農地所有意識があったと断定できるだろう。また、農地質入契

約文書にはモンゴ、ル語で、yajar-unejen (地主)と呼ばれるモンゴル人が現れる。この言葉自体

の意味から考えても、帰化城トゥメト旗のモンゴ、ル人には明瞭な農地所有意識があったと

思われる。
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